
六 ヶ 所 再 処 理 施 設 に お け る 

新 規 制 基 準 に 対 す る 適 合 性 

第３６条：放射線分解により発生する水素による爆発

に対処するための設備 

資料 8-2 令和元年 12 月 17 日 

日本原燃株式会社 

【公開版】



本文 目次 

第３６条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備 

１章 基準適合性 

１．概要 

２．設計方針 

２．１ 水素爆発に対処するための設備 

(１) 水素爆発の発生の防止のための設備

ａ．水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する設備 

ｂ．計装設備の重大事故等対処計装設備 

(２) 水素爆発の拡大を防止するための設備

ａ．水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する設備 

ｂ．放出低減対策に使用する設備 

ｃ．計装設備の重大事故等対処計装設備 

ｅ．電源設備 

２．２ 多様性、位置的分散 

(１) 水素爆発の発生の防止のための設備

ａ．水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する設備 

(２) 水素爆発の拡大を防止するための設備

ａ．水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する設備 

ｂ．放出低減対策に使用する設備 

２．３ 悪影響防止 

(１) 水素爆発の発生の防止のための設備

ａ．水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する設備 

(２) 水素爆発の拡大を防止するための設備

ａ．水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する設備 

ｂ．放出低減対策に使用する設備 

1



２．４ 容量等 

(１) 水素爆発の発生の防止のための設備

ａ．水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する設備 

(２) 水素爆発の拡大を防止するための設備

ａ．水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する設備 

ｂ．放出低減対策に使用する設備 

２．５ 環境条件等 

(１) 水素爆発の発生の防止のための設備

ａ．水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する設備 

(２) 水素爆発の拡大を防止するための設備

ａ．水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する設備 

ｂ．放出低減対策に使用する設備 

２．６ 操作性の確保 

(１) 水素爆発の発生の防止のための設備

ａ．水素爆発の発生を防止するための空気の供給に使用する設備 

(２) 水素爆発の拡大を防止するための設備

ａ．水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する設備 

ｂ．放出低減対策に使用する設備 

２．７ 試験検査 

３．主要設備及び仕様 

第36.１表 水素爆発の対処に用いる主要設備 

第36.１図 系統概要図 略記号一覧図 

第36.２図～８図 水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する設備を用い

た圧縮空気の供給系統概要図 

第36.９図～13図 水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する設備を用い

た圧縮空気の供給系統概要図 

第36.14図～18図 放出低減対策の系統概要図

2



１章 基準適合性

3



第３６条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処す

るための設備 

1. 概要

放射線分解により発生する水素による爆発（以下，「水素

爆発」という。）に対処するための設備は，水素爆発の発生の

防止のための設備及び水素爆発の拡大を防止するための設備

で構成する。 

また，水素爆発の発生の防止のための設備は，水素爆発を未

然に防止するための空気の供給に使用する設備及び計装設備

の重大事故等対処計装設備で構成し，水素爆発の拡大を防止

するための設備は，水素爆発の再発を防止するための空気の供

給に使用する設備，放出低減対策に使用する設備，計装設備

の重大事故等対処計装設備及び電源設備で構成する。 
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2. 設計方針 

2.1 水素爆発に対処するための設備

(１ ) 水素爆発の発生の防止のための設備

可搬型重大事故等対処設備の代替安全圧縮空気系の可搬

型空気圧縮機を，常設重大事故等対処設備の代替安全圧縮空

気系の水素掃気配管又は機器圧縮空気供給配管に圧縮空気

を供給し，重大事故の水素爆発を想定する機器内で発生する

水素を希釈することができる設計とする。 

分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋については，建屋に収納される機器に水素濃度が８ｖｏ

ｌ％に到達するまでの時間が短いもの（重大事故の水素爆発

を想定する機器のうち も短いもので，精製建屋のプルトニ

ウム濃縮液一時貯槽において1.4時間）があり代替安全圧縮

空気系の可搬型空気圧縮機による圧縮空気の供給を行うた

めの時間余裕を確保する必要があるため，設計基準で設置し

た圧縮空気設備の安全圧縮空気系が停止した場合において

自動で24時間持続して水素掃気を行う，常設重大事故等対処

設備の代替安全圧縮空気系の圧縮空気貯槽（以下，１章では

「圧縮空気貯槽」という。）又は圧縮空気ユニット(以下，１

章では「圧縮空気ユニット」という。)を設置する。さらに，

水素濃度が８ｖｏｌ％に到達するまでの時間が24時間未満

の重大事故の水素爆発を想定する機器に対し，圧縮空気貯槽

及び圧縮空気ユニットと同様の系統で，より機器に近い位置

から自動で24時間持続して水素掃気を行う常設重大事故等

対処設備の代替安全圧縮空気系の予備圧縮空気ユニット（以

5



下，１章では「予備圧縮空気ユニット」という。）を設置す

る。 

また，圧縮空気貯槽，圧縮空気ユニット又は予備圧縮空気

ユニットによる圧縮空気の供給と同時並行で，圧縮空気供給

時の圧力変動を確認することにより，圧縮空気貯槽，圧縮空

気ユニット又は予備圧縮空気による対策の成否の確認及び

その後の監視を行う。 

水素爆発の発生の防止のための設備は以下のａ及びｂで

構成する。 

ａ．水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する

設備

水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する

設備は，圧縮空気設備の安全圧縮空気系の水素掃気機能が

喪失した状態において，水素爆発の発生を未然に防止でき

るようにするため，常設重大事故等対処設備の代替安全圧

縮空気系の圧縮空気貯槽，圧縮空気ユニット，予備圧縮空

気ユニット，圧縮空気供給系，水素掃気配管，機器圧縮空

気供給配管並びに可搬型重大事故等対処設備の代替安全圧

縮空気系の可搬型空気圧縮機，可搬型一括供給用建屋外ホ

ース，可搬型一括供給用建屋内ホース，可搬型個別供給用

建屋外ホース，可搬型個別供給用建屋内ホース，可搬型建

屋外ホース及び可搬型建屋内ホースで構成する。 

可搬型空気圧縮機は，水素爆発の再発を防止するための

空気の供給に使用する設備と共用する。 

水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する
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設備の一部は，水素爆発の拡大を防止するための設備と共

用する。 

水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する

設備の一部は，臨界事故の拡大を防止するための設備を共

用する。 

水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する

設備の一部は，冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処する

ための設備の蒸発乾固の拡大の防止のための設備のうち，

貯水槽から機器への注水に使用する設備を共用する。また，

水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する設

備の一部は，圧縮空気を供給することで水素を掃気すると

ともに，機器内の液位を計測するために，重大事故等対処

計装設備の計測制御設備を共用することがある。

水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する

設備の系統概要図を第 36.２図から第 36.８図に示す。 

主要な設備は，以下のとおりとする。

・ 圧縮空気貯槽

・ 圧縮空気ユニット

・ 圧縮空気供給系

・ 水素掃気配管

・ 機器圧縮空気供給配管

・ 可搬型空気圧縮機

・ 可搬型一括供給用建屋外ホース

・ 可搬型一括供給用建屋内ホース

・ 可搬型個別供給用建屋外ホース
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・ 可搬型個別供給用建屋内ホース

・ 可搬型建屋外ホース

・ 可搬型建屋内ホース

ｂ．計装設備の重大事故等対処計装設備

重大事故等対処計装設備は，重大事故等が発生し，計測機

器（非常用のものを含む。）の直流電源の喪失その他の故障

により当該重大事故等に対処するために監視することが必

要な情報を把握することが困難となった場合において，可搬

型の計測機器により重大事故等の対処に有効な情報を計測

できる設計とする。 

中央制御室の計測制御設備の監視機能が喪失し，監視機能

の回復操作ができない場合は，事故時の計装に関する手順等

の可搬型の計測機器によるパラメータの計測により，重大事

故等の対象に必要な流量，圧力，温度，液位及び放射線レベ

ルを把握できる設計とする。

主要な設備は，以下のとおりとする。

・ 可搬型圧縮空気貯槽圧力計（計装設備）

・ 可搬型圧縮空気ユニット圧力計（計装設備）

・ 可搬型予備圧縮空気ユニット圧力計（計装設備）

・ 可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計（計装設備）

・ 可搬型水素掃気系統圧縮空気圧力計（計装設備）

・ 可搬型かくはん系統圧縮空気圧力計（計装設備）

・ 可搬型水素濃度計（計装設備）

・ 可搬型セル導出ユニット流量計（計装設備）
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(２ ) 水素爆発の拡大を防止するための設備

水素爆発の発生の防止のための設備の水素爆発を未然に防

止するための空気の供給に使用する設備の水素掃気配管又は

機器圧縮空気供給配管からの可搬型空気圧縮機による圧縮空

気の供給ができず，水素爆発が生じた場合には，水素爆発の

発生の防止で使用する系統から独立した系統である水素爆発

の再発を防止するための空気の供給に使用する設備の機器圧

縮空気供給配管へ可搬型空気圧縮機から圧縮空気を供給し，

機器内で発生する水素を希釈することができる設計とする。 

圧縮空気貯槽，圧縮空気ユニット及び予備圧縮空気ユニッ

トが機能しない場合に，分離建屋，精製建屋及びウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋の水素濃度が８ｖｏｌ％に到達する

までの時間が24時間未満の重大事故の水素爆発を想定する機

器に対して，24時間持続して水素掃気を行うことができる常

設重大事故等対処設備の代替安全圧縮空気系の手動圧縮空気

ユニットを設置する。

手動圧縮空気ユニットは，圧縮空気貯槽，圧縮空気ユニッ

ト又は予備圧縮空気ユニットによる水素掃気の成否に関わら

ず，圧縮空気貯槽，圧縮空気ユニット又は予備圧縮空気ユニ

ットとは別の系統に接続することにより，圧縮空気の供給を

行うことができる設計とする。 

また，手動圧縮空気ユニットによる圧縮空気の供給と同時

並行で，圧縮空気供給時の圧力変動を確認することにより，

対策の成否の確認及びその後の監視を行う。 
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また，圧縮空気の供給に伴い気相中に移行する放射性物質

又は水素爆発により気相中に移行した放射性物質をセルに

導出するため，放出低減対策に使用する設備の代替塔槽類廃

ガス処理設備の隔離弁を閉止し，機器に接続する塔槽類廃ガ

ス処理設備の配管の流路を遮断し，塔槽類廃ガス処理設備か

らセルに導出するユニットを開放する。

上記経路からの放射性物質のセルへの導出が実施できな

い場合として，上記の導出経路とは別に，代替塔槽類廃ガス

処理設備の水封安全器を設置し，系統内の圧力が高まった場

合には，セル内に放射性物質を自動で導出する設計とする。

（供給する圧縮空気量の少ないウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋を除く。） 

さらに，放出低減対策に使用する設備の常設重大事故等対

処設備の代替換気設備に可搬型重大事故等対処設備の可搬

型ダクトを用いて，可搬型フィルタ及び可搬型排風機を接続

した上で，可搬型排風機を運転し，セル内の圧力上昇を緩和

し大気中への経路外放出を抑制しつつ，放射性エアロゾルを

可搬型フィルタの高性能粒子フィルタで除去し，主排気筒か

ら大気中へ管理しながら放出する。 

水素爆発の拡大を防止するための設備は以下のａ．からｂ．

で構成する。 

ａ．水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する

設備

水素爆発の拡大を防止するための設備は，水素爆発の発

生を防止するための手段が機能せず，機器での水素爆発が
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発生したとしても，水素爆発が続けて生じることを防止で

きるようにするため，常設重大事故等対処設備の手動圧縮

空気ユニット，水素掃気配管及び機器圧縮空気供給配管並

びに可搬型重大事故等対処設備の可搬型空気圧縮機，可搬

型個別供給用建屋外ホース，可搬型個別供給用建屋内ホー

ス，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホースで構成す

る。

水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する

設備の一部は，水素爆発を未然に防止するための空気の供

給に使用する設備を共用する。 

水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する

設備の一部は，蒸発乾固に対処するための設備の蒸発乾固

の拡大の防止のための設備の貯水槽から機器への注水に使

用する設備を共用する。 

水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する

設備の系統概要図を第36.９図から第36.13図に示す。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ 手動圧縮空気ユニット

・ 圧縮空気供給系

・ 水素掃気配管

・ 機器圧縮空気供給配管

・ 可搬型空気圧縮機

・ 可搬型個別供給用建屋外ホース

・ 可搬型個別供給用建屋内ホース

・ 可搬型建屋外ホース
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・ 可搬型建屋内ホース

ｂ．放出低減対策に使用する設備

水素爆発に伴い気相中に移行する放射性物質をセルに導

出するための設備は，水素爆発が発生した機器に接続する換

気系統の配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態

になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物

質を排出できるようにするため，常設重大事故等対処設備の

代替塔槽類廃ガス処理設備の配管，隔離弁，塔槽類廃ガス処

理設備からセルに導出するユニット及び可搬型重大事故等

対処設備の可搬型ダクトで構成する。

また，放射性エアロゾルを大気中への放出を低減する設備

は，セル内へ導出された放射性エアロゾルを大気中へ放出す

る前に除去することにより，大気中への放射性物質の異常な

水準の放出を防止できるようにするため，常設重大事故等対

処設備の代替換気設備のダクト並びに可搬型重大事故等対

処設備の可搬型フィルタ，可搬型ダクト及び可搬型排風機で

構成する。 

放出低減対策に使用する設備の系統概要図を第36.14から

第36.18図に示す。 

主要な設備は，以下のとおりとする。

・ 配管

・ 隔離弁

・ 水封安全器

・ 塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット
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・ 塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット（フ

ィルタ）

・ ダクト

・ 可搬型フィルタ

・ 可搬型ダクト

・ 可搬型排風機

ｃ．計装設備の重大事故等対処計装設備

重大事故等対処計装設備は，重大事故等が発生し，計測機

器（非常用のものを含む。）の直流電源の喪失その他の故障

により当該重大事故等に対処するために監視することが必

要な情報を把握することが困難となった場合において，可搬

型の計測機器により重大事故等の対処に有効な情報を計測

できる設計とする。 

中央制御室の計測制御設備の監視機能が喪失し，監視機能

の回復操作ができない場合は，事故時の計装に関する手順等

の可搬型の計測機器によるパラメータの計測により，重大事

故等の対象に必要な流量，温度及び液位を把握できる設計と

する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。

・ 可搬型手動圧縮空気ユニット接続系統圧力計（計装設

備）

・ 可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計（計装設備）

・ 可搬型セル導出ユニット流量計（計装設備）

・ 可搬型水素濃度計（計装設備）

・ 可搬型導出先セル圧力計（計装設備）
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・ 可搬型水素濃度計（計装設備）

・ 可搬型フィルタ差圧計（計装設備）

・ 可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計（計装設備）

ｄ．電源設備

電源設備は，常設重大事故等対処設備の前処理建屋重大事

故対処用母線，分離建屋重大事故対処用母線，精製建屋重大

事故対処用母線，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋重大事

故対処用母線及び高レベル廃液ガラス固化建屋重大事故対

処用母線並びに可搬型重大事故等対処設備の前処理建屋可

搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型発電機，可搬型電源ケーブル及び可搬型分電盤で構成す

る。精製建屋の可搬型発電機本体は，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋の可搬型発電機本体と共用する。 

主要な設備は， 以下のとおりとする。

・可搬型発電機

・重大事故対処用母線
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2.2 多様性、位置的分散 

基本方針については，「 33条 重大事故等対処設備」の「2.1 

多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。  

(１ ) 水素爆発の発生の防止のための設備 

ａ．水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する設

備 

 (a ) 常設重大事故等対処設備 

水素爆発の対象機器に対して建屋外から圧縮空気を供給

するために可搬型重大事故等対処設備を接続する常設重大

事故等対処設備の接続口は，共通要因によって接続できなく

なることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設

置する設計とする。 

(ｂ ) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型空気圧縮機は，建屋近傍に保管するとともに，位置

的分散を考慮して外部保管エリアにも保管する。 

 可搬型空気圧縮機は，圧縮空気設備の安全圧縮空気系空気

圧縮機及び第２非常用ディーゼル発電機と共通要因によっ

て同時に機能を損なわないよう，異なる駆動方式とすること

で，圧縮空気設備の安全圧縮空気系空気圧縮機に対して多様

性を有する設計とする。 

 可搬型空気圧縮機は，屋外に保管することで，圧縮空気設

備の安全圧縮空気系空気圧縮機と共通要因によって同時に

機能を喪失しないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型個別供給用建屋外ホース，可搬型個別供給用建屋内

ホース，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホースは，建
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屋内に保管するとともに，位置的分散を考慮して外部保管エ

リアにも保管する。 

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計，可搬型圧縮空気ユニット

圧力計，可搬型予備圧縮空気ユニット圧力計，可搬型水素掃

気系統圧縮空気圧力計，可搬型かくはん系統圧縮空気圧力計，

可搬型セル導出ユニット流量計，及び可搬型水素濃度計の多

様性，位置的分散については，「43条  計装設備」に記載す

る。 

 

(２ ) 水素爆発の拡大を防止するための設備 

ａ．水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する設

備 

 (a ) 常設重大事故等対処設備 

水素爆発の対象機器に対して建屋外から圧縮空気を供給

するために可搬型重大事故等対処設備を接続する常設重大

事故等対処設備の接続口は，共通要因によって接続できなく

なることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設

置する設計とする。 

 

(ｂ ) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型空気圧縮機は，建屋近傍に保管するとともに，位置

的分散を考慮して外部保管エリアにも保管する。 

 可搬型空気圧縮機は，圧縮空気設備の安全圧縮空気系空気

圧縮機及び第２非常用ディーゼル発電機と共通要因によっ

て同時に機能を損なわないよう，異なる駆動方式とすること
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で，圧縮空気設備の安全圧縮空気系空気圧縮機に対して多様

性を有する設計とする。 

 可搬型空気圧縮機は，屋外に保管することで，圧縮空気設

備の安全圧縮空気系空気圧縮機と共通要因によって同時に

機能を喪失しないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型個別供給用建屋外ホース及び可搬型個別供給用建

屋内ホースは，設置する建屋内に保管するとともに，位置的

分散を考慮して外部保管エリアにも保管する。 

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計，可搬型セル導出ユニット

流量計及び可搬型水素濃度計の多様性，位置的分散について

は，「43条  計装設備」に記載する。 

ｂ．放出低減対策に使用する設備

(ａ ) 可搬型重大事故等対処設備

可搬型ダクト，可搬型建屋内フィルタ，可搬型ダクト及び

可搬型排風機は，設置する建屋内に保管するとともに，位置

的分散を考慮して外部保管エリアにも保管する。 

可搬型排風機は，設置する建屋内の異なる区画に保管する

ことで，建屋排気系のセル排風機と共通要因によって同時に

機能を喪失しないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型排風機は，前処理建屋排気系のセル排風機と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，異なる駆動方式を

使用することで，建屋排気系のセル排風機に対して多様性を

有する設計とする。 

可搬型排風機の電源は，設計基準の電源と共通要因によっ
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て同時に機能を損なわないよう，設計基準の電源と異なる前

処理建屋可搬型発電機からの給電とすることで，設計基準の

電源に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型発電機の多様性，位置的分散については，「第42条 

電源設備」に示す。 

可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計，可搬型導出先セル圧力計，

可搬型フィルタ差圧計及び可搬型水素濃度計の多様性，位置

的分散については，「43条  計装設備」に記載する。 
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2.3 悪影響防止 

基本方針については，「 33条 重大事故等対処設備」の「2.1 

多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 (１ ) 水素爆発の発生の防止のための設備 

ａ．水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する設

備 

(a ) 常設重大事故等対処設備 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気貯槽及び水素掃気配管は，

安全機能を有する施設として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用することで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気ユニット，予備圧縮空気ユ

ニット，水素掃気用安全圧縮空気系及び機器圧縮空気供給配

管は，通常時は弁により他の系統と離隔し，重大事故等時に

弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とす

ることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気供給系は，通常時は接続先

の系統と分離された系統構成とし，重大事故等時に接続，弁

操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とする

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 (ｂ ) 可搬型重大事故等対処設備 

   代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機，可搬型建屋外ホ

ース，可搬型建屋内ホース，可搬型建屋外ホース及び可搬型

建屋内ホースは，接続先の系統と分離し，重大事故等時に接

続先の系統に接続し，弁操作等により重大事故等対処設備と
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しての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。

可搬型圧縮空気貯槽圧力計，可搬型圧縮空気ユニット圧力

計，可搬型予備圧縮空気ユニット圧力計，可搬型貯槽掃気圧

縮空気流量計，可搬型水素掃気系統圧縮空気圧力計，可搬型

かくはん系統圧縮空気圧力計，可搬型セル導出ユニット流量

計 及 び 可 搬 型 水 素 濃 度 計 の 悪 影 響 防 止 に つ い て は ，「 43条

計装設備」に記載する。 
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(２ ) 水素爆発の拡大を防止するための設備 

ａ．水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する設

備 

 (a ) 常設重大事故等対処設備 

代替安全圧縮空気系の手動圧縮空気ユニット及び機器圧

縮空気供給配管は，通常時は分離又は接続先の系統と分離さ

れた系統構成とし，重大事故時に接続，弁操作等により重大

事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気供給系は，通常時は接続先

の系統と分離された系統構成とし，重大事故等時に接続，弁

操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とする

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 (ｂ ) 可搬型重大事故等対処設備 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機，可搬型個別供給

用建屋外ホース及び可搬型個別供給用建屋内ホースは，通常

時は接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，

弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とす

ることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計，可搬型セル導出ユニット

流量計及び可搬型水素濃度計の悪影響防止については，「43

条  計装設備」に記載する。 

 

ｂ．放出低減対策に使用する設備 

 (a ) 常設重大事故等対処設備 
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代替塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁及び配管は，重大事故

等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構

成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理設備から

セルに導出するユニットは，通常時は接続先の系統と分離し，

重大事故等時に接続先の系統に接続し，弁操作等により重大

事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替塔槽類廃ガス処理設備の配管，安全水封器及び代替換

気設備のダクトは，安全機能を有する施設と同じ系統構成で

重大事故等対処設備として使用することで，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

(ｂ ) 可搬型重大事故等対処設備

代替換気設備の可搬型フィルタ，可搬型ダクト，可搬型排

風機は，接続先の系統と分離し，重大事故等時に接続先の系

統に接続し，弁操作等により重大事故等対処設備としての系

統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

代替換気設備の可搬型排風機は，飛散物となって他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計，可搬型導出先セル圧力計，

可搬型フィルタ差圧計及び可搬型水素濃度計の悪影響防止

については，「43条  計装設備」に記載する。 

可搬型発電機の悪影響防止については，「42条  電源設備」

に示す。 
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2.4 容量等 

基本方針については，「 33条 重大事故等対処設備」の「2.2 

容量等」に示す。 

 (１ ) 水素爆発の発生の防止のための設備 

ａ．水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する設

備 

 (a ) 常設重大事故等対処設備 

圧縮空気貯槽及び圧縮空気ユニットは，重大事故の水素爆

発を想定する機器のうち未然防止濃度に到達するまでの時

間余裕が 24 時間未満の機器に対し 24 時間後においても機器

内の水素濃度を未然防止濃度未満に維持できる流量の圧縮

空気を供給するために必要となる容量を有する設計とする。 

水素掃気配管及び機器圧縮空気供給配管は，水素爆発の発

生を未然に防止するために必要となる流量の空気を供給で

きる口径を有する設計とする。 

水素掃気配管の配管口径は，10Ａ，15Ａ，20Ａ，25Ａ，40

Ａ，50Ａ及び 80Ａである。 

機器圧縮空気供給配管の配管口径は，８Ａ，15Ａ， 20Ａ，

40Ａ，50Ａ及び 80Ａである。 

圧縮空気供給系の配管口径は，15Ａ，20Ａ及び 40Ａである。 

 (ｂ ) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホースは,水素爆発

の発生を未然に防止するために必要となる流量の空気を供

給できる口径を有する設計とする。 

可搬型一括供給用建屋外ホースの口径は，50ｍｍである。 

23



 
 

可搬型一括供給用建屋内ホースの口径は，50ｍｍである。 

可搬型個別供給用建屋外ホースの口径は，20ｍｍである。 

可搬型個別供給用建屋内ホースの口径は，20ｍｍ，９ｍｍ

である。 

可搬型建屋外ホースの口径は，31.5ｍｍ，19ｍｍ，16ｍｍ

である。 

可搬型建屋内ホースの口径は，31.5ｍｍ，19ｍｍ，16ｍｍ

である。 

可搬型空気圧縮機は，可搬型空気圧縮機は，大型及び小

型を準備する。大型の可搬型空気圧縮機は，前処理建屋，

分離建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋への圧縮空気の

供給に２台を使用する。１台で前処理建屋，分離建屋，精

製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル

廃液ガラス固化建屋に一括で圧縮空気を供給する場合もあ

ることから，これらの建屋の水素爆発を想定する機器内の

水素濃度を可燃限界濃度未満に維持するために必要な圧縮

空気を供給するために必要となる容量を有する設計とする。 

大型の可搬型空気圧縮機の保有数は，対処に必要な２台

を建屋近傍に敷設ルート毎に確保することに加え，故障時

バックアップとして２台を確保すると共に，保守点検によ

る待機除外時のバックアップとして１台確保する。 

小型の可搬型空気圧縮機は，精製建屋及びウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋への圧縮空気の供給に使用すること

から，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の

水素爆発を想定する機器内の水素濃度を可燃限界濃度未満
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に維持するために必要な圧縮空気を供給するために必要と

なる容量を有する設計とする。 

小型の可搬型空気圧縮機の保有数は，対処に必要な１台を

建屋近傍に確保することに加え，故障時バックアップとして

２台を確保すると共に，保守点検による待機除外時のバック

アップとして１台確保する。 

可搬型圧縮空気貯槽圧力計，可搬型圧縮空気ユニット圧力

計，可搬型予備圧縮空気ユニット圧力計，可搬型貯槽掃気圧

縮空気流量計，可搬型水素掃気系統圧縮空気圧力計，可搬型

かくはん系統圧縮空気圧力計，可搬型セル導出ユニット流量

計及び可搬型水素濃度計の容量等については，「43条  計装

設備」に記載する。 
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(２ ) 水素爆発の拡大を防止するための設備 

ａ．水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する設

備 

(a ) 常設重大事故等対処設備

手動圧縮空気ユニットは，重大事故の水素爆発を想定する

機器のうち未然防止濃度に到達するまでの時間余裕が 24時

間未満の機器に対し 24時間後においても機器内の水素濃度

を未然防止濃度未満に維持できる流量の圧縮空気を供給す

るために必要となる容量を有する設計とする。 

水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する

機器圧縮空気供給配管は，水素爆発の発生を未然に防止する

ために必要となる流量の空気を供給できる口径を有する設

計とする。

機器圧縮空気供給配管の口径は８Ａ，10Ａ， 15Ａ， 20Ａ，

25Ａ，40Ａ，50Ａ，80Ａ及び100Ａである。

(ｂ ) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホースは，水素爆

発の発生を未然に防止するために必要となる流量の空気を

供給できる口径を有する設計とする。 

可搬型建屋外ホースの口径は，19Ａ，31.5Ａ， 50Ａであ

る。 

可搬型建屋内ホースの口径は，16Ａ，19Ａ，20Ａ，31.5

Ａ，50Ａである。 

大型の可搬型空気圧縮機1台は，水素爆発の再発を防止す

るための設備としては，前処理建屋，分離建屋及び高レベ
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ル廃液ガラス固化建屋のうち２建屋に対し圧縮空気の供給

を行うが，水素爆発の発生を未然に防止するための空気の

供給に使用する設備の可搬型空気圧縮機を共用し，水素爆

発の発生を未然に防止するための空気の供給においては，

１台で前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に一

括で圧縮空気を供給する場合もあることから，これらの建

屋の水素爆発を想定する機器内の水素濃度を可燃限界濃度

未満に維持するために必要な圧縮空気を供給するために必

要となる容量を有する設計とする。 

大型の可搬型空気圧縮機の保有数は，対処に必要な２台

を建屋近傍に敷設ルート毎に確保することに加え，故障時

バックアップとして２台を確保すると共に，保守点検によ

る待機除外時のバックアップとして１台確保する。 

小型の可搬型空気圧縮機は，精製建屋及びウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋への圧縮空気の供給に使用すること

から，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の

水素爆発を想定する機器内の水素濃度を可燃限界濃度未満

に維持するために必要な圧縮空気を供給するために必要と

なる容量を有する設計とする。 

小型の可搬型空気圧縮機の保有数は，対処に必要な１台

を建屋近傍に確保することに加え，故障時バックアップと

して２台を確保すると共に，保守点検による待機除外時の

バックアップとして１台確保する。 

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計，可搬型セル導出ユニッ
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ト流量計及び可搬型水素濃度計の容量等については，「43条  

計装設備」に記載する。 

ｂ．放出低減対策に使用するための設備 

 (ａ ) 常設重大事故等対処設備 

代替塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理設備から

セルに導出するユニット及び配管は機器から発生する水素

掃気空気等を導出先セルへ導出できる口径を有する設計と

する。 

代替塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理設備から

セルに導出するユニットの配管口径は，150Ａ，150Ａ，300

Ａ，400Ａ及び450Ａである。代替塔槽類廃ガス処理設備の

配管の配管口径は，40Ａ，100Ａ，150Ａ，200Ａ，250Ａ，

300Ａ，350Ａ，400Ａ及び450Ａである。 

代替換気設備のダクトは，機器から発生する水蒸気及び水

素掃気空気等を排気できる口径を有する設計とする。建屋排

気系統のダクトサイズは，内径 350mm，600mm，700mm，750mm，

1200mm， 2100mm 及び 2400mm×1500mm である。 

 (ｂ ) 可搬型重大事故等対処設備 

代替換気設備の可搬型ダクトは，機器から発生する水蒸

気及び水素掃気空気等を排気できる口径を有する設計とす

る。 

可搬型ダクトのダクトサイズは，内径200ｍｍである。 

可搬型フィルタは，同時に発生するおそれがある冷却機

能の喪失及び水素掃気の機能喪失による重大事故等の対処

に同時に必要となる可搬型排風機の排気容量（風量）に対
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して，１段あたり粒子除去効率99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ

粒子）を達成できる容量を確保し，両事故における重大事

故等の対処に影響を与えない設計とする。 

可搬型排風機は，同時に発生するおそれがある冷却機能

の喪失及び水素掃気の機能喪失による重大事故等の対処に

同時に必要となる排気容量を確保し，両事故における重大

事故等の対処に影響を与えない設計とする。 

可搬型排風機の保有数は，対処に必要な１台に加え，故

障時バックアップとして２台を確保すると共に，保守点検

による待機除外時のバックアップとして１台確保する。 

可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計，可搬型導出先セル圧力

計，可搬型フィルタ差圧計及び可搬型水素濃度計の容量等

については，「43条  計装設備」に記載する。 

可搬型発電機の容量等については，「42条  電源設備」に

記載する。 
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2.5 環境条件等 

基本方針については，「 33条 重大事故等対処設備」の「2.3 

環境条件等」に示す。 

(１ ) 水素爆発の発生の防止のための設備 

ａ．水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する設

備 

 (ａ ) 常設重大事故等対処設備 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気貯槽，圧縮空気ユニット，

水素掃気配管及び機器圧縮空気供給配管は，設置する建屋内

に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。環境条件としては，発生した蒸気及び凝縮

水による線量率の上昇も考慮するとともに，地震による溢水，

化学薬品の漏えいも考慮し，地震による溢水に対しては，想

定する溢水量を考慮して没水しない高さに接続口を設置す

るとともに，被水により機能を損なわないように設置し，地

震による化学薬品の漏えいに対しては，化学薬品の漏えいに

より影響を受けることのない場所へ設置する。 

代替安全圧縮空気系の水素掃気配管及び機器圧縮空気供

給配管の操作は，想定される重大事故等時において，設置場

所で可能な設計とする。 

 (ｂ ) 可搬型重大事故等対処設備 

   代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，設置する建屋

近傍及び外部保管エリアに保管し，及び，設置する建屋近傍

で使用し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。 
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代替安全圧縮空気系の可搬型個別供給用建屋外ホース及

び建屋外ホースは，設置する建屋内及び外部保管エリアに保

管し，設置する建屋近傍で使用し，想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。 

代替安全圧縮空気系の可搬型個別供給用建屋内ホース及

び建屋内ホースは，設置する建屋内及び外部保管エリアに保

管し，及び設置する建屋内で使用し，想定される重大事故等

時における環境条件を考慮した設計とする。 

環境条件としては，発生した蒸気及び凝縮水による線量率

の上昇も考慮するとともに，地震による溢水，化学薬品の漏

えいも考慮し，地震による溢水によって機能を喪失するおそ

れのある設備は，想定する溢水量を考慮し，没水しない高さ

に保管するとともに，被水により機能を損なわないように保

管容器への収納又は養生して保管し，地震による化学薬品の

漏えいに対しては，化学薬品の漏えいにより影響を受けるこ

とのない場所へ保管する。なお，万一の化学薬品の漏えいに

よる影響を考慮し，保管容器への収納又は養生して保管する。 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機，可搬型個別供給

用建屋外ホース，可搬型個別供給用建屋内ホース，可搬型建

屋外ホース及び可搬型建屋内ホースの操作は，想定される重

大事故等時において，使用場所で可能な設計とする。 

代替安全圧縮空気系の可搬型個別供給用建屋外ホース，可

搬型個別供給用建屋内ホース，可搬型建屋外ホース及び可搬

型建屋内ホースの常設重大事故等対処設備との接続及び操

作は，想定される重大事故等時において，使用場所で可能な
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設計とする。

可搬型圧縮空気貯槽圧力計，可搬型圧縮空気ユニット圧力

計，可搬型予備圧縮空気ユニット圧力，可搬型貯槽掃気圧縮

空気流量計，可搬型水素掃気系統圧縮空気圧力計，可搬型か

くはん系統圧縮空気圧力計，可搬型セル導出ユニット流量計

及び可搬型水素濃度計の環境条件等については，「43条  計

装設備」に記載する。 
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(２ ) 水素爆発の拡大を防止するための設備 

ａ．水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する設

備 

 (a ) 常設重大事故等対処設備 

機器圧縮空気供給配管は，設置する建屋内に設置し，想定

される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。環境条件としては，発生した蒸気及び凝縮水による線量

率の上昇も考慮するとともに，地震による溢水，化学薬品の

漏えいも考慮し，地震による溢水に対しては，想定する溢水

量を考慮して没水しない高さに接続口を設置するとともに，

被水により機能を損なわないように設置し，地震による化学

薬品の漏えいに対しては，化学薬品の漏えいにより影響を受

けることのない場所へ設置する。 

機器圧縮空気供給配管の操作は，想定される重大事故等時

において，設置場所で可能な設計とする。 

 (ｂ ) 可搬型重大事故等対処設備 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，設置する建屋

近傍及び外部保管エリアに保管し，想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。 

代替安全圧縮空気系の可搬型個別供給用建屋外ホースは，

設置する建屋内及び外部保管エリアに保管し，設置する建屋

近傍で使用し，想定される重大事故等時における環境条件を

考慮した設計とする。 

代替安全圧縮空気系の可搬型個別供給用建屋内ホースは，

設置する建屋内及び外部保管エリアに保管し，及び設置する
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建屋内で使用し，想定される重大事故等時における環境条件

を考慮した設計とする。環境条件としては，発生した蒸気及

び凝縮水による線量率の上昇も考慮するとともに，地震によ

る溢水，化学薬品の漏えいも考慮し，地震による溢水によっ

て機能を喪失するおそれのある設備は，想定する溢水量を考

慮し，没水しない高さに保管するとともに，被水により機能

を損なわないように保管容器への収納又は養生して保管し，

地震による化学薬品の漏えいに対しては，化学薬品の漏えい

により影響を受けることのない場所へ保管する。なお，万一

の化学薬品の漏えいによる影響を考慮し，保管容器への収納

又は養生して保管する。

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機，可搬型個別供給

用建屋外ホース及び可搬型個別供給用建屋内ホースの操作

は，想定される重大事故等時において，使用場所で可能な設

計とする。 

代替安全圧縮空気系の可搬型個別供給用建屋外ホース及

び可搬型個別供給用建屋内ホースの常設重大事故等対処設

備との接続及び操作は，想定される重大事故等時において，

使用場所で可能な設計とする。 

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計，可搬型セル導出ユニット

流量計及び可搬型水素濃度計の環境条件等については，「43

条  計装設備」に記載する。 
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ｂ．放出低減対策に使用する設備

(a) 常設重大事故等対処設備

代替塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理設備から

セルに導出するユニット，隔離弁，安全水封器及び配管は，

建屋内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件

を考慮した設計とする。環境条件としては，発生した蒸気及

び凝縮水による線量率の上昇も考慮する。 

代替換気設備のダクト及び主排気筒へ排出するユニット

は，設置する建屋内に設置し，想定される重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。環境条件としては，発

生した蒸気及び凝縮水による線量率の上昇も考慮するとと

もに，地震による溢水，化学薬品の漏えいも考慮し，地震に

よる溢水に対しては，想定する溢水量を考慮して没水しない

高さに接続口を設置するとともに，被水により機能を損なわ

ないように設置し，地震による化学薬品の漏えいに対しては，

化学薬品の漏えいにより影響を受けることのない場所へ設

置する。 

代替塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理設備から

セルに導出するユニット，隔離弁の操作は，想定される重大

事故等時において，設置場所で可能な設計とする。

代替換気設備のダクト及び主排気筒へ排出するユニット

の操作は，想定される重大事故等時において，設置場所で可

能な設計とする。 

重大事故対処用母線の環境条件等については，「42条  電

源設備」に記載する。 
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(ｂ ) 可搬型重大事故等対処設備

 代替換気設備の可搬型フィルタ，可搬型ダクト及び可搬型

排風機は，設置する建屋内及び外部保管エリアに保管し，及

び設置する建屋内で使用し，想定される重大事故等時におけ

る環境条件を考慮した設計とする。環境条件としては，発生

した蒸気及び凝縮水による線量率の上昇も考慮するととも

に，地震による溢水，化学薬品の漏えいも考慮し，地震によ

る溢水によって機能を喪失するおそれのある設備は，想定す

る溢水量を考慮し，没水しない高さに保管するとともに，被

水により機能を損なわないように保管容器への収納又は養

生して保管し，地震による化学薬品の漏えいに対しては，化

学薬品の漏えいにより影響を受けることのない場所へ保管

する。なお，万一の化学薬品の漏えいによる影響を考慮し，

保管容器への収納又は養生して保管する。 

可搬型排風機の操作は，想定される重大事故等時において，

使用場所で可能な設計とする。 

可搬型フィルタ，可搬型ダクト及び可搬型排風機の常設重

大事故等対処設備との接続及び操作は，想定される重大事故

等時において，使用場所で可能な設計とする。 

可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計，可搬型導出先セル圧力計，

可搬型フィルタ差圧計及び可搬型水素濃度計の環境条件等

については，「43条  計装設備」に記載する。 

建屋可搬型発電機及び建屋重大事故対処用母線の環境条

件等については，「42条  電源設備」に記載する。 
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2.6 操作性の確保

基本方針については，「33条  重大事故等対処設備」の「2.4 

操作性及び試験・検査性」に示す。 

(１ ) 水素爆発の発生の防止のための設備 

ａ．水素爆発の発生を防止するための空気の供給に使用する設

備 

(ａ ) 常設重大事故等対処設備

代替安全圧縮空気系の圧縮空気貯槽及び圧縮空気ユニッ

トは，通常時に使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対

処設備として使用する設計とする。

代替安全圧縮空気系の可搬型個別供給用建屋外ホース，可

搬型個別供給用建屋内ホース，可搬型建屋外ホース及び可搬

型建屋内ホースを接続する常設重大事故等対処設備の接続

口については，カプラ接続により可搬型建屋内ホースを確実

に接続することができる設計とする。 

代替安全圧縮空気系の水素掃気配管及び機器圧縮空気供

給配管は，想定される重大事故等時において，通常時の系統

構成から接続，弁操作等により速やかに切り替えられる設計

とする。 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気供給系は，通常時の系統構

成から接続，弁操作等により速やかに切り替えられる設計と

する。 

(ｂ ) 可搬型重大事故等対処設備

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホースと常設重大事

故等対処設備との接続は，簡便な接続とし，可搬型個別供給
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用建屋外ホース及び可搬型個別供給用建屋内ホースを確実

に接続できる設計とする。また，可搬型個別供給用建屋外ホ

ース及び可搬型個別供給用建屋内ホースは，可能な限り接続

方式及び口径を統一する設計とする。 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機，可搬型個別供給

用建屋外ホース及び可搬型個別供給用建屋内ホースは，対応

要員が携行して屋外・屋内のアクセスルートを通行できる設

計とする。 

可搬型圧縮空気貯槽圧力計，可搬型圧縮空気ユニット圧力

計，可搬型予備圧縮空気ユニット圧力計，可搬型貯槽掃気圧

縮空気流量計，可搬型水素掃気系統圧縮空気圧力計，可搬型

かくはん系統圧縮空気圧力計，可搬型セル導出ユニット流量

計及び可搬型水素濃度計の操作性の確保については，「43条

計装設備」に記載する。 

(２ ) 水素爆発の拡大を防止するための設備 

ａ．水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する設

備 

(ａ ) 常設重大事故等対処設備

代替安全圧縮空気系の可搬型個別供給用建屋外ホース，可

搬型個別供給用建屋内ホース，建屋外ホース及び建屋内ホー

スを接続する常設重大事故等対処設備の接続口については，

カプラ接続により可搬型建屋内ホースを確実に接続するこ

とができる設計とする。

代替安全圧縮空気系の圧縮空気供給系，手動圧縮空気ユニ
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ット，機器圧縮空気供給配管及び水素爆発を想定する機器に

接続する計装配管は，想定される重大事故等時において，通

常時の系統構成から接続，弁操作等により速やかに切り替え

られる設計とする。 

(ｂ ) 可搬型重大事故等対処設備

代替安全圧縮空気系の可搬型個別供給用建屋外ホース，可

搬型個別供給用建屋内ホース，可搬型建屋外ホース及び可搬

型建屋内ホースと常設重大事故等対処設備との接続は，簡便

な接続とし，可搬型個別供給用建屋外ホース，可搬型個別供

給用建屋内ホース，建屋外ホース及び建屋内ホースを確実に

接続できる設計とする。また，代替安全圧縮空気系の可搬型

個別供給用建屋外ホース，可搬型個別供給用建屋内ホース，

建屋外ホース及び建屋内ホースは，可能な限り接続方式及び

口径を統一する設計とする。 

代替安全圧縮空気系の可搬型個別供給用建屋外ホース，可

搬型個別供給用建屋内ホース，建屋外ホース及び建屋内ホー

スは，対応要員が携行して屋外・屋内のアクセスルートを通

行できる設計とする。

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計，可搬型セル導出ユニット

流 量 計 及 び 可 搬 型 水 素 濃 度 計 の 操 作 性 の 確 保 に つ い て は ，

「43条 計装設備」に記載する。

ｂ．放出低減対策に使用する設備 

(ａ ) 常設重大事故等対処設備 

代替塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理設備から

セルに導出するユニット，隔離弁，配管及び代替換気設備の
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ダクトは，重大事故等時において，通常時の隔離又は分離さ

れた状態から弁の操作や接続により速やかに系統構成が可

能な設計とする。 

代替塔槽類廃ガス処理設備の可搬型ダクトを接続する常

設重大事故等対処設備の接続口については，フランジ接続に

より可搬型ダクトを確実に接続することができる設計とす

る。 

代替塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理設備から

セルに導出するユニット，隔離弁，配管は，想定される重大

事故等時において，通常時の系統構成から接続，弁操作等に

より速やかに切り替えられる設計とする。 

代替塔槽類廃ガス処理設備の安全水封器は，想定される重

大事故等時において，通常時に使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用する設計とする。 

代替換気設備の可搬型ダクトを接続する常設重大事故等

対処設備の接続口については，一般的に使用される工具を用

いて接続可能なフランジ接続によりダクトを確実に接続す

ることができる設計とする。 

代替換気設備のダクトは，想定される重大事故等時におい

て，通常時の系統構成から接続，弁操作等により速やかに切

り替えられる設計とする。 

(ｂ ) 可搬型重大事故等対処設備

代替塔槽類廃ガス処理設備の可搬型ダクトと常設重大事

故等対処設備との接続は，簡便な接続とし，可搬型ダクトを

確実に接続できる設計とする。また，可搬型ダクトは，可能
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な限り接続方式及び口径を統一する設計とする。 

代替塔槽類廃ガス処理設備の可搬型ダクトは，対応要員が

携行して屋外・屋内のアクセスルートを通行できる設計とす

る。 

代替換気設備の可搬型フィルタ，可搬型ダクト及び可搬型

排風機は，対応要員が携行して屋外・屋内のアクセスルート

を通行できる設計とする。 

   可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計及び可搬型導出先セル圧

力計の操作性の確保については，「43条  計装設備」に記載

する。 

重大事故対処用母線及び建屋可搬型発電機の操作性の確

保については，「42条  電源設備」に記載する。 
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2.7．試験検査

(１ ) 常設重大事故等対処設備の操作を必要とする箇所には，誤

操作防止のための識別表示が掲示されていることを定期的

に確認する。 

(２ ) 水素爆発に対処するための設備は，重大事故等への対処に

備え，操作ができることを定期的に確認する。 

(３ ) 常設重大事故等対処設備は，通常時の系統構成から重大事

故等対処施設としての系統構成に切り替えるための操作が

できることを定期的に確認する。 

(４ ) 可搬型重大事故等対処設備は，保管数量及び保管状態を定

期的に確認する。 

(５ ) 放出影響緩和設備の可搬型重大事故等対処設備のうち，可

搬型排風機は，動作することを定期的に確認する。 
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３．主要設備及び仕様

 水素爆発に対処するための設備の主要設備の主要設備を表

に示す。 
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第 36.１表 水素爆発の対処に用いる主要設備の仕様 

(１) 水素爆発の発生の防止のための設備 

ａ．水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する設備 

(ａ) 代替安全圧縮空気系 

ⅰ．前処理建屋の代替安全圧縮空気系 

(ⅰ) 常設重大事故等対処設備 

・水素掃気配管 

・機器圧縮空気供給配管 

(ⅱ) 可搬型重大事故等対処設備 

・可搬型空気圧縮機 

・可搬型一括供給用建屋外ホース 

・可搬型一括供給用建屋内ホース 

・可搬型個別供給用建屋外ホース 

・可搬型個別供給用建屋内ホース 

ⅱ．分離建屋の代替安全圧縮空気系 

(ⅰ) 常設重大事故等対処設備 

・水素掃気配管 

・圧縮空気貯槽 

・予備圧縮空気ユニット 

・圧縮空気供給系 

・機器圧縮空気供給配管 

(ⅱ) 可搬型重大事故等対処設備 

・水素掃気配管 

・可搬型空気圧縮機 

・可搬型建屋外ホース 
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・可搬型建屋内ホース 

 

ⅲ．精製建屋の代替安全圧縮空気系 

(ⅰ) 常設重大事故等対処設備 

・水素掃気配管 

・圧縮空気貯槽 

・予備圧縮空気ユニット 

・圧縮空気供給系 

・機器圧縮空気供給配管 

(ⅱ) 可搬型重大事故等対処設備 

・可搬型空気圧縮機 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型建屋内ホース 

ⅳ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の代替安全圧縮空気系 

(ⅰ) 常設重大事故等対処設備 

・水素掃気配管 

・圧縮空気ユニット 

・予備圧縮空気ユニット 

・圧縮空気供給系 

・機器圧縮空気供給配管 

(ⅱ) 可搬型重大事故等対処設備 

・可搬型空気圧縮機 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型建屋内ホース 

ｖ．高レベル廃液ガラス固化建屋の代替安全圧縮空気系 
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(ⅰ) 常設重大事故等対処設備 

・水素掃気配管 

・圧縮空気供給系 

・機器圧縮空気供給配管 

(ⅱ) 可搬型重大事故等対処設備 

・可搬型空気圧縮機 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型建屋内ホース 

(２) 水素爆発の拡大を防止するための設備 

ａ．水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する設備 

(ａ) 代替安全圧縮空気系 

ⅰ．前処理建屋の代替安全圧縮空気系 

(ⅰ) 常設重大事故等対処設備 

・水素掃気配管 

・機器圧縮空気供給配管 

(ⅱ) 可搬型重大事故等対処設備 

・可搬型空気圧縮機 

・可搬型個別供給用建屋外ホース 

・可搬型個別供給用建屋内ホース 

・機器圧縮空気供給配管 

ⅱ．分離建屋の代替安全圧縮空気系 

(ⅰ) 常設重大事故等対処設備 

・水素掃気配管 

・手動圧縮空気ユニット 

・圧縮空気供給系 
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・機器圧縮空気供給配管 

(ⅱ) 可搬型重大事故等対処設備 

・可搬型空気圧縮機 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型建屋内ホース 

ⅲ．精製建屋の代替安全圧縮空気系 

(ⅰ) 常設重大事故等対処設備 

・水素掃気配管 

・手動圧縮空気ユニット 

・圧縮空気供給系 

・機器圧縮空気供給配管 

(ⅱ) 可搬型重大事故等対処設備 

・可搬型空気圧縮機 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型建屋内ホース 

ⅳ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の代替安全圧縮空気系 

(ⅰ) 常設重大事故等対処設備 

・水素掃気配管 

・手動圧縮空気ユニット 

・圧縮空気供給系 

・機器圧縮空気供給配管 

(ⅱ) 可搬型重大事故等対処設備 

・可搬型空気圧縮機 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型建屋内ホース 
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ｖ．高レベル廃液ガラス固化建屋の代替安全圧縮空気系 

(ⅰ) 常設重大事故等対処設備 

・水素掃気配管 

・圧縮空気供給系 

・機器圧縮空気供給配管 

(ⅱ) 可搬型重大事故等対処設備 

・可搬型空気圧縮機 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型建屋内ホース 

ｂ．放出低減対策に使用する設備 

(ａ) 代替塔槽類廃ガス処理設備 

ⅰ．前処理建屋代替塔槽類廃ガス処理設備 

(ⅰ) 常設重大事故等対処設備 

・配管・弁［経路］ 

・隔離弁 

・廃ガス洗浄塔シール ポット 

・前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット 

・前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット

（フィルタ） 

(ⅱ) 可搬型重大事故等対処設備 

・可搬型ダクト［経路］ 

ⅱ．分離建屋代替塔槽類廃ガス処理設備 

(ⅰ) 常設重大事故等対処設備 

・配管 

・隔離弁 
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・廃ガス リリーフ ポット 

・分離建屋塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット 

・分離建屋塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット（フ

ィルタ） 

ⅲ．精製建屋代替塔槽類廃ガス処理設備 

(ⅰ) 常設重大事故等対処設備 

・配管 

・隔離弁 

・廃ガスポット 

・精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）からセルに導出するユニット 

・精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）からセルに導出するユニット（フィルタ） 

ⅳ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋代替塔槽類廃ガス処理設備 

(ⅰ) 常設重大事故等対処設備 

・配管・弁［経路］ 

・隔離弁 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備から

セルに導出するユニット 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備から

セルに導出するユニット（フィルタ） 

ｖ．高レベル廃液ガラス固化建屋代替塔槽類廃ガス処理設備 

(ⅰ) 常設重大事故等対処設備 

・配管 

・隔離弁 
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・廃ガス シール ポット 

・高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備からセルに導

出するユニット 

・高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備からセルに導

出するユニット（フィルタ） 

(ｂ) 代替換気設備 

ⅰ．前処理建屋代替換気設備 

(ⅰ) 常設重大事故等対処設備 

・ダクト 

・主排気筒へ排出するユニット 

・重大事故対処用母線 

(ⅱ) 可搬型重大事故等対処設備 

・可搬型フィルタ 

・可搬型ダクト 

・可搬型排風機 

・可搬型発電機 

ⅱ．分離建屋代替換気設備 

(ⅰ) 常設重大事故等対処設備 

・ダクト 

・重大事故対処用母線 

(ⅱ) 可搬型重大事故等対処設備 

・可搬型フィルタ 

・可搬型ダクト［経路］ 

・可搬型排風機 

・可搬型発電機 
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ⅲ．精製建屋代替換気設備 

(ⅰ) 常設重大事故等対処設備 

・ダクト 

・精製建屋重大事故対処用母線 

(ⅱ) 可搬型重大事故等対処設備 

・可搬型フィルタ 

・可搬型ダクト 

・可搬型排風機 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機 

ⅳ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋代替換気設備 

(ⅰ) 常設重大事故等対処設備 

・ダクト 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋重大事故対処用母線 

(ⅱ) 可搬型重大事故等対処設備 

・可搬型フィルタ 

・可搬型ダクト 

・可搬型排風機 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機 

ｖ．高レベル廃液ガラス固化建屋代替換気設備 

(ⅰ) 常設重大事故等対処設備 

・ダクト 

・高レベル廃液ガラス固化建屋重大事故対処用母線 

(ⅱ) 可搬型重大事故等対処設備 

・可搬型フィルタ 

・可搬型ダクト 
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・可搬型排風機 

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機 
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送・排風機 圧力計 

高性能粒子フィルタ 流量計 

粒子フィルタ 温度計 

プレフィルタ 濃度計 

ダンパ（閉） 水位計 

ダンパ（開） モニタ

逆止ダンパ 手動弁（閉） 

逆止弁 手動弁（開） 

Ｐ 

Ｆ 

Ｔ 

Ｑ 

Ｒ 

Ｌ 

第36.１図 系統概要図 略記号一覧図（その１） 

（中性子線用の場合：    ） Ｒ 
ｎ 
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槽，濃縮缶， 
凝縮器，ポット 

自動弁（閉） 

可搬型と取り合う常
設設備の接続口 

自動弁（開） 

可搬型と可搬型の接
続金具 

配管，ダクト，電路 
（常設） 

水中ポンプ 
ホース，ダクト，

ケーブル
（可搬型） 

スプレイヘッダ 重大事故等対処施設 

外気取入口 
重大事故等対処施設
のうち設計基準対処
施設と兼用するもの 

外気放出口 本設備以外の設備 

本凡例に 
記載がない機器 

Ｉ 

（太い実線） 

（破線） 

（細い実線） 

第36.１図 系統概要図 略記号一覧図（その２） 
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安全空気
圧縮装置A

安全空気
圧縮装置B

安全空気
圧縮装置C

一般圧縮
空気系より

水素掃気用
空気貯槽

Ｐ

（建屋境界）

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｐ

可搬型空気圧縮機

中間ポットＡ※３

中間ポットＢ※３

ハル洗浄槽Ａ※３

ハル洗浄槽Ｂ※３

水バッファ槽※３

中継槽Ａ
中継槽Ｂ

不溶解残渣回収槽Ａ※３

不溶解残渣回収槽Ｂ※３

リサイクル槽Ａ※３

リサイクル槽Ｂ※３

計量前中間貯槽Ａ
計量前中間貯槽Ｂ
計量後中間貯槽
計量・調整槽
計量補助槽

※１ 常設重大事故等対処設備
※２ 可搬型重大事故等対処設備
※３ 水素爆発を想定しても重大事故と

ならない機器

第36.２図 水素爆発を未然に防止するための空気の一括供給の系統概要図

（建屋境界）

高レベル廃液ガラス固化建屋の代替安全
圧縮空気系の水素掃気用安全圧縮空気系へ

分離建屋の代替安全圧縮空気系の水素掃気用安
全圧縮空気系へ

精製建屋の代替安全圧縮空気系の水素掃気用安
全圧縮空気系へ

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の代替
安全圧縮空気系の水素掃気用安全圧縮空気系へ

（建屋境界）

（建屋境界）

（建屋境界）

※１※２

本図は，前処理建屋水素爆発の２系統のうち１系統の第１接続口の接続例である。前処理建屋水素爆発の他の１系統及び第２接続口に接続した場合も同様の系統である。
ただし、接続金具等の個数及び位置は，ホース敷設ルート毎に異なる。
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安全空気
圧縮装置A

安全空気
圧縮装置B

安全空気
圧縮装置C

一般圧縮
空気系より

水素掃気用
空気貯槽

（建屋境界）

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

可搬型空気圧縮機

中間ポットＡ※３

中間ポットＢ※３

ハル洗浄槽Ａ※３

ハル洗浄槽Ｂ※３

水バッファ槽※３

中継槽Ａ
中継槽Ｂ

不溶解残渣回収槽Ａ※３

不溶解残渣回収槽Ｂ※３

リサイクル槽Ａ※３

リサイクル槽Ｂ※３

計量前中間貯槽Ａ
計量前中間貯槽Ｂ
計量後中間貯槽
計量・調整槽
計量補助槽

※１ 常設重大事故等対処設備
※２ 可搬型重大事故等対処設備
※３ 水素爆発を想定しても重大事故と

ならない機器

第36.３図 前処理建屋の水素爆発を未然に防止するための空気の供給の系統概要図（１／２）
（建屋境界）

高レベル廃液ガラス固化建屋の代替安全
圧縮空気系の水素掃気用安全圧縮空気系へ

分離建屋の代替安全圧縮空気系の水素掃気用安
全圧縮空気系へ

精製建屋の代替安全圧縮空気系の水素掃気用安
全圧縮空気系へ

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の代替
安全圧縮空気系の水素掃気用安全圧縮空気系へ

（建屋境界）

（建屋境界）

（建屋境界）

※１※２

減圧弁

接続金具等の個数及び位置は，ホース敷設ルート毎に異なる。

Ｐ

Ｐ

Ｐ
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第36.４図 前処理建屋の水素爆発を未然に防止するための空気の供給の系統概要図（２／２）

（建屋境界）

可搬型空気圧縮機 減圧弁

計量前中間貯槽ＡＦ

計量補助槽Ｆ

計量・調整槽Ｆ

計量後中間貯槽Ｆ

計量前中間貯槽ＢＦ

Ｆ 中継槽Ｂ

中継槽ＡＦ

※１

減圧弁

前処理建屋

ハル洗浄槽Ａ※３

ハル洗浄槽Ｂ※３

水バッファ槽※３

リサイクル槽Ａ※３

リサイクル槽Ｂ※３

不溶解残渣回収槽Ａ※３

中間ポットＡ※３

中間ポットＢ※３

不溶解残渣回収槽Ｂ※３

※２

※１※２

※１ 常設重大事故等対処設備
※２ 可搬型重大事故等対処設備
※３ 水素爆発を想定しても重大事故と

ならない機器

接続金具等の個数及び位置は，ホース敷設ルート毎に異なる。

57



可搬型空気圧縮機

（建屋境界）

Ｐ

前処理建屋の
安全圧縮空気系から

常設
重大事故等
対処設備

可搬型
重大事故等
対処設備

常設
重大事故等
対処設備

圧縮空気貯槽

Ｐ

可搬型
重大事故等
対処設備

第36.５図 分離建屋の水素爆発を未然に防止するための空気の供給の系統概要図

本図は，分離建屋水素爆発の２系統のうち１系統の第１接続口の接続例である。分離建屋水素爆発の他の１系統及
び第２接続口に接続した場合も同様の系統である。ただし、接続金具等の個数及び位置は，ホース敷設ルート毎に
異なる。
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プルトニウム溶液中間貯槽

第１洗浄器

第１一時貯留処理槽

第２一時貯留処理槽

第３一時貯留処理槽

第４一時貯留処理槽

第５一時貯留処理槽

第６一時貯留処理槽

第７一時貯留処理槽

第８一時貯留処理槽

第９一時貯留処理槽

第10一時貯留処理槽

ＴＢＰ洗浄塔

溶解液中間貯槽

溶解液供給槽

ウラン洗浄塔

抽出廃液受槽

抽出廃液中間貯槽

抽出廃液供給槽Ａ

抽出廃液供給槽Ｂ

高レベル廃液供給槽

高レベル廃液濃縮缶

予備圧縮空気
ユニット
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可搬型空気圧縮機

（建屋境界）

Ｐ

前処理建屋の
安全圧縮空気系から

常設
重大事故等
対処設備

可搬型
重大事故等
対処設備

常設
重大事故等
対処設備

圧縮空気貯槽

Ｐ

可搬型
重大事故等
対処設備

第36.６図 精製建屋の水素爆発を未然に防止するための空気の供給の系統概要図

本図は，精製建屋水素爆発の２系統のうち１系統の第１接続口の接続例である。精製建屋水素爆発の他の１系統に
接続した場合も同様の系統である。ただし、第２接続口への接続は接続金具等の個数及び位置は，ホース敷設ルー
ト毎に異なる。

予備圧縮空気
ユニット

抽出塔

核分裂生成物洗浄塔

逆抽出塔

ウラン洗浄塔

補助油水分離槽

ＴＢＰ洗浄器

プルトニウム濃縮缶

希釈槽

プルトニウム溶液一時貯槽

プルトニウム溶液供給槽

プルトニウム溶液受槽

油水分離槽

プルトニウム濃縮液受槽

リサイクル槽

プルトニウム濃縮液一時貯槽

プルトニウム濃縮液計量槽

プルトニウム濃縮液中間貯槽

第２一時貯留処理槽

第３一時貯留処理槽

第４一時貯留処理槽

第７一時貯留処理槽

プルトニウム濃縮缶供給槽

第１一時貯留処理槽

常設
重大事故等
対処設備
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第36.7図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋建屋の水素爆発を未然に防止するための空気の供給の系統概要図

（建屋境界）

硝酸プルトニウム貯槽

一時貯槽

混合槽Ａ

混合槽Ｂ

可搬型空気圧縮機

※１ ※２※１

Ｐ

前処理建屋の
安全圧縮空気

系から

※１ 可搬型重大事故等対処設備
※２ 常設重大事故等対処設備

本図は，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する設
備の２系統の接続口うち，第１接続口の接続例である。第２接続口に接続した場合は系統構成が異なる。
なお，接続金具等の個数及び位置は，ホース敷設ルート毎に異なる。

圧縮空気
ユニット

Ｐ

※２

予備圧縮空気
ユニット

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｐ
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第36.８図 高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発を未然に防止するための空気の供給の系統概要図

（建屋境界）

第１不溶解残渣廃液一時貯槽 ※３

第２不溶解残渣廃液一時貯槽 ※３

高レベル廃液共用貯槽

第１不溶解残渣廃液貯槽

第２不溶解残渣廃液貯槽

第１高レベル濃縮廃液貯槽

第２高レベル濃縮廃液貯槽

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽

高レベル廃液混合槽Ａ

高レベル廃液混合槽Ｂ

供給液槽Ａ

供給液槽Ｂ

供給槽Ａ

供給槽Ｂ

可搬型
空気圧縮機

２系統
※１

※１ 常設重大事故等対処設備
※２ 可搬型重大事故等対処設備
※３ 水素爆発を想定しても重大事故とならない機器

※２

Ｆ

Ｐ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

減圧弁
ユニット

前処理建屋の
安全圧縮空気系から Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｐ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

本図は，高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆
発を未然に防止するための空気の供給に使用す
る設備の２系統の接続口うち，第１接続口の接
続例である。第２接続口に接続した場合は系統
構成が異なる。なお，接続金具等の個数及び位
置は，ホース敷設ルート毎に異なる。

※２ ※１

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ
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（建屋境界）

可搬型空気圧縮機

※１

減圧弁

計量前中間貯槽Ａ
Ｆ

計量補助槽
Ｆ

計量・調整槽
Ｆ

計量後中間貯槽
Ｆ

計量前中間貯槽Ｂ
Ｆ

Ｆ
中継槽Ｂ

中継槽Ａ
Ｆ

前処理建屋

ハル洗浄槽Ａ※３

ハル洗浄槽Ｂ※３

水バッファ槽※３

リサイクル槽Ａ※３

リサイクル槽Ｂ※３

不溶解残渣回収槽Ａ
中間ポットＡ※３

中間ポットＢ※３

※３

不溶解残渣回収槽Ｂ
※３

本図は，前処理建屋水素爆発の２系統のうち１系統の第１接
続口の接続例である。前処理建屋水素爆発の他の１系統及び
第２接続口に接続した場合も同様の系統である。ただし、接
続金具等の個数及び位置は，ホース敷設ルート毎に異なる。

※１ 常設重大事故等対処設備
※２ 可搬型重大事故等対処設備
※３ 水素爆発を想定しても重大事故と

ならない機器

※２

第36.９図 前処理建屋の水素爆発の再発を防止するための空気の供給の系統概要図
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第36.10図 分離建屋の水素爆発の再発を防止するための空気の供給の系統概要図

第３一時貯留処理槽

抽出廃液受槽

抽出廃液供給槽Ｂ

プルトニウム溶液受槽

プルトニウム溶液中間

溶解液中間貯槽

溶解液供給槽

第４一時貯留処理槽

高レベル廃液供給槽

高レベル廃液濃縮缶

抽出廃液中間貯槽

抽出廃液供給槽Ａ

（建屋境界）

第２一時貯留処理槽

手動圧縮空気
ユニット

可搬型

空気圧縮機

常設
重大事故等
対処設備

可搬型
重大事故等
対処設備

常設
重大事故等
対処設備

可搬型
重大事故等
対処設備

本図は，分離建屋水素爆発の２系統のうち１系統の第１接続口の接続例である。分離建屋水素爆発の他の１系統及
び第２接続口に接続した場合も同様の系統である。ただし、接続金具等の個数及び位置は，ホース敷設ルート毎に
異なる。

計測制御設備
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第36.11図 精製建屋の水素爆発の再発を防止するための空気の供給の系統概要図

油水分離槽

プルトニウム濃縮液中間貯槽

プルトニウム溶液受槽

プルトニウム濃縮液受槽

リサイクル槽

プルトニウム濃縮液一時貯槽

プルトニウム濃縮液計量槽

プルトニウム濃縮缶供給槽

第２一時貯留処理槽

第７一時貯留処理槽

第３一時貯留処理槽

プルトニウム溶液供給槽

（建屋境界）

希釈槽

手動圧縮空気
ユニット

前処理建屋の
安全圧縮空気系から

可搬型

空気圧縮機

プルトニウム溶液一時貯槽

プルトニウム濃縮缶

常設
重大事故等
対処設備

可搬型
重大事故等
対処設備

常設
重大事故等
対処設備

可搬型
重大事故等
対処設備

本図は，精製建屋水素爆発の２系統のうち１系統の第１接続口の接続例である。精製建屋水素爆発の他の１系統及
び第２接続口に接続した場合も同様の系統である。ただし、接続金具等の個数及び位置は，ホース敷設ルート毎に
異なる。

減圧弁

可搬型
重大事故等
対処設備
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第36.12図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発の再発を防止するための空気の供給の系統概要図

（建屋境界）

硝酸プルトニウム貯槽

一時貯槽

混合槽Ａ

混合槽Ｂ

可搬型空気圧縮機

※１

※１ 可搬型重大事故等対処設備
※２ 常設重大事故等対処設備
※３ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発に対処するための設備（第１接続口）
※４ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発に対処するための設備（第２接続口）

本図は，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する設
備の２系統の接続口うち，第１接続口の接続例である。第２接続口に接続した場合は系統構成が異なる。
なお，接続金具等の個数及び位置は，ホース敷設ルート毎に異なる。

※２ ※１

※１

手動圧縮空気
ユニット

Ｐ

Ｐ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

※２

Ｆ

※２
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第36.13図 高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発の再発を防止するための空気の供給の系統概要図

（建屋境界）

高レベル廃液共用貯槽

第１不溶解残渣廃液貯槽
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第２高レベル濃縮廃液貯槽

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽

高レベル廃液混合槽Ａ

高レベル廃液混合槽Ｂ

供給液槽Ａ

供給液槽Ｂ

供給槽Ａ

供給槽Ｂ

可搬型
空気圧縮機

２系統
※１

※１ 常設重大事故等対処設備
※２ 可搬型重大事故等対処設備
※３ 水素爆発を想定しても重大事故とならない機器

※２ ※２

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ
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Ｆ

Ｆ

Ｆ
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Ｆ
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減圧弁
ユニット

減圧弁
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減圧弁
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減圧弁
ユニット

第１不溶解残渣廃液一時貯槽 ※３

第２不溶解残渣廃液一時貯槽 ※３

※１

本図は，高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆
発の再発を防止するための空気の供給に使用す
る設備の２系統の接続口うち，第１接続口の接
続例である。第２接続口に接続した場合は系統
構成が異なる。なお，接続金具等の個数及び位
置は，ホース敷設ルート毎に異なる。
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圧縮空気系から

よう素フィルタ
Ａ～Ｄ

第1,第2高性能粒子
フィルタＡ～Ｄ

デミスタ凝縮器廃ガス洗浄塔

極低レベル廃ガス洗浄塔

第36.14図 前処理建屋の放出低減対策の系統概要図

高レベル廃液ガラス固化建屋で

蒸発乾固を想定する機器から

廃ガス洗浄塔
シールポット

※２

溶解槽
セルＡ等

放射性
配管分
岐第１
セル

粒子フィルタ

※２※２※２

※１ ※１

溶解槽
セルＢ等

※２※２

※１

※１ ※２ ※１ ※２ ※１※２

※２

Ｆ

Ｑ
Ｑ

Ｑ
Ｑ

Ｑ

ハル
洗浄槽Ａ

ハル
洗浄槽Ｂ

せん断処理・溶解廃ガス
処理設備の排風機

前処理建屋塔槽類廃ガス
処理設備の排風機
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第36.15図 分離建屋の放出低減対策の系統概要図

（建屋境界）

重大事故等対処共通設備
の管理放出設備へ

放射線配管分岐第１セル

塔槽類廃ガス洗浄塔セル

廃ガス リリーフポット

貯槽等※４

Ｆ

Ｐ

※１ 可搬型重大事故等対処設備
※２ 常設重大事故等対処設備
※３ 溶解液中間貯槽，溶解液供給槽，抽出塔，ＴＢＰ洗浄塔，第１洗浄塔，第２洗浄塔，プルトニウム分配塔，ウラン洗浄塔，プルトニウム洗浄器，プルトニウム溶液受槽，プルトニウム溶液中間貯槽，第１洗浄器，

第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽，第３一時貯留処理槽，第４一時貯留処理槽，第５一時貯留処理槽，第６一時貯留処理槽，第７一時貯留処理槽，第８一時貯留処理槽，第９一時貯留処理槽，第10一時貯留処理槽，
抽出廃液受槽，抽出廃液中間貯槽，高レベル廃液供給槽

※４ 抽出廃液供給槽Ａ，抽出廃液供給槽Ｂ，高レベル廃液濃縮缶

※１

※２

Ｐ

Ｐ Ｐ

Ｐ

※２

※１

Ｑ

Ｑ

貯槽等※３

Ｑ

セル
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第36.16図 精製建屋の放出低減対策の系統概要図

（建屋境界）

廃ガス
ポット

重大事故等対処共通設備の
管理放出設備へＰ

※１ 可搬型重大事故等対処設備

※２ 常設重大事故等対処設備

※２

※２

※１

放射性配管分岐第１セル

プルトニウム溶液供給槽

抽出塔

核分裂生成物洗浄塔

逆抽出塔

ウラン洗浄塔

補助油水分離槽

ＴＢＰ洗浄器

プルトニウム溶液受槽

油水分離槽

プルトニウム溶液一時貯槽

プルトニウム濃縮缶

プルトニウム濃縮液受槽

リサイクル槽

希釈槽

プルトニウム濃縮液一時貯槽

プルトニウム濃縮液計量槽

プルトニウム濃縮液中間貯槽

第２一時貯留処理槽

第３一時貯留処理槽

第４一時貯留処理槽

第７一時貯留処理槽

プルトニウム濃縮缶供給槽

第１一時貯留処理槽

Ｑ

Ｐ

Ｑ

Ｐ Ｐ
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第1.3－28図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の放出低減対策の系統概要図

（建屋境界）

重大事故等対処共通設備の
管理放出設備へ

硝酸プルトニウム貯槽セル

セル

硝酸プルトニウム貯槽

混合槽Ｂ

セル

一時貯槽

セル

混合槽ＡＱ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

※１ 可搬型重大事故等対処設備

※２ 常設重大事故等対処設備

※１

※２

※１ ※２

Ｐ

Ｐ Ｐ

Ｐ

Ｆ
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第36.18図 高レベル廃液ガラス固化建屋の放出低減対策の系統概要図

第１不溶解残渣廃液一時貯槽
※３

第２不溶解残渣廃液一時貯槽
※３

第１高レベル濃縮廃液貯槽

第２高レベル濃縮廃液貯槽

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽

供給液槽Ａ

供給槽Ａ

供給液槽Ｂ

供給槽Ｂ

高レベル廃液混合槽Ａ

高レベル廃液混合槽Ｂ

放射性配管
分岐セル

塔槽類廃ガス処理
第２セル

高レベル廃液共用貯槽

第１不溶解残渣廃液貯槽

第２不溶解残渣廃液貯槽

Ｐ

（建屋境界）

廃ガス シール ポット

塔槽類廃ガス処理
第１セル

廃ガス シール ポット

Ｐ

※１ 常設重大事故等対処設備
※２ 可搬型重大事故等対処設備
※３ 水素爆発を想定しても重大事故とならない機器

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｐ Ｑ

Ｆ

前処理建屋
塔槽類廃ガス処理設備へ

重大事故等対処共通
設備の管理放出設備へ

Ｒ

※１ ※２

可搬型フィルタ
可搬型排風機

Ｐ Ｐ

※１

Ｐ

※２

※１

※１

※１

※１

※１

※１
※１
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２章 補足説明資料 
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再処理施設　補足説明資料リスト

資料No. 名称

補足説明資料2-1 SA設備基準適合性一覧表

補足説明資料2-2 機器配置概要図

補足説明資料2-3 系統概要図

補足説明資料2-4 容量設定根拠

補足説明資料2-5 その他設備

補足説明資料2-6 ＳＡバウンダリ系統図（参考図）

補足説明資料2-7 接続図

補足説明資料2-8 保管場所図

補足説明資料2-9 アクセスルート図

補足説明資料2-10 計装設備の測定原理

補足説明資料2-11 主要設備の試験・検査

補足説明資料2-12 接続口一覧

第36条：放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備

再処理施設　補足説明資料
備考

(1/1)
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補足説明資料２－１（３６条）
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ＳＡ設備基準適合性一覧表
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備
ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備
(ａ)　圧縮空気設備 (ｂ)　溶解設備 (ｃ)　清澄・計量設備 (ｄ)　清澄・計量設備（発生防止用圧

縮空気供給系）（臨界事故の拡大を
防止するための設備の前処理建屋
の臨界事故の拡大を防止するため
の設備の未臨界確保設備）

(ｅ)　計測制御設備 (ａ)　可搬型空気圧縮機 (ｂ)　可搬型一括供給用建屋外ホー
ス

水素掃気用安全圧縮空気系 - - － - － －

－ － － － － － 種　　類　　　呼び径50ｍｍ，10ｍ／
本

数　　量　　　１系列 数　　量　　　５系列 数　　量　　　11系列 数　　量　　　２系列 数　　量　　　５系列 台　　数　　　４台（うち２台は故障時
バックアップ，１台は待機除外時バッ
クアップ）

数　　量　　　36本（うち18本は故障時
バックアップ）

－ － － － － 容　　量　　　約450ｍ３／ｈ／台 －

１系列 ５系列 11系列 ２系列 ５系列
２セット＋１台
（１セット＋１台）

１（１）セット

－ － － － － 約450ｍ３／ｈ／台 －

温度、圧力、湿度、放射線 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 屋外環境に対応 屋外環境に対応

自然現象等 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋外環境に対応 屋外環境に対応

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい
源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防
止｣に基づき必要な措置を講じる。

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 屋外のため該当しない 屋外のため該当しない

操作環境 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋外 屋外

操作内容 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 起動及び停止操作 操作不要

第４号 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照

第５号 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない

系統設計
通常時の系統構成から重大事故等
対処施設としての系統構成に切り替
えられる設計としており、悪影響を及

通常時の系統構成から重大事故等
対処施設としての系統構成に切り替
えられる設計としており、悪影響を及

通常時の系統構成から重大事故等
対処施設としての系統構成に切り替
えられる設計としており、悪影響を及

通常時の系統構成から重大事故等
対処施設としての系統構成に切り替
えられる設計としており、悪影響を及

通常時の系統構成から重大事故等
対処施設としての系統構成に切り替
えられる設計としており、悪影響を及

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

その他（飛散物） 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

第７号 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災
※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい
源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防
止｣に基づき必要な措置を講じる。

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

落雷 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

降下火砕物による降灰濃度 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

第１号 － －

第２号 － －

第３号 平常時と同等 平常時と同等

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管
考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

故意による大型航空機の衝突に対する考慮 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管

第５号 ２ルート確保 ２ルート確保

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災
※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい
源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防
止｣に基づき必要な措置を講じる。

保管時は固縛をして保管 保管時は固縛をして保管

落雷 建物近傍、保管庫及び簡易倉庫に 保管用コンテナに保管

降下火砕物による降灰濃度 建屋内へ移動 影響を受けない

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい
源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防
止｣に基づき必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災
※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい
源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防
止｣に基づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災
※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい
源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防
止｣に基づき必要な措置を講じる。
落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備
ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備
(ｃ)　可搬型一括供給用建屋内ホー
ス

(d) 可搬型個別供給用建屋外ホース (e) 可搬型個別供給用建屋内ホース (e) 可搬型個別供給用建屋内ホース (e) 可搬型個別供給用建屋内ホース (e) 可搬型個別供給用建屋内ホース (e) 可搬型個別供給用建屋内ホース

- - 建屋内ホース 建屋内ホース 建屋内ホース 建屋内ホース 減圧弁

種　　類　　　呼び径50ｍｍ，10ｍ／
本

種　　類　　　呼び径20ｍｍ，20ｍ／
本

種　　類　　　呼び径20ｍｍ，20ｍ／
本

種　　類　　　呼び径20ｍｍ，５ｍ／本 種　　類　　　呼び径９ｍｍ，20ｍ／本 種　　類　　　呼び径９ｍｍ，５ｍ／本 種　　類　　　呼び径20Ａ，圧力計付き

数　　量　　　36本（うち18本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　27本（うち18本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　21本（うち14本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　６本（うち４本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　24本（うち16本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　６本（うち４本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　３基（うち２基は故障時
バックアップ）

－ － － － － － －

１（１）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット

－ － － － － － －

平常時と同等 屋外環境に対応 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

屋内のため該当しない 屋外環境に対応 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない

屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要

「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照

重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

カプラ方式 － － － － － －

接続口を２箇所確保 － － － － － －

平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管

２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保

保管時は固縛をして保管
保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管用コンテナに保管 建屋内及び外部保管エリア1に保管 建屋内及び外部保管エリア1に保管 建屋内及び外部保管エリア1に保管 建屋内及び外部保管エリア1に保管 建屋内及び外部保管エリア1に保管 建屋内及び外部保管エリア1に保管

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい
源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防
止｣に基づき必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災
※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい
源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防
止｣に基づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災
※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい
源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防
止｣に基づき必要な措置を講じる。
落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備
ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備
(e) 可搬型個別供給用建屋内ホース (e) 可搬型個別供給用建屋内ホース (e) 可搬型個別供給用建屋内ホース (e) 可搬型個別供給用建屋内ホース (e) 可搬型個別供給用建屋内ホース (e) 可搬型個別供給用建屋内ホース (e) 可搬型個別供給用建屋内ホース

減圧弁 接続金具 接続金具 接続金具 接続金具 流量調節弁 流量調節弁

種　　類　　　呼び径10Ａ，圧力計付き 種　　類　　　二口分岐，呼び径20Ａ
×10Ａ

種　　類　　　二口分岐，呼び径10Ａ
×10Ａ

種　　類　　　分配治具，呼び径10Ａ
×８Ａ、10Ａ

種　　類　　　分配治具，呼び径10Ａ
×10Ａ

種　　類　　　呼び径８Ａ 種　　類　　　呼び径10Ａ

数　　量　　　６基（うち４基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　３基（うち２基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　３基（うち２基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　３基（うち２基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　３基（うち２基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　６基（うち４基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　15基（うち10基は故障時
バックアップ）

－ － － － － － －

３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット

－ － － － － － －

平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない

屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 弁の手動操作 弁の手動操作

「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照

重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

－ － － － － カプラ方式 カプラ方式

－ － ー － － 接続口を２箇所確保 接続口を２箇所確保

平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管

２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

建屋内及び外部保管エリア1に保管 建屋内及び外部保管エリア1に保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい
源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防
止｣に基づき必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災
※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい
源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防
止｣に基づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災
※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい
源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防
止｣に基づき必要な措置を講じる。
落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備
ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備
(ａ)　清澄・計量設備（拡大防止用圧
縮空気供給系）

(ｂ)　計測制御設備 (ａ)　可搬型空気圧縮機（水素爆発未
然防止設備）

(ｂ)　可搬型個別供給用建屋外ホー
ス（水素爆発未然防止設備）

(ｃ)　可搬型個別供給用建屋内ホー
ス

(ｃ)　可搬型個別供給用建屋内ホー
ス

(ｃ)　可搬型個別供給用建屋内ホー
ス

－ － － － 建屋内ホース（水素爆発未然防止設
備）

建屋内ホース（水素爆発未然防止設
備）

建屋内ホース（一部は，水素爆発未
然防止設備）

－ － － 種　　類　　　呼び径20ｍｍ，20ｍ／
本

種　　類　　　呼び径20ｍｍ，20ｍ／
本

種　　類　　　呼び径20ｍｍ，５ｍ／本 種　　類　　　呼び径９ｍｍ，20ｍ／本

数　　量　　　７系列 数　　量　　　７系列 台　　数　　　４台（うち２台は故障時
バックアップ，１台は待機除外時バッ
クアップ）

数　　量　　　27本（うち18本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　６本（うち４本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　３本（うち２本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　39本（うち26本は故障時
バックアップ）

－ － 容　　量　　　約450ｍ３／ｈ／台 － － － －

７系列 ７系列
２セット＋１台
（１セット＋１台）

３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット

－ － 約450ｍ３／ｈ／台 － － － －

重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 屋外環境に対応 屋外環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応

屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋外環境に対応 屋外環境に対応 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 屋外のため該当しない 屋外のため該当しない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない

屋内 屋内 屋外 屋外 屋内 屋内 屋内

弁の手動操作 弁の手動操作 起動及び停止操作 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要

「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照

通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない

通常時の系統構成から重大事故等
対処施設としての系統構成に切り替
えられる設計としており、悪影響を及

通常時の系統構成から重大事故等
対処施設としての系統構成に切り替
えられる設計としており、悪影響を及

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

該当なし 該当なし
保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 平常時と同等 平常時と同等 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない

－ － － － －

－ － － － －

屋外 屋外 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管

２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保

保管時は固縛をして保管
保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

建物近傍、保管庫及び簡易倉庫に 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管

建屋内へ移動 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい
源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防
止｣に基づき必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災
※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい
源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防
止｣に基づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災
※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい
源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防
止｣に基づき必要な措置を講じる。
落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(２)　水素爆発拡大防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備
ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備
(ｃ)　可搬型個別供給用建屋内ホー
ス

(ｃ)　可搬型個別供給用建屋内ホー
ス

(ｃ)　可搬型個別供給用建屋内ホー
ス

(ｃ)　可搬型個別供給用建屋内ホー
ス

(ｃ)　可搬型個別供給用建屋内ホー
ス

(ｃ)　可搬型個別供給用建屋内ホー
ス

(ｃ)　可搬型個別供給用建屋内ホー
ス

建屋内ホース（一部は，水素爆発未
然防止設備）

減圧弁（水素爆発未然防止設備） 減圧弁（水素爆発未然防止設備） 接続金具（水素爆発未然防止設備） 接続金具（一部は，水素爆発未然防
止設備）

接続金具（水素爆発未然防止設備） 接続金具（水素爆発未然防止設備）

種　　類　　　呼び径９ｍｍ，５ｍ／本 種　　類　　　呼び径20Ａ，圧力計付
き

種　　類　　　呼び径10Ａ，圧力計付
き

種　　類　　　二口分岐，呼び径20Ａ
×10Ａ

種　　類　　　二口分岐，呼び径10Ａ
×10Ａ

種　　類　　　分配治具，呼び径10Ａ
×８Ａ、10Ａ

種　　類　　　分配治具，呼び径10Ａ
×10Ａ

数　　量　　　９本（うち６本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　３基（うち２基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　９基（うち６基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　３基（うち２基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　６基（うち４基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　３基（うち２基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　３基（うち２基は故障時
バックアップ）

－ － － － － － －

３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット

－ － － － － － －

重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応

屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない

屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要

「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照

重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

－ － － － － － －

－ － － － － － －

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管

２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい
源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防
止｣に基づき必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災
※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい
源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防
止｣に基づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災
※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい
源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防
止｣に基づき必要な措置を講じる。
落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備 (３) 換気系統遮断・セル内導出設備 (３) 換気系統遮断・セル内導出設備 (３) 換気系統遮断・セル内導出設備 (３) 換気系統遮断・セル内導出設備
ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備
(ｃ)　可搬型個別供給用建屋内ホー
ス

(ｃ)　可搬型個別供給用建屋内ホー
ス

(ｃ)　可搬型個別供給用建屋内ホー
ス

(ａ)　前処理建屋塔槽類廃ガス処理
設備からセルに導出するユニット（冷
却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備の前処理建屋の
蒸発乾固に対処するための設備の
換気系統遮断・セル内導出設備）

(ｂ)　前処理建屋塔槽類廃ガス処理
設備

(ｂ)　前処理建屋塔槽類廃ガス処理
設備

(ｂ)　前処理建屋塔槽類廃ガス処理
設備

接続金具 流量調節弁（一部は，水素爆発未然
防止設備）

流量調節弁（一部は，水素爆発未然
防止設備）

－ － 隔離弁 廃ガス洗浄塔シール ポット

種　　類　　　分配治具，呼び径10Ａ
×８Ａ

種　　類　　　呼び径８Ａ 種　　類　　　呼び径10Ａ － － － －

数　　量　　　３基（うち２基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　12基（うち８基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　30基（うち20基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　１系列 数　　量　　　１系列 数　　量　　　２基 数　　量　　　１基

－ － － － － － －

３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット １系列 １系列 ２基 １基

－ － － － － － －

重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応

屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない

屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

操作不要 弁の手動操作 弁の手動操作 操作不要 弁の手動操作 弁の手動操作 操作不要

「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照

重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 切替操作がないため該当しない 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 切替操作がないため該当しない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時の系統構成から重大事故等
対処施設としての系統構成に切り替
えられる設計としており、悪影響を及

通常時の系統構成から重大事故等
対処施設としての系統構成に切り替
えられる設計としており、悪影響を及

通常時の系統構成から重大事故等
対処施設としての系統構成に切り替
えられる設計としており、悪影響を及

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

－ カプラ方式 カプラ方式

－ 接続口を２箇所確保 接続口を２箇所確保

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管

２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい
源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防
止｣に基づき必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災
※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい
源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防
止｣に基づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災
※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい
源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防
止｣に基づき必要な措置を講じる。
落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(３) 換気系統遮断・セル内導出設備 (３) 換気系統遮断・セル内導出設備 (３) 換気系統遮断・セル内導出設備 (３) 換気系統遮断・セル内導出設備 (３) 換気系統遮断・セル内導出設備 (３) 換気系統遮断・セル内導出設備 (４) 放出影響緩和設備
ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備
 (ｃ)　前処理建屋換気設備 (ｄ)　溶解設備 (ｅ)　せん断処理設備 (ｆ)　せん断処理・溶解廃ガス処理設

備
(ｆ)　せん断処理・溶解廃ガス処理設
備

(ａ)　可搬型ダクト（冷却機能の喪失
による蒸発乾固に対処するための設
備の前処理建屋の蒸発乾固に対処
するための設備の換気系統遮断・セ
ル内導出設備）

(ａ)　主排気筒へ排出するユニット（冷
却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備の前処理建屋の
蒸発乾固に対処するための設備の
放出影響緩和設備）

前処理建屋排気系 － せん断機 － 隔離弁 － －

－ － － － － 種　　類　　　内径250ｍｍ，４ｍ／本 －

数　　量　　　１系列 数　　量　　　２系列 数　　量　　　２基 数　　量　　　３系列 数　　量　　　３基 数　　量　　　４本（うち２本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　１系列

－ － － － － － －

１系列 ２系列 ２基 ３系列 ３基 ２（１）セット １系列

－ － － － － － －

重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応

屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない

屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

ダンパの手動操作 操作不要 操作不要 弁の手動操作 弁の手動操作 操作不要 操作不要

「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照

通常と同じダンパ操作 切替操作がないため該当しない 切替操作がないため該当しない 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 重大事故対処専用であり該当しない 切替操作がないため該当しない

通常時の系統構成から重大事故等
対処施設としての系統構成に切り替
えられる設計としており、悪影響を及

通常時の系統構成を変えることなく
重大事故等対処施設としての系統構
成ができる設計としており、悪影響を

通常時の系統構成を変えることなく
重大事故等対処施設としての系統構
成ができる設計としており、悪影響を

通常時の系統構成から重大事故等
対処施設としての系統構成に切り替
えられる設計としており、悪影響を及

通常時の系統構成から重大事故等
対処施設としての系統構成に切り替
えられる設計としており、悪影響を及

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

該当なし

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

フランジ方式

対象外

10mSv以下で作業管理

可搬型重大事故等対処設備のバッ
クアップを常設重大事故等対処設備
から離れた外部保管エリアに保管す
外部保管エリアに１セットを保管

２ルート確保

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

建屋内及び保管用コンテナに保管

影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい
源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防
止｣に基づき必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災
※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい
源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防
止｣に基づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災
※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい
源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防
止｣に基づき必要な措置を講じる。
落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(４) 放出影響緩和設備 (４) 放出影響緩和設備 (４) 放出影響緩和設備 (４) 放出影響緩和設備 (４) 放出影響緩和設備
ａ．常設重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備
(ｂ)　前処理建屋換気設備 (ａ)　可搬型フィルタ（冷却機能の喪

失による蒸発乾固に対処するための
設備の前処理建屋の蒸発乾固に対
処するための設備の放出影響緩和
設備）

(ｂ)　可搬型ダクト (ｂ)　可搬型ダクト (ｃ)　可搬型排風機（冷却機能の喪失
による蒸発乾固に対処するための設
備の前処理建屋の蒸発乾固に対処
するための設備の放出影響緩和設
備）

前処理建屋排気系 － 可搬型ダクト（冷却機能の喪失によ
る蒸発乾固に対処するための設備
の前処理建屋の蒸発乾固に対処す
るための設備の放出影響緩和設備）

排気用ホース －

－ 種　　類　　　高性能粒子フィルタ
粒子除去効率　99.9％以上（0.3μｍ
ＤＯＰ粒子）

種　　類　　　内径250ｍｍ，２ｍ／本 種　　類　　　呼び径25Ａ，２ｍ／本 種　　類　　　遠心式
主要材料　　　ステンレス鋼

数　　量　　　１系列 基　　数　　　６基（うち４基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　６本（うち３本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　２本（うち１本は故障時
バックアップ）

台　　数　　　４台（うち２台は故障時
バックアップ，１台は待機除外時バッ
クアップ）

－ 容　　量　　　約2,500ｍ３／ｈ／基 － － 容　　量　　　約2,400ｍ３／ｈ／台

１系列 ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット
２セット＋１台
（１セット＋１台）

－ 約2,500ｍ３／ｈ／基 － － 約2,400ｍ３／ｈ／台

重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応

屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けないに設置 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けないように設置

屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

弁、ダンパの手動操作 操作不要 操作不要 操作不要 起動及び停止操作

「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照

通常と同じダンパ操作 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない

通常時の系統構成から重大事故等
対処施設としての系統構成に切り替
えられる設計としており、悪影響を及

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

該当なし
保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

影響を受けない

影響を受けない

フランジ方式 フランジ方式 カプラ方式 フランジ方式

対象外 対象外 対象外 対象外

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管

２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内、簡易倉庫に保管

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備
ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備
(ａ)　圧縮空気貯槽 (ｂ)　予備圧縮空気ユニット (ｃ)　手動圧縮空気ユニット (ｄ)　圧縮空気供給系 (ｅ)　圧縮空気設備 (ｆ)　分離設備 (ｇ)　分配設備 (ｈ)　分離建屋一時貯留処理設備

－ 圧縮空気ボンベ　ラック 圧縮空気ボンベ　ラック － 水素掃気用安全圧縮空気系 － － －

－ － － － － － － －

数　　量　　　３基 数　　量　　　１式 数　　量　　　１式 数　　量　　　２系列 数　　量　　　１系列 数　　量　　　10系列 数　　量　　　5系列 数　　量　　　10系列

容　　量　　　5.5ｍ３／基
圧　　力　　　0.69ＭＰａ以上

－ － － － － － －

３基 １式 １式 ２系列 １系列 10系列 ８系列 10系列

5.5ｍ３／基 － － － － － － －

温度、圧力、湿度、放射線 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応

自然現象等 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2

※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震性
により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基づ
き必要な措置を講じる。

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない

操作環境 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

操作内容 操作不要 操作不要 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作

第４号 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照

第５号 切替操作がないため該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作

系統設計

通常時の系統構成を変えることなく重
大事故等対処施設としての系統構成
ができる設計としており、悪影響を及
ぼさない

重大事故対処の系統を隔離し、通常
時の系統構成とするため悪影響を及
ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常の系統構成から重大事故等対処
施設としての系統構成に切り替えられ
る設計としており、悪影響を及ぼさな
い

通常の系統構成から重大事故等対処
施設としての系統構成に切り替えられ
る設計としており、悪影響を及ぼさな
い

通常の系統構成から重大事故等対処
施設としての系統構成に切り替えられ
る設計としており、悪影響を及ぼさな
い

通常の系統構成から重大事故等対処
施設としての系統構成に切り替えられ
る設計としており、悪影響を及ぼさな
い

その他（飛散物） 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

第７号 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震性
により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基づ
き必要な措置を講じる。

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

落雷 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

降下火砕物による降灰濃度 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震性
により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基づ
き必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2

※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震性
により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基づ
き必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震性
により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基づ
き必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震性
により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基づ
き必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備
ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備
(ｉ)　溶媒回収設備 (ｊ)　高レベル廃液処理設備 (ｋ)　計測制御設備 (ａ)　可搬型空気圧縮機（一部は，前

処理建屋の水素爆発に対処するため
の設備の水素爆発未然防止設備）

(ｂ)　可搬型建屋外ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース

溶媒再生系 高レベル廃液濃縮設備 － － － 建屋内ホース 建屋内ホース 接続金具

分離・分配系 高レベル廃液濃縮系 － － 種　　類　　　呼び径19ｍｍ，20ｍ／本 種　　類　　　呼び径19ｍｍ，10ｍ／本 種　　類　　　呼び径19ｍｍ，５ｍ／本 種　　類　　　二口分岐，呼び径20Ａ×
20Ａ

数　　量　　　１系列 数　　量　　　２系列 数　　量　　　18系列 台　　数　　　４台（うち２台は故障時
バックアップ，１台は待機除外時バッ

数　　量　　　45本（うち30本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　72本（うち48本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　42本（うち28本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　６基（うち４基は故障時
バックアップ）

－ － － 容　　量　　　約450ｍ３／ｈ／台
（うち３台は，前処理建屋の水素爆発
に対処するための設備の水素爆発未
然防止設備）

－ － － －

1系列 2系列 18系列
２セット＋１台
（１セット＋１台）

３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット

－ － － 約450ｍ３／ｈ／台 － － － －

重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 屋外環境に対応 屋外環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応

屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋外環境に対応 屋外環境に対応 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 屋外のため該当しない 屋外のため該当しない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない

屋内 屋内 屋内 屋外 屋外 屋内 屋内 屋内

弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 起動及び停止操作 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要

「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照

通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない

通常の系統構成から重大事故等対処
施設としての系統構成に切り替えられ
る設計としており、悪影響を及ぼさな
い

通常の系統構成から重大事故等対処
施設としての系統構成に切り替えられ
る設計としており、悪影響を及ぼさな
い

通常の系統構成から重大事故等対処
施設としての系統構成に切り替えられ
る設計としており、悪影響を及ぼさな
い

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

カプラ方式

可搬型重大事故等対処設備と接続す
る接続口を２箇所確保

平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

・外部保管エリアに1セットを保管 ・外部保管エリアに1セットを保管 ・外部保管エリアに1セットを保管 ・外部保管エリアに1セットを保管 ・外部保管エリアに1セットを保管

２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保

保管時は固縛をして保管
保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

建物近傍、保管庫及び簡易倉庫に保
管

建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管

建屋内へ移動 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2

※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震性
により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基づ
き必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震性
により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基づ
き必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震性
により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基づ
き必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備
ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備
(ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ａ)　圧縮空気供給系 (ｂ)　分離設備（拡大防止用圧縮空気

供給系）
(ｃ)　分配設備（拡大防止用圧縮空気
供給系）

(ｄ)　分離建屋一時貯留処理設備（拡
大防止用圧縮空気供給系）

(ｅ)　高レベル廃液処理設備

接続金具 接続金具 流量調節弁 － － － － 高レベル廃液濃縮設備

種　　類　　　四口分岐，呼び径20Ａ×
20Ａ

種　　類　　　六口分岐，呼び径20Ａ×
20Ａ

種　　類　　　呼び径20Ａ － － － － 高レベル廃液濃縮系（拡大防止用圧
縮空気供給系）

数　　量　　　６基（うち４基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　３基（うち２基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　42基（うち28基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　２系列 数　　量　　　６系列 数　　量　　　２系列 数　　量　　　４系列 数　　量　　　１系列

－ － － － － － － －

３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ２系列 ６系列 2系列 4系列 1系列

－ － － － － － － －

重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応

屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない

屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

操作不要 操作不要 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作

「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照

重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常の系統構成から重大事故等対処
施設としての系統構成に切り替えられ
る設計としており、悪影響を及ぼさな
い

通常の系統構成から重大事故等対処
施設としての系統構成に切り替えられ
る設計としており、悪影響を及ぼさな
い

通常の系統構成から重大事故等対処
施設としての系統構成に切り替えられ
る設計としており、悪影響を及ぼさな
い

通常の系統構成から重大事故等対処
施設としての系統構成に切り替えられ
る設計としており、悪影響を及ぼさな
い

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

・外部保管エリアに1セットを保管 ・外部保管エリアに1セットを保管 ・外部保管エリアに1セットを保管

２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2

※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震性
により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基づ
き必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震性
により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基づ
き必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震性
により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基づ
き必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備
ａ．常設重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備
(ｆ)　計測制御設備 (ａ)　可搬型空気圧縮機（水素爆発未

然防止設備）
(ｂ)　可搬型建屋外ホース（水素爆発
未然防止設備）

(c) 可搬型建屋内ホース（水素爆発
未然防止設備）

(c) 可搬型建屋内ホース（水素爆発
未然防止設備）

(c) 可搬型建屋内ホース（水素爆発
未然防止設備）

(c) 可搬型建屋内ホース（水素爆発
未然防止設備）

(c) 可搬型建屋内ホース（水素爆発
未然防止設備）

－ － － 建屋内ホース 建屋内ホース 接続金具 接続金具 接続金具

－ － 種　　類　　　呼び径19ｍｍ，20ｍ／本 種　　類　　　呼び径19ｍｍ，10ｍ／本 種　　類　　　呼び径19ｍｍ，５ｍ／本 種　　類　　　二口分岐，呼び径20Ａ×
20Ａ

種　　類　　　四口分岐，呼び径20Ａ×
20Ａ

種　　類　　　六口分岐，呼び径20Ａ×
20Ａ

数　　量　　　15系列 台　　数　　　４台（うち２台は故障時
バックアップ，１台は待機除外時バッ

数　　量　　　45本（うち30本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　54本（うち36本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　42本（うち28本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　６基（うち４基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　３基（うち２基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　３基（うち２基は故障時
バックアップ）

－ 容　　量　　　約450ｍ３／ｈ／台 － － － － － －

15系列
２セット＋１台
（１セット＋１台）

３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット

－ 約450ｍ３／ｈ／台 － － － － － －

重大事故環境に対応 屋外環境に対応 屋外環境に対応 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

屋内のため該当しない 屋外環境に対応 屋外環境に対応 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

溢水の影響を受けない 屋外のため該当しない 屋外のため該当しない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない

屋内 屋外 屋外 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

弁の手動操作 起動及び停止操作 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要

「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照

重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない

通常の系統構成から重大事故等対処
施設としての系統構成に切り替えられ
る設計としており、悪影響を及ぼさな
い

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

10mSv以下で作業管理 平常時と同等 平常時と同等 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

影響を受けない

影響を受けない

カプラ方式

可搬型重大事故等対処設備と接続す
る接続口を２箇所確保

平常時と同等 平常時と同等 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

・外部保管エリアに1セットを保管 ・外部保管エリアに1セットを保管 ・外部保管エリアに1セットを保管 ・外部保管エリアに1セットを保管 ・外部保管エリアに1セットを保管 ・外部保管エリアに1セットを保管 ・外部保管エリアに1セットを保管

２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保

保管時は固縛をして保管
保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

建物近傍、保管庫及び簡易倉庫に保
管

建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管

建屋内へ移動 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2

※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震性
により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基づ
き必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震性
により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基づ
き必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震性
により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基づ
き必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(２) 水素爆発拡大防止設備 (３) 換気系統遮断・セル内導出設備 (３) 換気系統遮断・セル内導出設備 (３) 換気系統遮断・セル内導出設備 (３) 換気系統遮断・セル内導出設備 (３) 換気系統遮断・セル内導出設備 (３) 換気系統遮断・セル内導出設備 (４) 放出影響緩和設備
ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備
(c) 可搬型建屋内ホース（水素爆発
未然防止設備）

(ａ)　分離建屋塔槽類廃ガス処理設備
からセルに導出するユニット（臨界事
故の拡大を防止するための設備の分
離建屋の臨界事故の拡大を防止する
ための設備の換気系統遮断・セル内
導出設備及び冷却機能の喪失による
蒸発乾固に対処するための設備の分
離建屋の蒸発乾固に対処するための
設備の換気系統遮断・セル内導出設

(ｂ)　高レベル廃液処理設備 (ｃ)　分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 (ｃ)　分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 (ｃ)　分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 (ｄ)　分離建屋換気設備 (ａ)　分離建屋換気設備

流量調節弁 － 高レベル廃液濃縮設備 塔槽類廃ガス処理系 隔離弁 廃ガス リリーフ ポット 分離建屋排気系 分離建屋排気系

種　　類　　　呼び径20Ａ － 高レベル廃液濃縮系 － － － － －

数　　量　　　42基（うち28基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　１系列 数　　量　　　１系列 数　　量　　　１系列 数　　量　　　４基 数　　量　　　１基 数　　量　　　１系列 数　　量　　　１系列

－ － － － － － － －

３（２）セット １系列 １系列 １系列 ４基 ４基 １系列 １系列

－ － － － － － － －

平常時と同等 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応

屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない

屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

弁の手動操作 弁の手動操作 操作不要 操作不要 弁の手動操作 操作不要 操作不要 ダンパの手動操作

「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照

重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 切替操作がないため該当しない 切替操作がないため該当しない 通常と同じ弁操作 切替操作がないため該当しない 切替操作がないため該当しない 通常と同じダンパ操作

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

重大事故対処の系統を隔離し、通常
時の系統構成とするため悪影響を及
ぼさない

通常時の系統構成を変えることなく重
大事故等対処施設としての系統構成
ができる設計としており、悪影響を及
ぼさない

通常の系統構成から重大事故等対処
施設としての系統構成に切り替えられ
る設計としており、悪影響を及ぼさな
い

通常の系統構成から重大事故等対処
施設としての系統構成に切り替えられ
る設計としており、悪影響を及ぼさな
い

通常時の系統構成を変えることなく重
大事故等対処施設としての系統構成
ができる設計としており、悪影響を及
ぼさない

通常時の系統構成を変えることなく重
大事故等対処施設としての系統構成
ができる設計としており、悪影響を及
ぼさない

通常の系統構成から重大事故等対処
施設としての系統構成に切り替えられ
る設計としており、悪影響を及ぼさな
い

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

10mSv以下で作業管理

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

・外部保管エリアに1セットを保管

２ルート確保

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

建屋内及び保管用コンテナに保管

影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2

※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震性
により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基づ
き必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震性
により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基づ
き必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震性
により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基づ
き必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(４) 放出影響緩和設備 (４) 放出影響緩和設備 (４) 放出影響緩和設備 (４) 放出影響緩和設備 (４) 放出影響緩和設備 (４) 放出影響緩和設備 (４) 放出影響緩和設備 (４) 放出影響緩和設備
ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備
(ａ)　可搬型フィルタ（冷却機能の喪失
による蒸発乾固に対処するための設
備のウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋の蒸発乾固に対処するための設備
の放出影響緩和設備）

(b) 可搬型ダクト（冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固に対処するための設備
の分離建屋の蒸発乾固に対処するた
めの設備の放出影響緩和設備）

(b) 可搬型ダクト（冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固に対処するための設備
の分離建屋の蒸発乾固に対処するた
めの設備の放出影響緩和設備）

(b) 可搬型ダクト（冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固に対処するための設備
の分離建屋の蒸発乾固に対処するた
めの設備の放出影響緩和設備）

(b) 可搬型ダクト（冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固に対処するための設備
の分離建屋の蒸発乾固に対処するた
めの設備の放出影響緩和設備）

(b) 可搬型ダクト（冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固に対処するための設備
の分離建屋の蒸発乾固に対処するた
めの設備の放出影響緩和設備）

(b) 可搬型ダクト（冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固に対処するための設備
の分離建屋の蒸発乾固に対処するた
めの設備の放出影響緩和設備）

(b) 可搬型ダクト（冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固に対処するための設備
の分離建屋の蒸発乾固に対処するた
めの設備の放出影響緩和設備）

－ 可搬型ダクト 可搬型ダクト 可搬型ダクト 可搬型ダクト 可搬型ダクト 可搬型ダクト 可搬型ダクト

種　　類　　　高性能粒子フィルタ
粒子除去効率　99.9％以上（0.3μｍＤ
ＯＰ粒子）

種　　類　　　内径500ｍｍ，0.2ｍ／本 種　　類　　　内径500ｍｍ，0.4ｍ／本 種　　類　　　内径500ｍｍ，0.5ｍ／本 種　　類　　　内径500ｍｍ，0.6ｍ／本 種　　類　　　内径500ｍｍ×160ｍｍ，
0.8ｍ／本

種　　類　　　内径500ｍｍ，１ｍ／本 種　　類　　　内径500ｍｍ，1.2ｍ／本

基　　数　　　６基（うち４基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　２本（うち１本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　８本（うち４本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　２本（うち１本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　２本（うち１本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　２本（うち１本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　４本（うち２本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　２本（うち１本は故障時
バックアップ）

容　　量　　　約2,500ｍ３／ｈ／基 － － － － － － －

３（２）セット ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット

－ － － － － － － －

重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応

屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

溢水の影響を受けないよう設置 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない

屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要

「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照

重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

・外部保管エリアに1セットを保管 ・外部保管エリアに1セットを保管 ・外部保管エリアに1セットを保管 ・外部保管エリアに1セットを保管 ・外部保管エリアに1セットを保管 ・外部保管エリアに1セットを保管 ・外部保管エリアに1セットを保管 ・外部保管エリアに1セットを保管

２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2

※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震性
により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基づ
き必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震性
により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基づ
き必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震性
により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基づ
き必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(４) 放出影響緩和設備 (４) 放出影響緩和設備 (４) 放出影響緩和設備 (４) 放出影響緩和設備 (４) 放出影響緩和設備 (４) 放出影響緩和設備 (４) 放出影響緩和設備 (４) 放出影響緩和設備
ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備
(b) 可搬型ダクト（冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固に対処するための設備
の分離建屋の蒸発乾固に対処するた
めの設備の放出影響緩和設備）

(b) 可搬型ダクト（冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固に対処するための設備
の分離建屋の蒸発乾固に対処するた
めの設備の放出影響緩和設備）

(b) 可搬型ダクト（冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固に対処するための設備
の分離建屋の蒸発乾固に対処するた
めの設備の放出影響緩和設備）

(b) 可搬型ダクト（冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固に対処するための設備
の分離建屋の蒸発乾固に対処するた
めの設備の放出影響緩和設備）

(b) 可搬型ダクト（冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固に対処するための設備
の分離建屋の蒸発乾固に対処するた
めの設備の放出影響緩和設備）

(b) 可搬型ダクト（冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固に対処するための設備
の分離建屋の蒸発乾固に対処するた
めの設備の放出影響緩和設備）

(b) 可搬型ダクト（冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固に対処するための設備
の分離建屋の蒸発乾固に対処するた
めの設備の放出影響緩和設備）

(c) 可搬型排風機（冷却機能の喪失
による蒸発乾固に対処するための設
備の分離建屋の蒸発乾固に対処する
ための設備の放出影響緩和設備）

可搬型ダクト 可搬型ダクト 可搬型ダクト 可搬型ダクト 可搬型ダクト 可搬型ダクト 可搬型ダンパ －

種　　類　　　内径500ｍｍ，２ｍ／本 種　　類　　　内径500ｍｍ，2.5ｍ／本 種　　類　　　内径500ｍｍ，３ｍ／本 種　　類　　　エルボ，内径500ｍｍ 種　　類　　　二口分岐，内径500ｍｍ
×180ｍｍ

種　　類　　　二口分岐，内径500ｍｍ
×500ｍｍ

－ 種　　類　　　遠心式
主要材料　　　ステンレス鋼

数　　量　　　４本（うち２本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　２本（うち１本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　２本（うち１本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　14本（うち７本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　２本（うち１本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　２本（うち１本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　８基（うち４基は故障時
バックアップ）

台　　数　　　３台（うち２台は故障時
バックアップ）

－ － － － － － － 容　　量　　　約2,400ｍ３／ｈ／台

２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット ２セット+1台

－ － － － － － － －

重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応

屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けないよう設置

屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 ダンパの手動操作 起動及び停止操作

「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照

重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 通常と同じダンパ操作 重大事故対処専用であり該当しない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

フランジ方式

再処理施設の外から水等を供給する
ものではないため、対象外

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

・外部保管エリアに1セットを保管 ・外部保管エリアに1セットを保管 ・外部保管エリアに1セットを保管 ・外部保管エリアに1セットを保管 ・外部保管エリアに1セットを保管 ・外部保管エリアに1セットを保管 ・外部保管エリアに1セットを保管 ・外部保管エリアに1セットを保管

２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内、簡易倉庫に保管

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備
ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備
(ａ)　圧縮空気貯槽 (ｂ)　圧縮空気貯槽 (ｃ)　予備圧縮空気ユニット (ｄ)　手動圧縮空気ユニット (ｅ)　圧縮空気供給系 (ｆ)　圧縮空気設備

－ － 圧縮空気ボンベ　ラック 圧縮空気ボンベ　ラック － 水素掃気用安全圧縮空気系

－ － － － － －

数　　量　　　２基 数　　量　　　３基 数　　量　　　１式 数　　量　　　１式 数　　量　　　２系列 数　　量　　　１系列

容　　量　　　2.5ｍ３／基
圧　　力　　　0.69ＭＰａ以上

容　　量　　　５ｍ３／基
圧　　力　 　0.69ＭＰａ以上

－ － － －

２基 ３基 １式 １式 ２系列 １系列

2.5ｍ３／基 ５ｍ３／基 － － － －

温度、圧力、湿度、放射線 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

自然現象等 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2

※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない

操作環境 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

操作内容 操作不要 操作不要 操作不要 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作

第４号 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。

第５号 切替操作がないため該当しない 切替操作がないため該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 通常と同じ弁操作

系統設計
通常時の系統構成を変えることなく重大事
故等対処施設としての系統構成ができる設
計としており、悪影響を及ぼさない

通常時の系統構成を変えることなく重大事
故等対処施設としての系統構成ができる設
計としており、悪影響を及ぼさない

重大事故等対処の系統を隔離し、通常時の
系統構成とするため悪影響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

通常時の系統構成を変えることなく重大事
故等対処施設としての系統構成ができる設
計としており、悪影響を及ぼさない

その他（飛散物）
地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

第７号 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

・地震起因重大事故機能維持設計としてお
り、重大事故等の起因となる安全機能と同
時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計としてお
り、重大事故等の起因となる安全機能と同
時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計としてお
り、重大事故等の起因となる安全機能と同
時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計としてお
り、重大事故等の起因となる安全機能と同
時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計としてお
り、重大事故等の起因となる安全機能と同
時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計としてお
り、重大事故等の起因となる安全機能と同
時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

落雷 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

降下火砕物による降灰濃度 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2

※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備
ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備
(ｆ)　圧縮空気設備 (ｇ)　プルトニウム精製設備 (ｈ)　精製建屋一時貯留処理設備 (ｉ)　プルトニウム精製設備（発生防止用圧

縮空気供給系）
(ｉ)　精製建屋一時貯留処理設備（発生防止
用圧縮空気供給系）（臨界事故の拡大を防
止するための設備の精製建屋の臨界事故
の拡大を防止するための設備の未臨界確
保設備）

(ａ)　可搬型空気圧縮機

かくはん用安全圧縮空気系 － － － － －

－ － － － － －

数　　量　　　１系列 数　　量　　　29系列 数　　量　　　９系列 数　　量　　　１系列 数　　量　　　１系列 台　　数　　　４台（うち２台は故障時バック
アップ，１台は待機除外時バックアップ）

－ － － － － 容　　量　 　約220ｍ３／ｈ／台

１系列 29系列 ９系列 １系列 １系列
２セット＋１台
（１セット＋１台）

－ － － － － 約450ｍ３／ｈ／台

平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 屋外環境に対応

屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋外環境に対応

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 屋外のため該当しない

屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋外

弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 起動及び停止操作

「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。

通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 重大事故対処専用であり該当しない

通常時の系統構成を変えることなく重大事
故等対処施設としての系統構成ができる設
計としており、悪影響を及ぼさない

通常時の系統構成を変えることなく重大事
故等対処施設としての系統構成ができる設
計としており、悪影響を及ぼさない

通常時の系統構成を変えることなく重大事
故等対処施設としての系統構成ができる設
計としており、悪影響を及ぼさない

通常時の系統構成を変えることなく重大事
故等対処施設としての系統構成ができる設
計としており、悪影響を及ぼさない

通常時の系統構成を変えることなく重大事
故等対処施設としての系統構成ができる設
計としており、悪影響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさない

平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

・地震起因重大事故機能維持設計としてお
り、重大事故等の起因となる安全機能と同
時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計としてお
り、重大事故等の起因となる安全機能と同
時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計としてお
り、重大事故等の起因となる安全機能と同
時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計としてお
り、重大事故等の起因となる安全機能と同
時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計としてお
り、重大事故等の起因となる安全機能と同
時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

対象外

対象外

平常時と同等

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。
外部保管エリアに１セットを保管

２ルート確保

保管時は固縛をして保管

建物近傍、保管庫及び簡易倉庫に保管

建屋内へ移動
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2

※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備
ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備
(ｂ)　可搬型建屋外ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース

－ 建屋内ホース 建屋内ホース 接続金具 接続金具 接続金具

種　　類　　　呼び径19ｍｍ，20ｍ／本 種　　類　　　呼び径19ｍｍ，10ｍ／本 種　　類　　　呼び径19ｍｍ，５ｍ／本 種　　類　　　二口分岐，呼び径20Ａ×20Ａ 種　　類　　　四口分岐，呼び径20Ａ×20Ａ 種　　類　　　異径継手，呼び径20Ａ×25Ａ

数　　量　　　30本（うち20本は故障時バック
アップ）

数　　量　　　12本（うち８本は故障時バック
アップ）

数　　量　　　57本（うち38本は故障時バック
アップ）

数　　量　　　３基（うち２基は故障時バック
アップ）

数　　量　　　12基（うち８基は故障時バック
アップ）

数　　量　　　３基（うち２基は故障時バック
アップ）

－ － － － － －

３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット

－ － － － － －

屋外環境に対応 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

屋外環境に対応 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

屋外のため該当しない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない

屋外 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要

「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。

重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさない 保管時は固縛により悪影響を及ぼさない 保管時は固縛により悪影響を及ぼさない 保管時は固縛により悪影響を及ぼさない 保管時は固縛により悪影響を及ぼさない 保管時は固縛により悪影響を及ぼさない

平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

対象外 対象外 対象外 カプラ方式 カプラ方式 カプラ方式

対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。

外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管

２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保

保管時は固縛、溢水に対する防護をして保
管

保管時は固縛、溢水に対する防護をして保
管

保管時は固縛、溢水に対する防護をして保
管

保管時は固縛、溢水に対する防護をして保
管

保管時は固縛、溢水に対する防護をして保
管

保管時は固縛、溢水に対する防護をして保
管

建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2

※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備
ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備
(ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ａ)　圧縮空気供給系 (ｆ)　計測制御設備 (ａ)　可搬型空気圧縮機（水素爆発未然防止

設備）
(ｂ)　可搬型建屋外ホース（水素爆発未然防
止設備）

減圧弁 流量調節弁 － － － －

種　　類　　　呼び径20Ａ，圧力計付き 種　　類　　　呼び径20Ａ － － － 種　　類　　　呼び径19ｍｍ，20ｍ／本

数　　量　　　３基（うち２基は故障時バック
アップ）

数　　量　　　69基（うち46基は故障時バック
アップ）

数　　量　　　２系列 数　　量　　　30系列 台　　数　　　４台（うち２台は故障時バック
アップ，１台は待機除外時バックアップ）

数　　量　　　30本（うち15本は故障時バック
アップ）

－ － － － 容　　量　　　約220ｍ３／ｈ／台 －

３（２）セット ３（２）セット ２系列 30系列
２セット＋１台
（１セット＋１台）

３（２）セット

－ － － － 約450ｍ３／ｈ／台 －

平常時と同等 平常時と同等 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 屋外環境に対応 屋外環境に対応

屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋外環境に対応 屋外環境に対応

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けないよう設置 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 屋外のため該当しない 屋外のため該当しない

屋内 屋内 屋内 屋内 屋外 屋外

操作不要 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 起動及び停止操作 操作不要

「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。

重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

通常時の系統構成を変えることなく重大事
故等対処施設としての系統構成ができる設
計としており、悪影響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさない 保管時は固縛により悪影響を及ぼさない
地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさない 保管時は固縛により悪影響を及ぼさない

平常時と同等 平常時と同等 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 平常時と同等 平常時と同等

・地震起因重大事故機能維持設計としてお
り、重大事故等の起因となる安全機能と同
時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計としてお
り、重大事故等の起因となる安全機能と同
時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない

対象外 対象外 対象外 対象外

対象外 対象外 対象外 対象外

平常時と同等 平常時と同等 屋外 屋外

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。

外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管

２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保

保管時は固縛、溢水に対する防護をして保
管

保管時は固縛、溢水に対する防護をして保
管

保管時は固縛をして保管
保管時は固縛、溢水に対する防護をして保
管

建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建物近傍、保管庫及び簡易倉庫に保管 建屋内及び保管用コンテナに保管

影響を受けない 影響を受けない 建屋内へ移動 影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2

※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備
ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備
(c) 可搬型建屋内ホース (c) 可搬型建屋内ホース (c) 可搬型建屋内ホース (c) 可搬型建屋内ホース (c) 可搬型建屋内ホース (c) 可搬型建屋内ホース

建屋内ホース（一部は，水素爆発未然防止
設備）

建屋内ホース（一部は，水素爆発未然防止
設備）

接続金具 接続金具 接続金具（水素爆発未然防止設備） 接続金具

種　　類　　　呼び径19ｍｍ，10ｍ／本 種　　類　　　呼び径19ｍｍ，５ｍ／本 種　　類　　　七口分岐，呼び径20Ａ×20Ａ 種　　類　　　六口分岐，呼び径20Ａ×20Ａ 種　　類　　　二口分岐，呼び径20Ａ×20Ａ 種　　類　　　異径継手，呼び径20Ａ×８Ａ

数　　量　 　51本（うち34本は故障時バック
アップ）

数　　量　 　45本（うち30本は故障時バック
アップ）

数　　量　 　３基（うち２基は故障時バック
アップ）

数　　量　 　３基（うち２基は故障時バック
アップ）

数　　量　 　３基（うち２基は故障時バック
アップ）

数　　量　 　45基（うち30基は故障時バック
アップ）

－ － － － － －

３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット

－ － － － － －

平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない

屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要

「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。

重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさない 保管時は固縛により悪影響を及ぼさない 保管時は固縛により悪影響を及ぼさない 保管時は固縛により悪影響を及ぼさない 保管時は固縛により悪影響を及ぼさない 保管時は固縛により悪影響を及ぼさない

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

対象外 対象外 カプラ方式 カプラ方式 カプラ方式 カプラ方式

対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

0.1mSv以下で作業管理 0.1mSv以下で作業管理 0.1mSv以下で作業管理 0.1mSv以下で作業管理 0.1mSv以下で作業管理 0.1mSv以下で作業管理

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。

外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管

２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保

保管時は固縛、溢水に対する防護をして保
管

保管時は固縛、溢水に対する防護をして保
管

保管時は固縛、溢水に対する防護をして保
管

保管時は固縛、溢水に対する防護をして保
管

保管時は固縛、溢水に対する防護をして保
管

保管時は固縛、溢水に対する防護をして保
管

建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2

※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(２)　水素爆発拡大防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備 (３)　換気系統遮断・セル内導出設備 (３)　換気系統遮断・セル内導出設備 (３)　換気系統遮断・セル内導出設備 (３)　換気系統遮断・セル内導出設備
ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備
(c)　可搬型建屋内ホース (c)　可搬型建屋内ホース (ａ)　精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔

槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）からセ
ルに導出するユニット（冷却機能の喪失によ
る蒸発乾固に対処するための設備の精製
建屋の蒸発乾固に対処するための設備の
換気系統遮断・セル内導出設備）

(ｂ)　プルトニウム精製設備（一部は，冷却
機能の喪失による蒸発乾固に対処するため
の設備の精製建屋の蒸発乾固に対処する
ための設備の換気系統遮断・セル内導出設
備）

(ｃ)　精製建屋一時貯留処理設備（冷却機能
の喪失による蒸発乾固に対処するための設
備の精製建屋の蒸発乾固に対処するため
の設備の換気系統遮断・セル内導出設備）

(ｄ)　精製建屋塔槽類廃ガス処理設備

減圧弁（一部は，水素爆発未然防止設備） 流量調節弁（水素爆発未然防止設備） － － － 塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

種　　類　　　呼び径20Ａ，圧力計付き 種　　類　　　呼び径20Ａ － － － －

数　　量　　　９基（うち６基は故障時バック
アップ）

数　　量　　　45基（うち30基は故障時バック
アップ）

数　　量　　　１系列 数　　量　　　９系列（うち７系列は，冷却機
能の喪失による蒸発乾固に対処するための
設備の精製建屋の蒸発乾固に対処するた
めの設備の換気系統遮断・セル内導出設

数　　量　　　３系列 数　　量　　　１系列

－ － － － － －

３（２）セット ３（２）セット １系列 ９系列 ３系列 １系列

－ － － － － －

平常時と同等 平常時と同等 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応

屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない

屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 操作不要 操作不要 操作不要

「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。

重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 切替操作がないため該当しない 切替操作がないため該当しない 切替操作がないため該当しない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

重大事故等対処の系統を隔離し、通常時の
系統構成とするため悪影響を及ぼさない

通常時の系統構成を変えることなく重大事
故等対処施設としての系統構成ができる設
計としており、悪影響を及ぼさない

通常時の系統構成を変えることなく重大事
故等対処施設としての系統構成ができる設
計としており、悪影響を及ぼさない

通常時の系統構成から重大事故等対処施
設としての系統構成に切り替えられる設計
としており、悪影響を及ぼさない。

保管時は固縛により悪影響を及ぼさない 保管時は固縛により悪影響を及ぼさない
地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

・地震起因重大事故機能維持設計としてお
り、重大事故等の起因となる安全機能と同
時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計としてお
り、重大事故等の起因となる安全機能と同
時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計としてお
り、重大事故等の起因となる安全機能と同
時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計としてお
り、重大事故等の起因となる安全機能と同
時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

対象外 対象外

対象外 対象外

0.1mSv以下で作業管理 0.1mSv以下で作業管理

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。

外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管

２ルート確保 ２ルート確保

保管時は固縛、溢水に対する防護をして保
管

保管時は固縛、溢水に対する防護をして保
管

建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管

影響を受けない 影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2

※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(３)　換気系統遮断・セル内導出設備 (３)　換気系統遮断・セル内導出設備 (３)　換気系統遮断・セル内導出設備 (４)　放出影響緩和設備 (４)　放出影響緩和設備 (４)　放出影響緩和設備
ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備
(ｄ)　精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 (ｄ)　精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 (ｅ)　精製建屋換気設備 (ａ)　精製建屋換気設備 (ａ)　可搬型フィルタ（冷却機能の喪失による

蒸発乾固に対処するための設備の精製建
屋の蒸発乾固に対処するための設備の放
出影響緩和設備）

(b)　可搬型ダクト（冷却機能の喪失による蒸
発乾固に対処するための設備の精製建屋
の蒸発乾固に対処するための設備の放出
影響緩和設備）

隔離弁 廃ガス ポット 精製建屋排気系 精製建屋排気系 － 可搬型ダクト

－ － － － 種　　類　　　高性能粒子フィルタ
粒子除去効率　99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒

種　　類　　　内径500ｍｍ，１ｍ／本

数　　量　　　５基 数　　量　　　１基 数　　量　　　１系列 数　　量　　　１系列 基　　数　　　６基（うち４基は故障時バック
アップ）

数　　量　　　２本（うち１本は故障時バック
アップ）

－ － － － 容　　量　　　約2,500ｍ３／ｈ／基 －

５基 １基 １系列 １系列 ３（２）セット ２（１）セット

－ － － － － －

重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応

屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けないよう設置 溢水の影響を受けない

屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

弁の手動操作 操作不要 ダンパの手動操作 ダンパの手動操作 操作不要 操作不要

「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。

通常と同じ弁操作 切替操作がないため該当しない 通常と同じダンパ操作 通常と同じダンパ操作 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない

通常時の系統構成から重大事故等対処施
設としての系統構成に切り替えられる設計
としており、悪影響を及ぼさない。

通常時の系統構成を変えることなく重大事
故等対処施設としての系統構成ができる設
計としており、悪影響を及ぼさない

通常時の系統構成から重大事故等対処施
設としての系統構成に切り替えられる設計
としており、悪影響を及ぼさない。

通常時の系統構成から重大事故等対処施
設としての系統構成に切り替えられる設計
としており、悪影響を及ぼさない。

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

・地震起因重大事故機能維持設計としてお
り、重大事故等の起因となる安全機能と同
時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計としてお
り、重大事故等の起因となる安全機能と同
時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計としてお
り、重大事故等の起因となる安全機能と同
時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計としてお
り、重大事故等の起因となる安全機能と同
時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

フランジ方式 フランジ方式

対象外 対象外

0.1mSv以下で作業管理 0.1mSv以下で作業管理

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。

外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管

２ルート確保 ２ルート確保

保管時は固縛、溢水に対する防護をして保
管

保管時は固縛、溢水に対する防護をして保
管

建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管

影響を受けない 影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2

※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(４)　放出影響緩和設備 (４)　放出影響緩和設備 (４)　放出影響緩和設備 (４)　放出影響緩和設備 (４)　放出影響緩和設備 (４)　放出影響緩和設備
ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備
(b)　可搬型ダクト（冷却機能の喪失による蒸
発乾固に対処するための設備の精製建屋
の蒸発乾固に対処するための設備の放出
影響緩和設備）

(b)　可搬型ダクト（冷却機能の喪失による蒸
発乾固に対処するための設備の精製建屋
の蒸発乾固に対処するための設備の放出
影響緩和設備）

(b)　可搬型ダクト（冷却機能の喪失による蒸
発乾固に対処するための設備の精製建屋
の蒸発乾固に対処するための設備の放出
影響緩和設備）

(b)　可搬型ダクト（冷却機能の喪失による蒸
発乾固に対処するための設備の精製建屋
の蒸発乾固に対処するための設備の放出
影響緩和設備）

(b)　可搬型ダクト（冷却機能の喪失による蒸
発乾固に対処するための設備の精製建屋
の蒸発乾固に対処するための設備の放出
影響緩和設備）

(c)　可搬型排風機（冷却機能の喪失による
蒸発乾固に対処するための設備の精製建
屋の蒸発乾固に対処するための設備の放
出影響緩和設備）

可搬型ダクト 可搬型ダクト 可搬型ダクト 可搬型ダクト 可搬型ダンパ －

種　　類　　　内径500ｍｍ，２ｍ／本 種　　類　　　内径500ｍｍ，４ｍ／本 種　　類　　　90度エルボ，内径500ｍｍ 種　　類　　　二口分岐，内径500ｍｍ － 種　　類　　　遠心式
主要材料　　　ステンレス鋼

数　　量　　　４本（うち２本は故障時バック
アップ）

数　　量　　　６本（うち３本は故障時バック
アップ）

数　　量　　　４本（うち２本は故障時バック
アップ）

数　　量　　　４本（うち２本は故障時バック
アップ）

数　　量　　　８基（うち４基は故障時バック
アップ）

台　　数　　　３台（うち２台は故障時バック
アップ）

－ － － － － 容　　量　　　約2,400ｍ３／ｈ／台

２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット ２セット+1台

－ － － － － －

重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応

屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けないよう設置

屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 ダンパの手動操作 起動及び停止操作

「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。

重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 通常と同じダンパ操作 重大事故対処専用であり該当しない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影響を及
ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計としており
悪影響を及ぼさない

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

フランジ方式 フランジ方式 フランジ方式 フランジ方式 フランジ方式 フランジ方式

対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

0.1mSv以下で作業管理 0.1mSv以下で作業管理 0.1mSv以下で作業管理 0.1mSv以下で作業管理 0.1mSv以下で作業管理 0.1mSv以下で作業管理

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。

可搬型重大事故等対処設備のバックアップ
を常設重大事故等対処設備から離れた外
部保管エリアに保管する。

外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管

２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保

保管時は固縛、溢水に対する防護をして保
管

保管時は固縛、溢水に対する防護をして保
管

保管時は固縛、溢水に対する防護をして保
管

保管時は固縛、溢水に対する防護をして保
管

保管時は固縛、溢水に対する防護をして保
管

保管時は固縛、溢水に対する防護をして保
管

建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内、簡易倉庫に保管

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備
ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備
(ａ)　圧縮空気ユニット (ｂ)　予備圧縮空気ユニット (ｃ)　手動圧縮空気ユニット (ｄ)　圧縮空気供給系 (ｅ)　圧縮空気設備 (ｅ)　圧縮空気設備 (ｆ)　ウラン・プルトニウム混合脱硝設

備

圧縮空気ボンベ　ラック 圧縮空気ボンベ　ラック 圧縮空気ボンベ　ラック － 水素掃気用安全圧縮空気系 かくはん用安全圧縮空気系 溶液系

－ － － － － － －

数　　量　　　１式 数　　量　　　１式 数　　量　　　１式 数　　量　　　２系列 数　　量　　　１系列 数　　量　　　１系列 数　　量　　　８系列

－ － － － － － －

１式 １式 １式 ２系列 １系列 １系列 ８系列

－ － － － － － －

温度、圧力、湿度、放射線 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

自然現象等 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2

※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない

操作環境 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

操作内容 操作不要 操作不要 弁の手動操作 操作不要 弁の手動操作 弁の手動操作 操作不要

第４号 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。

第５号 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 切替操作がないため該当しない

系統設計
重大事故対処の系統を隔離し、通常
時の系統構成とするため悪影響を及
ぼさない

重大事故対処の系統を隔離し、通常
時の系統構成とするため悪影響を及
ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時の系統構成から重大事故等
対処施設としての系統構成に切り替
えられる設計としており、悪影響を及
ぼさない

通常時の系統構成から重大事故等
対処施設としての系統構成に切り替
えられる設計としており、悪影響を及
ぼさない

通常時の系統構成を変えることなく
重大事故等対処施設としての系統構
成ができる設計としており、悪影響を
及ぼさない

その他（飛散物） 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

第７号 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

落雷 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

降下火砕物による降灰濃度 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全

性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）
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温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2

※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全

性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (１) 水素爆発未然防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備
ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備
(ａ)　可搬型空気圧縮機（精製建屋の
水素爆発に対処するための設備の
水素爆発未然防止設備）

(ｂ)　可搬型建屋外ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ａ)　圧縮空気供給系

－ － 建屋内ホース 接続金具 流量調節弁 減圧弁 －

－ 種　　類　　　呼び径16ｍｍ，20ｍ／
本

種　　類　　　呼び径16ｍｍ，20ｍ／
本

種　　類　　　四口分岐，呼び径15Ａ
×15Ａ

種　　類　　　呼び径15Ａ 種　　類　　　呼び径15Ａ －

台　　数　　　４台（うち２台は故障時
バックアップ，１台は待機除外時バッ

数　　量　　　45本（うち30本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　18本（うち12本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　３基（うち２基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　12基（うち８基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　３基（うち２基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　２系列

容　　量　　　約220ｍ３／ｈ／台 － － － － － －

２セット＋１台
（１セット＋１台）

３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ２系列

約220ｍ３／ｈ／台 － － － － － －

屋外環境に対応 屋外環境に対応 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 重大事故環境に対応

屋外環境に対応 屋外環境に対応 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

屋外のため該当しない 屋外のため該当しない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない

屋外 屋外 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

起動及び停止操作 操作不要 操作不要 操作不要 弁の手動操作 弁の手動操作 操作不要

「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。

重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 10mSv以下で作業管理

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

影響を受けない

影響を受けない

カプラ方式

接続口を２箇所確保

平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

・外部保管エリアに１セットを保管 ・外部保管エリアに１セットを保管 ・外部保管エリアに１セットを保管 ・外部保管エリアに１セットを保管 ・外部保管エリアに１セットを保管 ・外部保管エリアに１セットを保管

２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保

保管時は固縛をして保管
保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

建物近傍及び保管庫に保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管

建屋内へ移動 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2

※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全

性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備 (２) 水素爆発拡大防止設備
ａ．常設重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備
(ｂ)　計測制御設備 (ａ)　可搬型空気圧縮機（水素爆発未

然防止設備）
(ｂ)　可搬型建屋外ホース（水素爆発
未然防止設備）

(ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース

－ － － 建屋内ホース（一部は，水素爆発未
然防止設備）

接続金具（水素爆発未然防止設備） 接続金具 流量調節弁（水素爆発未然防止設
備）

－ － 種　　類　　　呼び径16ｍｍ，20ｍ／
本

種　　類　　　呼び径16ｍｍ，20ｍ／
本

種　　類　　　四口分岐，呼び径15Ａ
×15Ａ

種　　類　　　異径金具，呼び径15Ａ
×８Ａ

種　　類　　　呼び径15Ａ

数　　量　　　８系列 台　　数　　　４台（うち２台は故障時
バックアップ，１台は待機除外時バッ

数　　量　　　45本（うち30本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　27本（うち18本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　３基（うち２基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　12基（うち８基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　12基（うち８基は故障時
バックアップ）

－ 容　　量　　　約220ｍ３／ｈ／台 － － － － －

８系列
２セット＋１台
（１セット＋１台）

３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット

－ 約220ｍ３／ｈ／台 － － － － －

重大事故環境に対応 屋外環境に対応 屋外環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応

屋内のため該当しない 屋外環境に対応 屋外環境に対応 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

溢水の影響を受けない 屋外のため該当しない 屋外のため該当しない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない

屋内 屋外 屋外 屋内 屋内 屋内 屋内

弁の手動操作 起動及び停止操作 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 弁の手動操作

「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。

重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない

通常時の系統構成から重大事故等
対処施設としての系統構成に切り替
えられる設計としており、悪影響を及
ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

10mSv以下で作業管理 平常時と同等 平常時と同等 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

影響を受けない

影響を受けない

カプラ方式

接続口を２箇所確保

平常時と同等 平常時と同等 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

・外部保管エリアに１セットを保管 ・外部保管エリアに１セットを保管 ・外部保管エリアに１セットを保管 ・外部保管エリアに１セットを保管 ・外部保管エリアに１セットを保管 ・外部保管エリアに１セットを保管

２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保

保管時は固縛をして保管
保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

建物近傍及び保管庫に保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管

建屋内へ移動 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2

※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全

性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(２) 水素爆発拡大防止設備 (３) 換気系統遮断・セル内導出設備 (３) 換気系統遮断・セル内導出設備 (３) 換気系統遮断・セル内導出設備 (３) 換気系統遮断・セル内導出設備 (３) 換気系統遮断・セル内導出設備 (４) 放出影響緩和設備
ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備
(ｃ)　可搬型建屋内ホース (ａ)　ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋塔槽類廃ガス処理設備からセルに
導出するユニット（冷却機能の喪失
による蒸発乾固に対処するための設
備のウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋の蒸発乾固に対処するための設
備の換気系統遮断・セル内導出設

(ｂ)　ウラン・プルトニウム混合脱硝設
備

(ｃ)　ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋塔槽類廃ガス処理設備

(ｃ)　ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋塔槽類廃ガス処理設備

(ｄ)　ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋換気設備

(ａ)　ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋換気設備

減圧弁（水素爆発未然防止設備） － 溶液系 － 隔離弁 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排
気系

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排
気系

種　　類　　　呼び径15Ａ － － － － － －

数　　量　　　３基（うち２基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　１系列 数　　量　　　１系列 数　　量　　　１系列 数　　量　　　４基 数　　量　　　１系列 数　　量　　　１系列

－ － － － － － －

３（２）セット １系列 １系列 １系列 ４基 １系列 １系列

－ － － － － － －

重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応

屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない

屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

弁の手動操作 弁の手動操作 操作不要 操作不要 弁の手動操作 ダンパの手動操作 ダンパの手動操作

「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。

重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 切替操作がないため該当しない 切替操作がないため該当しない 通常と同じ弁操作 通常と同じダンパ操作 通常と同じダンパ操作

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

重大事故対処の系統を隔離し、通常
時の系統構成とするため悪影響を及
ぼさない

通常時の系統構成を変えることなく
重大事故等対処施設としての系統構
成ができる設計としており、悪影響を
及ぼさない

通常時の系統構成から重大事故等
対処施設としての系統構成に切り替
えられる設計としており、悪影響を及
ぼさない

通常時の系統構成から重大事故等
対処施設としての系統構成に切り替
えられる設計としており、悪影響を及
ぼさない

通常時の系統構成から重大事故等
対処施設としての系統構成に切り替
えられる設計としており、悪影響を及
ぼさない

通常時の系統構成から重大事故等
対処施設としての系統構成に切り替
えられる設計としており、悪影響を及
ぼさない

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる
安全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

10mSv以下で作業管理

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

・外部保管エリアに１セットを保管

２ルート確保

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

建屋内及び保管用コンテナに保管

影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2

※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基
づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全

性

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(４) 放出影響緩和設備 (４) 放出影響緩和設備 (４) 放出影響緩和設備 (４) 放出影響緩和設備 (４) 放出影響緩和設備
ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備
(ａ)　可搬型フィルタ（冷却機能の喪
失による蒸発乾固に対処するための
設備のウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋の蒸発乾固に対処するための
設備の放出影響緩和設備）

(ｂ)　可搬型ダクト（冷却機能の喪失
による蒸発乾固に対処するための設
備のウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋の蒸発乾固に対処するための設
備の放出影響緩和設備）

(ｂ)　可搬型ダクト（冷却機能の喪失
による蒸発乾固に対処するための設
備のウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋の蒸発乾固に対処するための設
備の放出影響緩和設備）

(ｂ)　可搬型ダクト（冷却機能の喪失
による蒸発乾固に対処するための設
備のウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋の蒸発乾固に対処するための設
備の放出影響緩和設備）

(ｃ)　可搬型排風機（冷却機能の喪失
による蒸発乾固に対処するための設
備のウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋の蒸発乾固に対処するための設
備の放出影響緩和設備）

－ 可搬型ダクト 可搬型ダクト 可搬型ダンパ －

種　　類　　　高性能粒子フィルタ
粒子除去効率　99.9％以上（0.3μｍ
ＤＯＰ粒子）

種　　類　　　内径500ｍｍ，２ｍ／本 種　　類　　　二口分岐，内径500ｍｍ － 種　　類　　　遠心式
主要材料　　　ステンレス鋼

基　　数　　　６基（うち４基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　50本（うち25本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　４本（うち２本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　８基（うち４基は故障時
バックアップ）

台　　数　　　３台（うち２台は故障時
バックアップ）

容　　量　　　約2,500ｍ３／ｈ／基 － － － 容　　量　　　約2,400ｍ３／ｈ／台

３（２）セット ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット ２セット+1台

約2,500ｍ３／ｈ／基 － － － 約2,400ｍ３／ｈ／台

重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応

屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

溢水の影響を受けないよう設置 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けないよう設置

屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

操作不要 操作不要 操作不要 ダンパの手動操作 起動及び停止操作

「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。 「３３条　別紙－１」参照。

重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 通常と同じダンパ操作 重大事故対処専用であり該当しない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

フランジ方式

再処理施設の外から水等を供給する
ものではないため、対象外

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

・外部保管エリアに１セットを保管 ・外部保管エリアに１セットを保管 ・外部保管エリアに１セットを保管 ・外部保管エリアに１セットを保管 ・外部保管エリアに１セットを保管

２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び保管用コンテナに保管 建屋内及び簡易倉庫に保管

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備
ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備
(ａ)　圧縮空気供給系 (ｂ)　圧縮空気設備 (ｂ)　圧縮空気設備 (ｃ)　高レベル廃液処理設備 (ｃ)　高レベル廃液処理設備 (ｃ)　高レベル廃液処理設備 (ｄ)　高レベル廃液ガラス固化設備 (ｅ)　計測制御設備 (ａ)　可搬型空気圧縮機（一部は，前

処理建屋の水素爆発に対処するため
の設備の水素爆発未然防止設備及
び分離建屋の水素爆発に対処するた
めの設備の水素爆発未然防止設備）

(ｂ)　可搬型建屋外ホース

- 水素掃気用安全圧縮空気系 かくはん用安全圧縮空気系 高レベル廃液貯蔵設備
　高レベル濃縮廃液貯蔵系

高レベル廃液貯蔵設備
　不溶解残渣廃液貯蔵系

高レベル廃液貯蔵設備
　共用貯蔵系

- - - -

- - - - - - - - - 種　　類　　　呼び径31.5ｍｍ，10ｍ／
本

数　　量　　　２系列 数　　量　　　１系列 数　　量　　　１系列 数　　量　　　８系列 数　　量　　　６系列 数　　量　　　２系列 数　　量　　　６系列 数　　量　　　６系列 台　　数　　　４台（うち２台は故障時
バックアップ，１台は待機除外時バッ
クアップ）

数　　量　　　117本（うち78本は故障
時バックアップ）

- - - - - 容　　量　　　約450ｍ３／ｈ／台（うち３
台は，前処理建屋の水素爆発に対処
するための設備の水素爆発未然防止
設備，１台は，分離建屋の水素爆発
に対処するための設備の水素爆発未
然防止設備）

-

２系列 １系列 １系列 ８系列 ６系列 ２系列 ６系列 ６系列
２セット＋１台
（１セット＋１台）

３（２）セット

－ － － 約450ｍ３／ｈ／台 －

温度、圧力、湿度、放射線 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 屋外環境に対応 屋外環境に対応

自然現象等 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋外環境に対応 屋外環境に対応

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏え
い源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の
防止｣に基づき必要な措置を講じる。

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 屋外のため該当しない 屋外のため該当しない

操作環境 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋外 屋外

操作内容 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 起動及び停止操作 操作不要

第４号 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照

第５号 重大事故対処専用であり該当しない 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない

系統設計
通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時の系統構成から重大事故等対
処施設としての系統構成に切り替えら
れる設計としており、悪影響を及ぼさ
ない

通常時の系統構成から重大事故等対
処施設としての系統構成に切り替えら
れる設計としており、悪影響を及ぼさ
ない

通常時の系統構成から重大事故等対
処施設としての系統構成に切り替えら
れる設計としており、悪影響を及ぼさ
ない

通常時の系統構成から重大事故等対
処施設としての系統構成に切り替えら
れる設計としており、悪影響を及ぼさ
ない

通常時の系統構成から重大事故等対
処施設としての系統構成に切り替えら
れる設計としており、悪影響を及ぼさ
ない

通常時の系統構成から重大事故等対
処施設としての系統構成に切り替えら
れる設計としており、悪影響を及ぼさ
ない

通常時の系統構成から重大事故等対
処施設としての系統構成に切り替えら
れる設計としており、悪影響を及ぼさ
ない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

その他（飛散物） 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

第７号 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏え
い源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の
防止｣に基づき必要な措置を講じる。

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

落雷 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

降下火砕物による降灰濃度 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

第１号

第２号

第３号 平常時と同等 平常時と同等

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管
考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

故意による大型航空機の衝突に対する考慮 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管

第５号 ２ルート確保 ２ルート確保

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏え
い源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の
防止｣に基づき必要な措置を講じる。

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

落雷 建物近傍及び保管庫に保管 建物内及び保管用コンテナに保管

降下火砕物による降灰濃度 建屋内へ移動 影響を受けない

設置場所（放射線影響の防止）

33条適合性

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第６号
悪
影
響

共
通
要
因
故
障
防
止

第
２
項

(

常
設

)

共通要
因故障
防止

第
３
項

（
可
搬
型

）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

設置場所（放射線影響の防止）

第４号
保管
場所

アクセスルート

第６号
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏え
い源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の
防止｣に基づき必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏え
い源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の
防止｣に基づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏え
い源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の
防止｣に基づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

設置場所（放射線影響の防止）

33条適合性

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第６号
悪
影
響

共
通
要
因
故
障
防
止

第
２
項

(

常
設

)

共通要
因故障
防止

第
３
項

（
可
搬
型

）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

設置場所（放射線影響の防止）

第４号
保管
場所

アクセスルート

第６号

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備 (１)　水素爆発未然防止設備
ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備
(ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース

建屋内ホース 建屋内ホース 建屋内ホース 建屋内ホース 接続金具 減圧弁ユニット 減圧弁ユニット 減圧弁ユニット 流量調節弁 流量調節弁

種　　類　　　呼び径31.5ｍｍ，10ｍ／
本

種　　類　　　呼び径31.5ｍｍ，２ｍ／
本

種　　類　　　呼び径19ｍｍ，10ｍ／本 種　　類　　　呼び径19ｍｍ，２ｍ／本 種　　類　　　二口分岐，呼び径20A×
20A

種　　類　　　呼び径15Ａ，圧力計付き 種　　類　　　呼び径20Ａ，圧力計付き 種　　類　　　呼び径40Ａ，圧力計付き 種　　類　　　呼び径15Ａ 種　　類　　　呼び径20Ａ

数　　量　　　６本（うち４本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　６本（うち４本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　21本（うち14本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　15本（うち10本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　９基（うち６基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　６基（うち４基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　３基（うち２基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　６基（うち４基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　12基（うち８基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　６基（うち４基は故障時
バックアップ）

- - - - - - - - - -

３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット

－ － － － － － － － － －

平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない

屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作

「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照

重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

カプラ方式 カプラ方式 カプラ方式

可搬型重大事故等対処設備と接続す
る接続口を２箇所確保

可搬型重大事故等対処設備と接続す
る接続口を２箇所確保

可搬型重大事故等対処設備と接続す
る接続口を２箇所確保

平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管

２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

建物内及び保管用コンテナに保管 建物内及び保管用コンテナに保管 建物内及び保管用コンテナに保管 建物内及び保管用コンテナに保管 建物内及び保管用コンテナに保管 建物内及び保管用コンテナに保管 建物内及び保管用コンテナに保管 建物内及び保管用コンテナに保管 建物内及び保管用コンテナに保管 建物内及び保管用コンテナに保管

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏え
い源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の
防止｣に基づき必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏え
い源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の
防止｣に基づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏え
い源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の
防止｣に基づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

設置場所（放射線影響の防止）

33条適合性

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第６号
悪
影
響

共
通
要
因
故
障
防
止

第
２
項

(

常
設

)

共通要
因故障
防止

第
３
項

（
可
搬
型

）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

設置場所（放射線影響の防止）

第４号
保管
場所

アクセスルート

第６号

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(２)　水素爆発拡大防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備
ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備
(ａ)　圧縮空気供給系 (ｂ)　高レベル廃液処理設備 (ｂ)　高レベル廃液処理設備 (ｂ)　高レベル廃液処理設備 (ｃ)　高レベル廃液ガラス固化設備（拡

大防止用圧縮空気供給系）
(ｄ)　計測制御設備 (ｅ)　分析設備 (ａ)　可搬型空気圧縮機（水素爆発未

然防止設備）
(ｂ)　可搬型建屋外ホース（水素爆発
未然防止設備）

(ｃ)　可搬型建屋内ホース

- 高レベル廃液貯蔵設備
　高レベル濃縮廃液貯蔵系（拡大防
止用圧縮空気供給系）

高レベル廃液貯蔵設備
　不溶解残渣廃液貯蔵系（拡大防止
用圧縮空気供給系）

高レベル廃液貯蔵設備
　共用貯蔵系（拡大防止用圧縮空気
供給系）

- - - - - 建屋内ホース（一部は，水素爆発未
然防止設備）

- - - - - - - - 種　　類　　　呼び径31.5ｍｍ，10ｍ／
本

種　　類　　　呼び径19ｍm，10ｍ／本

数　　量　　　２系列 数　　量　　　８系列 数　　量　　　２系列 数　　量　　　２系列 数　　量　　　４系列 数　　量　　　６系列 数　　量　　　４系列 台　　数　　　４台（うち２台は故障時
バックアップ，１台は待機除外時バッ
クアップ）

数　　量　　　117本（うち78本は故障
時バックアップ）

数　　量　　　105本（うち70本は故障
時バックアップ）

- - - - - - - 容　　量　　　約450ｍ３／ｈ／台 - -

２系列 ８系列 ２系列 ２系列 ４系列 ６系列 ４系列
２セット＋１台
（１セット＋１台）

３（２）セット ３（２）セット

－ － － － － － － 約450ｍ３／ｈ／台 － －

重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 屋外環境に対応 屋外環境に対応 重大事故環境に対応

屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋外環境に対応 屋外環境に対応 屋内のため該当しない

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 屋外のため該当しない 屋外のため該当しない 溢水の影響を受けない

屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋外 屋外 屋内

弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 起動及び停止操作 操作不要 操作不要

「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照

重大事故対処専用であり該当しない 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時の系統構成から重大事故等対
処施設としての系統構成に切り替えら
れる設計としており、悪影響を及ぼさ
ない

通常時の系統構成から重大事故等対
処施設としての系統構成に切り替えら
れる設計としており、悪影響を及ぼさ
ない

通常時の系統構成から重大事故等対
処施設としての系統構成に切り替えら
れる設計としており、悪影響を及ぼさ
ない

通常時の系統構成から重大事故等対
処施設としての系統構成に切り替えら
れる設計としており、悪影響を及ぼさ
ない

通常時の系統構成から重大事故等対
処施設としての系統構成に切り替えら
れる設計としており、悪影響を及ぼさ
ない

通常時の系統構成から重大事故等対
処施設としての系統構成に切り替えら
れる設計としており、悪影響を及ぼさ
ない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 平常時と同等 平常時と同等 10mSv以下で作業管理

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

カプラ方式

可搬型重大事故等対処設備と接続す
る接続口を２箇所確保

平常時と同等 平常時と同等 10mSv以下で作業管理

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管

２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

建物近傍及び保管庫に保管 建物内及び保管用コンテナに保管 建物内及び保管用コンテナに保管

建屋内へ移動 影響を受けない 影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏え
い源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の
防止｣に基づき必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏え
い源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の
防止｣に基づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏え
い源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の
防止｣に基づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

設置場所（放射線影響の防止）

33条適合性

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第６号
悪
影
響

共
通
要
因
故
障
防
止

第
２
項

(

常
設

)

共通要
因故障
防止

第
３
項

（
可
搬
型

）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

設置場所（放射線影響の防止）

第４号
保管
場所

アクセスルート

第６号

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(２)　水素爆発拡大防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備 (２)　水素爆発拡大防止設備 (３)　換気系統遮断・セル内導出設備 (３)　換気系統遮断・セル内導出設備
ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備
(ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ａ)　高レベル廃液ガラス固化建屋塔

槽類廃ガス処理設備からセルに導出
するユニット（冷却機能の喪失による
蒸発乾固に対処するための設備の高
レベル廃液ガラス固化建屋の蒸発乾
固に対処するための設備の換気系統
遮断・セル内導出設備）

(ｂ)　高レベル廃液ガラス固化建屋塔
槽類廃ガス処理設備

建屋内ホース（一部は，水素爆発未
然防止設備）

接続金具（一部は，水素爆発未然防
止設備）

接続金具 接続金具 減圧弁ユニット（一部は，水素爆発未
然防止設備）

減圧弁ユニット（一部は，水素爆発未
然防止設備）

流量調節弁（一部は，水素爆発未然
防設備）

流量調節弁（一部は，水素爆発未然
防設備）

- 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

種　　類　　　呼び径19mｍ，２ｍ／本 種　　類　　　二口分岐，呼び径20Ａ×
20Ａ

種　　類　　　四口分岐，呼び径20Ａ×
20Ａ

種　　類　　　六口分岐，呼び径20A×
20A

種　　類　　　呼び径15A，圧力計付き 種　　類　　　呼び径20A，圧力計付き 種　　類　　　呼び径15A 種　　類　　　呼び径20A - -

数　　量　　　42本（うち28本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　24基（うち16基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　３基（うち２基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　３基（うち２基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　18基（うち12基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　18基（うち12基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　18基（うち12基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　21基（うち14基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　１系列 数　　量　　　１系列

- - - - - - - - - -

３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット １系列 １系列

－ － － － － － － － － －

重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応

屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない

屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作

「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照

重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 通常と同じ弁操作

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

重大事故等対処の系統を隔離し、通
常時の系統構成とするため悪影響を
及ぼさない

通常時の系統構成から重大事故等対
処施設としての系統構成に切り替えら
れる設計としており、悪影響を及ぼさ
ない

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない

カプラ方式

可搬型重大事故等対処設備と接続す
る接続口を２箇所確保

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管

２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

建物内及び保管用コンテナに保管 建物内及び保管用コンテナに保管 建物内及び保管用コンテナに保管 建物内及び保管用コンテナに保管 建物内及び保管用コンテナに保管 建物内及び保管用コンテナに保管 建物内及び保管用コンテナに保管 建物内及び保管用コンテナに保管

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏え
い源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の
防止｣に基づき必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏え
い源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の
防止｣に基づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏え
い源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の
防止｣に基づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

設置場所（放射線影響の防止）

33条適合性

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第６号
悪
影
響

共
通
要
因
故
障
防
止

第
２
項

(

常
設

)

共通要
因故障
防止

第
３
項

（
可
搬
型

）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

設置場所（放射線影響の防止）

第４号
保管
場所

アクセスルート

第６号

36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発 36条　水素爆発
(３)　換気系統遮断・セル内導出設備 (３)　換気系統遮断・セル内導出設備 (３)　換気系統遮断・セル内導出設備 (３)　換気系統遮断・セル内導出設備 (３)　換気系統遮断・セル内導出設備 (３)　換気系統遮断・セル内導出設備 (４)　放出影響緩和設備 (４)　放出影響緩和設備 (４)　放出影響緩和設備 (４)　放出影響緩和設備
ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備
(ｂ)　高レベル廃液ガラス固化建屋塔
槽類廃ガス処理設備

(ｂ)　高レベル廃液ガラス固化建屋塔
槽類廃ガス処理設備

(ｂ)　高レベル廃液ガラス固化建屋塔
槽類廃ガス処理設備

(ｂ)　高レベル廃液ガラス固化建屋塔
槽類廃ガス処理設備

(ｂ)　高レベル廃液ガラス固化建屋塔
槽類廃ガス処理設備

(ｃ)　高レベル廃液ガラス固化建屋換
気設備

(ａ)　高レベル廃液ガラス固化建屋換
気設備

(ａ)　可搬型フィルタ（冷却機能の喪失
による蒸発乾固に対処するための設
備の高レベル廃液ガラス固化建屋の
蒸発乾固に対処するための設備の放
出影響緩和設備）

(ｂ)　可搬型ダクト（冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固に対処するための設備
の高レベル廃液ガラス固化建屋の蒸
発乾固に対処するための設備の放出
影響緩和設備）

(ｂ)　可搬型ダクト（冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固に対処するための設備
の高レベル廃液ガラス固化建屋の蒸
発乾固に対処するための設備の放出
影響緩和設備）

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系
　隔離弁

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系
　廃ガス　シール　ポット

不溶解残渣廃液廃ガス処理系 不溶解残渣廃液廃ガス処理系
　隔離弁

不溶解残渣廃液廃ガス処理系
　廃ガス　シール　ポット

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系 高レベル廃液ガラス固化建屋排気系 - 可搬型ダクト 可搬型ダクト

- - - - - - - 種　　類　　　高性能粒子フィルタ
粒子除去効率　99.9％以上（0.3μｍＤ
ＯＰ粒子）

種　　類　　　内径200 ｍｍ 種　　類　　　二口分岐，内径200ｍｍ
×内径200ｍｍ

数　　量　　　４基 数　　量　　　１基 数　　量　　　１系列 数　　量　　　４基 数　　量　　　１基 数　　量　　　１系列 数　　量　　　１系列 基　　数　　　６基（うち４基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　約124ｍ（うち約62ｍは故
障時バックアップ）

基　　数　　　４本（うち２本は故障時
バックアップ）

- - - - - - - 容　　量　　　約2,500ｍ３／ｈ／基 - -

４基 １基 １系列 ４基 １基 １系列 　１系列 ３（２）セット ２（１）セット ２（１）セット

－ － － － － － － 約2,500ｍ３／ｈ／基 － －

重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応

屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けないように設置 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない

屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

弁の手動操作 操作不要 弁の手動操作 弁の手動操作 操作不要 弁の手動操作 ダンパの手動操作 操作不要 操作不要 操作不要

「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照

通常と同じ弁操作 切替操作がないため該当しない 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 切替操作がないため該当しない 通常と同じ弁操作 通常と同じ弁操作 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない

通常時の系統構成から重大事故等対
処施設としての系統構成に切り替えら
れる設計としており、悪影響を及ぼさ
ない

通常時の系統構成を変えることなく重
大事故等対処施設としての系統構成
ができる設計としており、悪影響を及
ぼさない

通常時の系統構成から重大事故等対
処施設としての系統構成に切り替えら
れる設計としており、悪影響を及ぼさ
ない

通常時の系統構成から重大事故等対
処施設としての系統構成に切り替えら
れる設計としており、悪影響を及ぼさ
ない

通常時の系統構成を変えることなく重
大事故等対処施設としての系統構成
ができる設計としており、悪影響を及
ぼさない

通常時の系統構成から重大事故等対
処施設としての系統構成に切り替えら
れる設計としており、悪影響を及ぼさ
ない

通常時の系統構成から重大事故等対
処施設としての系統構成に切り替えら
れる設計としており、悪影響を及ぼさ
ない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

フランジ方式

再処理施設の外から水等を供給する
ものではないため、対象外

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管

２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

建物内及び保管用コンテナに保管 建物内及び保管用コンテナに保管 建物内及び保管用コンテナに保管

影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

温度、圧力、湿度、放射線

自然現象等

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※2
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏え
い源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の
防止｣に基づき必要な措置を講じる。

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏え
い源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の
防止｣に基づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

第１号

第２号

第３号

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第５号

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏え
い源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の
防止｣に基づき必要な措置を講じる。

落雷

降下火砕物による降灰濃度

設置場所（放射線影響の防止）

33条適合性

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第６号
悪
影
響

共
通
要
因
故
障
防
止

第
２
項

(

常
設

)

共通要
因故障
防止

第
３
項

（
可
搬
型

）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

設置場所（放射線影響の防止）

第４号
保管
場所

アクセスルート

第６号

36条　水素爆発 36条　水素爆発
(４) 放出影響緩和設備 (４) 放出影響緩和設備
ｂ．可搬型重大事故等対処設備 ｂ．可搬型重大事故等対処設備
(ｂ)　可搬型ダクト（冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固に対処するための設備
の高レベル廃液ガラス固化建屋の蒸
発乾固に対処するための設備の放出
影響緩和設備）

(ｃ)　可搬型排風機（冷却機能の喪失
による蒸発乾固に対処するための設
備の高レベル廃液ガラス固化建屋の
蒸発乾固に対処するための設備の放
出影響緩和設備）

可搬型ダンパ -

種　　類　　　隔離ダンパ 種　　類　　　遠心式
主要材料　　　ステンレス鋼

基　　数　 　12基（うち６基は故障時
バックアップ）

台　　数　　　３台（うち２台は故障時
バックアップ）

- 容　　量　　　約2,400ｍ３／ｈ／台

２（１）セット
２セット＋１台
（１セット＋１台）

－ 約2,400ｍ３／ｈ／台

重大事故環境に対応 重大事故環境に対応

屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けないように設置

屋内 屋内

操作不要 起動及び停止操作

「33条　別紙－１」参照 「33条　別紙－１」参照

重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

該当なし 該当なし

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

10mSv以下で作業管理 10mSv以下で作業管理

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

外部保管エリアに１セットを保管 外部保管エリアに１セットを保管

２ルート確保 ２ルート確保

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

建物内及び保管用コンテナに保管 建物内及び簡易倉庫に保管

影響を受けない 影響を受けない
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補足説明資料２－２（３６条）
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機器配置概要図

111



112



113



114



  

115



116



117



118



119



1 

分離建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地下３階）

120



2 

分離建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地下 2 階） 

手動弁

計装設備

可搬型建屋外ホース
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3 
 

 
分離建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地下 1 階） 

手動弁
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4 
分離建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地上 1 階） 

手動弁

手動弁

手動弁

手動弁

可搬型建屋外ホース

計装設備
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5 

分離建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地上 2 階） 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 隔離弁

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 隔離弁

手動弁

手動弁

可搬型建屋内ホース等

計装設備
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6 
 

分離建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地上 3 階） 

手動弁

手動弁
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7 

分離建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地上 4 階） 

計装設備

可搬型ダクト等

可搬型ダクト等

可搬型ダクト等

可搬型ダクト等

可搬型フィルタ

可搬型排風機

手動ダンパ

手動ダンパ
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 精製建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地下３階） 

対象なし 
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 精製建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地下２階） 

対象なし 
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 精製建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地下１階） 

計装設備 

流量調節弁 

その他再処理設備の付属施設の圧縮空気設備の 

水素掃気用安全圧縮空気系の弁 

流量調節弁 

減圧弁 

計測制御系統施設の計測制御系の弁 計装設備 

流量調節弁 

精製施設のプルトニウム精製設備の弁 

精製施設の精製建屋一時貯留処理設備の弁 
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 精製建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地上１階） 

可搬型建屋外ホース 

計装設備 

可搬型建屋外ホース 

可搬型建屋内ホース等 

計装設備 

可搬型建屋内ホース等 

計装設備 

気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備の 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の 

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の弁

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の 

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

からセルに導出するユニットの弁

計装設備 
計装設備 
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 精製建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地上２階） 

計装設備 

気体廃棄物の廃棄施設の換気設備の精製建屋換気設備の

精製建屋排気系のダンパ 

流量調節弁 

減圧弁 

計測制御系統施設の計測制御系の弁 

132



 精製建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地上３階） 

計装設備 

流量調節弁 

減圧弁 

計測制御系統施設の計測制御系の弁 
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 精製建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地上４階） 

可搬型フィルタ 

計装設備 

可搬型排風機 

可搬型ダクト 

可搬型ダクト 

流量調節弁 

減圧弁 

精製施設のプルトニウム精製設備の弁 

精製施設の精製建屋一時貯留処理設備の弁 
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ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地下２階）

については核不拡散の観点から公開できません。
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ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地下１階）

については核不拡散の観点から公開できません。

136



ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地上１階）

については核不拡散の観点から公開できません。
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ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地上２階）

については核不拡散の観点から公開できません。
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高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地下４階）

（未然防止設備）

対象なし
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高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地下３階） 
（未然防止設備） 

計測制御系統施設の計測制御設備の弁 

その他再処理設備の附属施設の圧縮空気
設備の水素掃気用安全圧縮空気系の弁 
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高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地下２階） 
（未然防止設備） 

その他再処理設備の附属施設の圧縮空気設備の

水素掃気用安全圧縮空気系の弁 

液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レベル廃液貯蔵設備の

高レベル濃縮廃液貯蔵系、不溶解残渣廃液貯蔵系及び共用貯蔵系の弁 

固体廃棄物の廃棄施設の 
高レベル廃液ガラス固化設備の弁 
圧縮空気供給系の弁 

その他再処理設備の附属施設の圧縮空気設備の

かくはん用安全圧縮空気系の弁 
圧縮空気供給系の弁 
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高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地下１階） 
（未然防止設備） 

その他再処理設備の附属施設の圧縮空気設備

の水素掃気用安全圧縮空気系の弁 
圧縮空気供給系の弁 

その他再処理設備の附属施設の圧縮空気設備

の水素掃気用安全圧縮空気系の弁 

固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス

固化設備の弁 

可搬型建屋外ホース 
可搬型建屋内ホース 

可搬型建屋内ホース 

計装設備 
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高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地上１階） 
（未然防止設備） 

可搬型建屋外ホース 
可搬型建屋内ホース 

可搬型建屋内ホース 

可搬型建屋外 
ホース 

その他再処理設備の附属施設の圧縮空気設備の水素掃気用安全圧縮空気系の弁 
固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備の弁 
計測制御系統施設の計測制御設備の弁 
圧縮空気供給系の弁 

圧縮空気供給系の弁 
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高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地上２階） 
（未然防止設備） 

計装設備 

可搬型建屋内ホース 
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高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地下４階）（拡大防止設備） 

対象なし 
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高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地下３階）（拡大防止設備） 

計測制御系統施設の計測制御設備の弁 
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高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地下２階）（拡大防止設備） 

圧縮空気供給系の弁 

液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レベル廃液貯蔵設備の不溶解残渣廃液貯蔵系の弁 

液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液貯蔵系の弁 

液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レベル廃液貯蔵設備の共用貯蔵系の弁 

147



高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地下１階）（拡大防止設備）

可搬型建屋内ホース 計装設備 

圧縮空気供給系の弁 

固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備の弁 

液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液貯蔵系の弁 
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高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地上１階）（拡大防止設備）

可搬型建屋内ホース 

圧縮空気供給系の弁 

その他再処理設備の附属設施設の化学薬品貯蔵供給設備の化学薬品貯蔵供給系 

その他再処理設備の附属施設の分析設備の弁 

計測制御系統施設の計測制御設備の弁 
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高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地上２階）（拡大防止設備）

計装設備 

可搬型建屋内ホース 
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高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地下４階） 

          （換気系統遮断・セル内導出設備） 

対象なし 
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高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地下３階） 
          （換気系統遮断・セル内導出設備） 

対象なし 

152



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象なし 

高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地下２階） 
          （換気系統遮断・セル内導出設備） 
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気体廃棄物の廃棄施設の換気設備の 
高レベル廃液ガラス固化建屋換気 
設備の高レベル廃液ガラス固化建屋 
排気系のダンパ 

高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地下１階） 
          （換気系統遮断・セル内導出設備） 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処
理設備からセルに導出するユニットの弁 
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高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地上１階）

（換気系統遮断・セル内導出設備）

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備からセルに導出する
ユニットの弁

気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃
ガス処理設備の高レベル廃液ガラス
固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の高
レベル濃縮廃液廃ガス処理系及び不
溶解残渣廃液廃ガス処理系の弁
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計装設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地上２階） 
          （換気系統遮断・セル内導出設備） 
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高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地下４階） 

          （放出影響緩和設備） 

対象なし 
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 高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地下３階） 
          （放出影響緩和設備） 

対象なし 
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対象なし 

高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地下２階）

（放出影響緩和設備）
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気体廃棄物の廃棄施設の換気設備の 
高レベル廃液ガラス固化建屋換気 
設備の高レベル廃液ガラス固化建屋 
排気系のダンパ 

高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地下１階） 
          （放出影響緩和設備） 

可搬型排風機 

計装設備 

可搬型ダンパ 
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高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地上１階） 

          （放出影響緩和設備） 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備からセルに導出する
ユニットの弁 

可搬型ダクト 

可搬型フィルタ 

可搬型ダクト 
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高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための設備の機器配置概要図（地上２階）

（放出影響緩和設備）

計装設備 
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補足説明資料２－３（３６条） 
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系統概要図
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水素爆発を未然に防止するための空気の一括供給の系統概要図

操作対象機器リスト

（一括供給）（第１接続口）

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 水素掃気配管の弁 手動操作 前処理建屋地上１階

（一括供給）（第２接続口）

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

2 水素掃気配管の弁 手動操作 前処理建屋地上１階
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前処理建屋の水素爆発を未然に防止するための空気の供給の系統概要図

（第１接続口）

操作対象機器リスト

（個別供給）（第１接続口）

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 減圧弁 手動操作 前処理建屋地上１階

2 水素掃気配管の弁 手動操作 前処理建屋地上１階

3 流量調節弁 手動操作 前処理建屋地上１階
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前処理建屋の水素爆発を未然に防止するための空気の供給の系統概要図

（第２接続口）

操作対象機器リスト

（個別供給）（第２接続口）

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 減圧弁 手動操作 前処理建屋地上１階

2 流量調節弁 手動操作 前処理建屋地上１階
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分離建屋の水素爆発を未然に防止するための空気の供給の系統

概要図（１／２） 
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操作対象機器リスト

（一括供給）

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 弁 手動操作 分離建屋地下 1 階、地上 1 階、

地上 3 階 

（手動圧縮空気ユニット供給）

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 弁 手動操作 分離建屋地上１階

（個別供給）（第１接続口）

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 弁 手動操作 分離建屋地下 1 階、地上 1 階、

地上 3 階 

（個別供給）（第２接続口）

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 
流量調節弁 手動操作

分離建屋地上１階、地上２階、 

地上３階

2 
弁 手動操作 

分離建屋地上１階、地上２階、 

地上３階

分離建屋の水素爆発を未然に防止するための空気の供給の系統

概要図（２／２）
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精製建屋の水素爆発を未然に防止するための空気の供給の系統概要図 

（１／２）
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操作対象機器リスト

（一括供給）

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 流量調節弁 手動操作 精製建屋 地下１階、

地上２階、地上３階

2 水素掃気配管の弁 手動操作 精製建屋 地下１階、

地上２階、地上３階

（手動圧縮空気ユニット供給）

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 流量調節弁 手動操作 精製建屋 地下１階

2 手動圧縮空気ユニットの弁 手動操作 精製建屋 地下１階、

地上１階

3 機器圧縮空気供給配管の弁 手動操作 精製建屋 地下１階

（個別供給）（第１接続口）

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 流量調節弁 手動操作 精製建屋 地下１階、

地上２階、地上３階

2 機器圧縮空気供給配管の弁 手動操作 精製建屋 地下１階、

地上１階、地上２階、

地上３階

（個別供給）（第２接続口）

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 流量調節弁 手動操作 精製建屋 地下１階、

地上４階

2 減圧弁 手動操作 精製建屋 地上４階

3 機器圧縮空気供給配管の弁 手動操作 精製建屋 地下１階、

地上１階、地上４階

精製建屋の水素爆発を未然に防止するための空気の供給の系統概要図 

（２／２）
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（建屋境界）

硝酸プルトニウム貯槽

一時貯槽

混合槽Ａ

混合槽Ｂ

可搬型空気圧縮機

※１ ※２※１

Ｐ

前処理建屋の
安全圧縮空気

系から

※１ 可搬型重大事故等対処設備
※２ 常設重大事故等対処設備

本図は，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する設
備の２系統の接続口うち，第１接続口の接続例である。第２接続口に接続した場合は系統構成が異なる。
なお，接続金具等の個数及び位置は，ホース敷設ルート毎に異なる。

圧縮空気
ユニット

Ｐ

※２

予備圧縮空気
ユニット

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｐ

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋建屋の水素爆発を未然に防止するため

の空気の供給の系統概要図

操作対象機器リスト 

（一括供給） 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 水素掃気配管の手動弁 手動操作 建屋内（地上１階） 

（個別供給）（第１接続口） 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 水素掃気配管の手動弁 手動操作 建屋内（地下１階） 

（個別供給）（第２接続口） 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 減圧弁 手動操作 建屋内（地上１階） 

2 機器圧縮空気供給配管の手動弁 手動操作 建屋内（地上１階） 
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高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発を未然に防止するための空気の

供給の系統概要図

操作対象機器リスト

（一括供給）

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 弁 手動操作 高レベル廃液ガラス固化建屋

地下３階、地下２階、地下１階、

地上１階

(個別供給)（第１接続口） 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 弁 手動操作 高レベル廃液ガラス固化建屋

地下３階、地下２階、地下１階、

地上１階

（個別供給）（第２接続口）

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 弁 手動操作 高レベル廃液ガラス固化建屋

地下３階、地下２階、地下１階、

地上１階
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前処理建屋の水素爆発の再発を防止するための空気の供給の系統概要図 

操作対象機器リスト

（第１接続口）

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 減圧弁 手動操作 前処理建屋地上１階

2 流量調節弁 手動操作 前処理建屋地上１階

（第２接続口）

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 減圧弁 手動操作 前処理建屋地上１階

2 流量調節弁 手動操作 前処理建屋地上１階、地上２階

174



分離建屋の水素爆発の再発を防止するための空気の供給の系統概要図 

（１／２） 
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操作対象機器リスト 

（第１接続口） 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所 

1 
流量調節弁 手動操作 

分離建屋地下１階、地上２階、

地上３階 

2 
弁 手動操作 

分離建屋地下１階、地上２階、

地上３階 

（第２接続口） 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所 

1 
流量調節弁 手動操作 

分離建屋地上１階、地上２階、

地上３階 

2 
弁 手動操作 

分離建屋地上１階、地上２階、

地上３階 

 

 

 

 

 

分離建屋の水素爆発の再発を防止するための空気の供給の系統概要図 

（２／２） 
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精製建屋の水素爆発の再発を防止するための空気の供給の系統概要図 

（１／２） 
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操作対象機器リスト

（第１接続口）

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 流量調節弁 手動操作 精製建屋 地下１階、

地上２階、地上３階

2 減圧弁 手動操作 精製建屋 地下１階、

地上２階、地上３階

3 機器圧縮空気供給配管の弁 手動操作 精製建屋 地下１階、

地上２階、地上３階

（第２接続口）

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 流量調節弁 手動操作 精製建屋 地下１階、

地上２階、地上３階

2 減圧弁 手動操作 精製建屋 地下１階、

地上２階、地上３階

3 機器圧縮空気供給配管の弁 手動操作 精製建屋 地下１階、

地上２階、地上３階

精製建屋の水素爆発の再発を防止するための空気の供給の系統概要図 

（２／２） 
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ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発の再発を防止するための空

気の供給の系統概要図

操作対象機器リスト 

（第１接続口） 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 減圧弁 手動操作 建屋内（地上２階） 

2 流量調節弁 手動操作 建屋内（地上２階） 

（第２接続口） 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 減圧弁 手動操作 建屋内（地上２階） 

2 流量調節弁 手動操作 建屋内（地上２階） 
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高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発の再発を防止するための空気の

供給の系統概要図 

操作対象機器リスト

（第 1接続口）

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 弁 手動操作 高レベル廃液ガラス固化建屋

地下２階、地下１階、地上１階

（第２接続口）

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 弁 手動操作 高レベル廃液ガラス固化建屋

地下３階、地下２階、地上１階
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前処理建屋の放出低減対策の系統概要図 

操作対象機器リスト

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 弁 手動操作 前処理建屋地下３階、地上２

階、地上１階

2 ダンパ 手動操作 前処理建屋地下４階、地下３

階、地下２階、地上１階、地上

２階、地上３階

3 可搬型排風機 スイッチ操作 前処理建屋地下１階
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分離建屋の放出低減対策の系統概要図 

操作対象機器リスト

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 代替塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁 手動操作 分離建屋地上２階

2 塔槽類廃ガス処理設備からセルに導

出するユニットの手動弁
手動操作 分離建屋地上 1 階、地上２階 

3 可搬型排風機 スイッチ操作 分離建屋地上４階

4 可搬型ダンパ 手動操作 分離建屋地上４階

5 手動ダンパ 手動操作 分離建屋地上４階
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精製建屋の放出低減対策の系統概要図

操作対象機器リスト

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 代替塔槽類廃ガス処理設備の配管の弁 手動操作 精製建屋 地下１階、

地上１階、地上５階

2 塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユ

ニットの弁

手動操作 精製建屋 地上１階、

地上５階

3 代替換気設備のダクトのダンパ 手動操作 精製建屋 地上２階、

地上４階

4 可搬型排風機 スイッチ

操作

精製建屋 地上４階

5 可搬型ダンパ 手動操作 精製建屋 地上４階
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ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の放出低減対策の系統概要図（１／２） 
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操作対象機器リスト 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

1 代替塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁 手動操作 ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋 地上２階 

2 塔槽類廃ガス処理設備からセルに導

出するユニットの隔離弁 

手動操作 ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋 地上２階 

3 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換

気設備のウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋排気系の建屋排風機入口ダン

パ 

手動操作 ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋 地下２階 

4 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換

気設備のウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋排気系のグローブボックス・セ

ル排風機入口ダンパ

手動操作 ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋 地下２階 

5 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換

気設備のウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋排気系のセル入口ダンパ 

手動操作 ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋 地下１階 

6 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換

気設備のウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋排気系のセル出口ダンパ 

手動操作 ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋 地下１階 

7 可搬型ダンパ 手動操作 ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋 地下２階 

8 可搬型排風機 スイッチ操作 建屋内（地下２階） 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の放出低減対策の系統概要図（２／２） 
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高レベル廃液ガラス固化建屋の放出低減対策の系統概要図 

 

操作対象機器リスト 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所 

1 弁 手動操作 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋

地下１階、地上１階 

2 ダンパ 手動操作 高レベル廃液ガラス固化建屋

地下１階 

3 可搬型排風機 スイッチ操作 高レベル廃液ガラス固化建屋

地下１階 
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補足説明資料２－４（３６条）
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容量設定根拠 
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名 称 可搬型空気圧縮機（注１） 

容量 m３／h 

（1台当たり） 

51 以上（注２）（約 450（注３）） 

機器仕様に関する注記 注１：容量約 450m３／hと容量約 220m３／h

の 2種類があり，ここでは容量約

450m３／hのものについて記してい

る。 

注２：要求値を示す 

注３：公称値をしめす。 

【設定根拠】 

可搬型空気圧縮機は，重大事故時に以下の機能を有する。 

 高レベル廃液等を内包する機器の水素掃気機能が喪失した場合，可搬型空

気圧縮機により，水素掃気用安全圧縮空気系，かくはん用安全圧縮空気系又

は発生防止用圧縮空気供給系のうちいずれかの１系統への圧縮空気の供給

を実施し，事故を収束させる。 

可搬型空気圧縮機による水素掃気用安全圧縮空気系，かくはん用安全圧縮

空気系又は発生防止用圧縮空気供給系への圧縮空気の供給が機能しなかっ

た場合は，続けて水素爆発が生じるおそれがないよう上記とは別の空気供給

配管である拡大防止用圧縮空気供給系（２系統以上）のうち，いずれかの１

系統から圧縮空気の供給を実施する。 

また，可搬型空気圧縮機は，前処理建屋，分離建屋及び高レベル廃液ガラ

ス固化建屋に対し個別に圧縮空気を供給する場合と，前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化

建屋に対し一括で圧縮空気を供給する場合がある。 

 可搬型空気圧縮機のうち容量約450m３／hのものの保有数は，４台（うち２

台は故障時バックアップ，１台は待機除外時バックアップ）である。 

１．容量 

可搬型空気圧縮機は，放射線分解により発生する水素による爆発の有効

性評価（再処理事業変更許可申請書添付書類八）において，前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃

液ガラス固化建屋の機器内の水素を未然防止濃度に維持するために必要

な圧縮空気流量を51m３／hとしていることから，可搬型空気圧縮機につい
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ても同様に51m３／h以上とし，公称値を約450m３／hとする。 
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名 称 分離建屋の水素爆発に対処するための
設備の水素爆発未然防止設備の重大事
故等対処設備の圧縮空気貯槽  

数量 基 ３ 

容量 m３ 

（1基当たり） 

5.5 

圧力 ＭＰａ 0.69以上 

機器仕様に関する注記 

【設定根拠】 

分離建屋の水素爆発に対処するための設備の水素爆発未然防止設備の常設

重大事故等対処設備の圧縮空気貯槽（以下，本シートでは「圧縮空気貯槽」

という。）は，重大事故時に以下の機能を有する。 

圧縮空気貯槽は，分離建屋の圧縮空気設備の安全圧縮空気系が停止した場

合において，自動で 24時間持続して水素掃気を行う。 

１．数量，容量及び圧力 

圧縮空気貯槽の全容量を16.5m３，圧力を0.69MPaとした場合の，圧縮空気

貯槽からの圧縮空気の供給を考慮した未然防止濃度到達までの時間は，24

時間以上が確保される。（別添(1)参照） 

したがって，圧力0.69MPa以上，容量を5.5m３／基の空気貯槽を３基とす

る。 
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名 称 精製建屋の水素爆発に対処するための
設備の水素爆発未然防止設備の重大事
故等対処設備の圧縮空気貯槽  

数量 基 ２（容量 2.5m３） 

３（容量５m３） 

容量 m３ 

（1基当たり） 

2.5 

５ 

圧力 ＭＰａ 0.69以上 

機器仕様に関する注記 

【設定根拠】 

精製建屋の水素爆発に対処するための設備の水素爆発未然防止設備の常設

重大事故等対処設備の圧縮空気貯槽（以下，本シートでは「圧縮空気貯槽」

という。）は，重大事故時に以下の機能を有する。 

圧縮空気貯槽は，精製建屋の圧縮空気設備の安全圧縮空気系が停止した場

合において，自動で 24時間持続して水素掃気を行う。 

１．数量，容量及び圧力 

圧縮空気貯槽の全容量を20m３，圧力を0.69MPaとした場合の，圧縮空気貯

槽からの圧縮空気の供給を考慮した未然防止濃度到達までの時間は，24時

間以上が確保される。（別添(1)参照） 

したがって，圧力0.69ＭＰａ以上，容量を2.5m３／基の空気貯槽を２基，

容量５m３／基の空気貯槽を３基とする。 
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名 称 可搬型空気圧縮機（注１） 

容量 m３／h 

（1 台当たり） 

3.0 以上（注２）（約 220（注３）） 

 

機器仕様に関する注記 注１：容量約 450m３／hと容量約 220m３／h

の 2種類があり，ここでは容量約

220m３／h のものについて記してい

る。 

注２：要求値を示す 

注３：公称値をしめす。 

【設定根拠】 

可搬型空気圧縮機は，重大事故時に以下の機能を有する。 

 

 高レベル廃液等を内包する機器の水素掃気機能が喪失した場合，可搬型

空気圧縮機により，水素掃気用安全圧縮空気系，かくはん用安全圧縮空気

系又は発生防止用圧縮空気供給系のうちいずれかの１系統への圧縮空気の

供給を実施し，事故を収束させる。 

可搬型空気圧縮機による水素掃気用安全圧縮空気系，かくはん用安全圧

縮空気系又は発生防止用圧縮空気供給系への圧縮空気の供給が機能しなか

った場合は，続けて水素爆発が生じるおそれがないよう上記とは別の空気

供給配管である拡大防止用圧縮空気供給系（２系統以上）のうち，いずれ

かの１系統から圧縮空気の供給を実施する。 

また，可搬型空気圧縮機は，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋に対し，個別に圧縮空気を供給する。 
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可搬型空気圧縮機のうち容量約 220m３／h のものの保有数は，４台（うち

２台は故障時バックアップ，１台は待機除外時バックアップ）である。 

１．容量 

可搬型空気圧縮機は，放射線分解により発生する水素による爆発の有

効性評価（再処理事業変更許可申請書添付書類八）において，精製建屋

及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の機器内の水素を未然防止濃度

に維持するために必要な圧縮空気流量を 3.0m３／h としていることから，

可搬型空気圧縮機についても同様に 3.0m３／h以上とし，公称値を約 220m

３／h とする。 
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名 称 可搬型排風機 

容量 m３／h 

（1 台当たり） 

約 2,400ｍ３／ｈ（注１） 

機器仕様に関する注記 注１：公称値をしめす。 

【設定根拠】 

可搬型排風機は，重大事故時に以下の機能を有する。 

 放射性物質を含む気体を導出したセルからの放射性物質の経路外放出を

防止するため，可搬型フィルタ（高性能粒子フィルタ）を有する放出影響

緩和設備を通じて主排気筒から大気中へ管理放出する。 

可搬型排風機の保有数は以下の通り。 

・前処理建屋の水素爆発に対処するための設備の放出影響緩和設備の可搬

型重大事故等対処設備の可搬型排風機 

４台（うち２台は故障時バックアップ，１台は待機除外時バックアッ

プ） 

・分離建屋の水素爆発に対処するための設備の放出影響緩和設備の可搬型

重大事故等対処設備の可搬型排風機 

３台（うち２台は故障時バックアップ） 

・精製建屋の水素爆発に対処するための設備の放出影響緩和設備の可搬型

重大事故等対処設備の可搬型排風機 

３台（うち２台は故障時バックアップ） 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発に対処するための設備の
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放出影響緩和設備の可搬型重大事故等対処設備の可搬型排風機 

３台（うち２台は故障時バックアップ） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための設備の放出影

響緩和設備の可搬型重大事故等対処設備の可搬型排風機 

３台（うち２台は故障時バックアップ） 

１．容量 

沸騰による水素発生量の増加を考慮した，機器内の水素濃度を未然防

止濃度に維持するために必要な圧縮空気流量に対し余裕を考慮した流量

は，流量が最大となる建屋において約 78m３／h である。（添付(2)参照） 

圧縮空気の供給による導出先セルからの経路外放出を防止するため，

約 78m３／h に対し余裕のある容量として，公称値を約 2,400ｍ３／ｈとす

る。 
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別添(1) 

１. 未然防止濃度到達までの時間について

(１) 圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットを用いない場合の時間余裕

ａ．評価の方法 

機器内の水素濃度が未然防止濃度に到達する時間を以下の通り評価する。 

水素発生速度を下式より求める。 

水相のみの場合， 

Ｆ
Ｈ

２

＝8.36×10－６×Ｖ
ａｑ

× (Ｑ
α，ａｑ

×Ｇ
α，ａｑ

＋Ｑ
βγ，ａｑ

×Ｇ
βγ，ａｑ

)

ここで， 

Ｆ
Ｈ

２

：水素発生速度（ｍ３／ｈ［ｎｏｒｍａｌ］） 

Ｖａｑ：水相の液量（ｍ３） 

Ｑα，ａｑ：機器内の水相の単位液量あたりのα崩壊熱量（Ｗ／ｍ３） 

Ｑβγ，ａｑ：機器内の水相の単位液量あたりの βγ崩壊熱量 

（Ｗ／ｍ３） 

Ｇα，ａｑ：水相での α 線のＧ値（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ／100ｅＶ） 

Ｇβγ，ａｑ：水相でのβγ線のＧ値（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ／100ｅＶ） 

有機相のみの場合，  

Ｆ
Ｈ

２

＝8.36×10－６×Ｖ
ｏｒｇ

× (Ｑ
α，ｏｒｇ

×Ｇ
α，ｏｒｇ

＋Ｑ
βγ，ｏｒｇ

×Ｇ
βγ，ｏｒｇ

)

ここで， 

Ｖｏｒｇ：有機相の液量（ｍ３） 

Ｑα，ｏｒｇ：機器内の有機相の単位液量あたりのα崩壊熱量 

（Ｗ／ｍ３） 

Ｑβγ，ｏｒｇ：機器内の有機相の単位液量あたりの βγ 崩壊熱量（Ｗ／ｍ３） 

Ｇα，ｏｒｇ：有機相でのα線のＧ値（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ／100ｅＶ） 
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Ｇβγ，ｏｒｇ：有機相での βγ線のＧ値 

（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ／100ｅＶ） 

水相及び有機相が混在する場合， 

Ｆ
Ｈ

２

＝8.36×10－６× {Ｖ
ａｑ

× (Ｑ
α，ａｑ

×Ｇ
α，ａｑ

＋

Ｖ
ａｑ

×Ｑ
βγ，ａｑ

＋Ｖ
ｏｒｇ

×Ｑ
βγ，ｏｒｇ

Ｖ
ａｑ

＋Ｖ
ｏｒｇ

×Ｇ
βγ，ａｑ

)＋

Ｖ
ｏｒｇ

× (Ｑ
α，ｏｒｇ

×Ｇ
α，ｏｒｇ

＋

Ｖ
ａｑ

×Ｑ
βγ，ａｑ

＋Ｖ
ｏｒｇ

×Ｑ
βγ，ｏｒｇ

Ｖ
ａｑ

＋Ｖ
ｏｒｇ

×Ｇ
βγ，ｏｒｇ

)}

次に，水素発生速度を用いて，気相部の初期水素濃度を下式より求める。 

Ｃ
０
＝

Ｆ
Ｈ

２

Ｆ
Ｈ

２

+ｆ
ａｉｒ

×100 

ここで， 

Ｃ０：初期水素濃度（ｖｏｌ％） 

ｆａｉｒ：水素掃気用安全圧縮空気流量（ｍ３／ｈ［ｎｏｒｍａｌ］） 

さらに，水素発生速度及び気相部の初期水素濃度を用いて，未然防止濃度到

達までの時間を下式より求める。 

ｔ
ｍａｒ

＝
８-Ｃ

０

100
×

Ｖ
ｇａｓ

Ｆ
Ｈ

２

ここで， 

ｔｍａｒ：未然防止濃度到達までの時間（ｈ） 

Ｖｇａｓ：機器の空間容量（ｍ３） 

ｂ．未然防止濃度到達までの時間の評価条件 

評価条件を第１表に示す。 
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(２) 圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットを用いた場合の時間余裕

ａ．評価の方法 

水素掃気機能が喪失した場合に，重大事故等対処施設の放射線分解により発

生する水素による爆発に対処するための設備の分離建屋の水素爆発に対処する

ための設備の常設重大事故等対処設備の圧縮空気貯槽及び重大事故等対処施設

の放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備の精製建屋

の水素爆発に対処するための設備の常設重大事故等対処設備の圧縮空気貯槽

（以下１.では「圧縮空気貯槽」という。）並びに重大事故等対処施設の放射線

分解により発生する水素による爆発に対処するための設備のウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋の水素爆発に対処するための設備の常設重大事故等対処設備

の圧縮空気ユニット（以下１.では「圧縮空気ユニット」という。）から水素爆

発を想定する機器に圧縮空気の供給が継続される時間を以下のとおり評価する。 

水素爆発を想定する機器内の水素濃度を８ｖｏｌ％以下に維持するために必

要な圧縮空気流量及び平常運転時の水素掃気用安全圧縮空気系からの圧縮空気

流量の比率を下式により求める。 

Ｆ
ｒａｔｉｏ

＝
Ｆ

８ｖｏｌ％

Ｆ
ｄｅｓｉｇｎ

ここで， 

Ｆ
ｒａｔｉｏ

：水素爆発を想定する機器内の水素濃度を８ｖｏｌ％以下に維持

するために必要な圧縮空気流量及び平常運転時の水素掃気用

安全圧縮空気系からの圧縮空気流量の比率（－） 

Ｆ
８ｖｏｌ％

：水素爆発を想定する機器内の水素濃度を８ｖｏｌ％以下に維持

するために必要な圧縮空気流量（ｍ３／ｈ［ｎｏｒｍａｌ］） 

Ｆ
ｄｅｓｉｇｎ

：平常運転時の水素掃気用安全圧縮空気系からの圧縮空気流量

（ｍ３／ｈ［ｎｏｒｍａｌ］） 
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得られた比率に，平常運転時において水素爆発を想定する機器にそれぞれ供

給されている圧縮空気の流量の建屋毎の和をかけることで，水素爆発を想定す

る機器内の水素濃度を８ｖｏｌ％以下に維持できる圧縮空気を供給するために

必要な建屋入口での圧縮空気流量を求めることができる。 

水素掃気機能が喪失した直後に，圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットから供

給される圧縮空気流量を初期圧縮空気流量とする。圧縮空気の供給に伴い圧縮

空気貯槽又は圧縮空気ユニットの圧縮空気ボンベの圧力が減少し，供給される

空気流量も減少する。圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットからの供給開始後１

分毎の圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットの圧縮空気ボンベの圧力の減少は下

式により求める。 

ΔＰ＝0.1013×
Ｆ

ｓｅｒｖｅ

60
×

1

Ｖ
×

Ｔ＋273.15

273.15

ここで， 

ΔＰ ：同一の空気流量で圧縮空気を１分間供給したときの圧力の減少量

（ＭＰａ） 

Ｆ
ｓｅｒｖｅ

：圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットから供給される各建屋入口

での圧縮空気流量（ｍ３／ｈ） 

Ｖ ：圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットの圧縮空気ボンベの体積（ｍ３） 

Ｔ ：空気温度（℃） 

圧力減少に伴う空気供給流量の減少は下式により求める。 

Ｆ’
ｓｅｒｖｅ

＝Ｆ
ｓｅｒｖｅ

×(
Ｐ

ｈｅａｄｅｒ
－ΔＰ

Ｐ
ｈｅａｄｅｒ

)

２

ここで， 

Ｆ’
ｓｅｒｖｅ

：圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットから供給される減圧後の

各建屋入口での圧縮空気流量（ｍ３／ｈ） 
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Ｐ
ｈｅａｄｅｒ

：圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットの圧縮空気ボンベの圧力

（ＭＰａ） 

圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットから供給される減圧後の各建屋

入口での圧縮空気流量が水素爆発を想定する機器内の水素濃度を８

ｖｏｌ％以下に維持できる圧縮空気を供給するために必要な建屋入口での圧縮

空気流量を下回るまで圧力減少及び供給流量減少の評価を繰り返し，圧縮空気

貯槽又は圧縮空気ユニットから水素爆発を想定する機器に圧縮空気の供給が継

続される時間を求める。 

圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットは，各建屋の水素掃気用安全圧縮空気系に設置

するため，水素掃気機能が喪失した場合に，各建屋に設置されている全ての水素爆

発を想定する機器に圧縮空気を自動で供給する。一方で，分離建屋，精製建屋及び

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に設置されている水素爆発を想定する機器の時

間余裕は最短で 0.20 時間，最長で 7800 時間であり，全ての機器に圧縮空気貯槽又

は圧縮空気ユニットからの圧縮空気の供給がなされ，時間余裕の延長が期待される。

上記の計算により得られた圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットから水素爆発を想

定する機器に圧縮空気の供給が継続される時間及び圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユ

ニットからの圧縮空気の供給を期待しない場合の未然防止濃度到達までの時間を

比較し，大きい方を時間余裕として採用する。 
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第１表 放射線分解により発生する水素による爆発の未然防止濃度到達時間の評価条件 

建屋 機器名 

水相 有機相 
水素掃気用安全

圧縮空気流量 

（ｍ３／ｈ 

［ｎｏｒｍａｌ］） 

評価用 

空間 

容量 

（ｍ３） 

液量 

（ｍ３） 

ＮＯ３
―

濃度 

（ｍｏｌ 

／Ｌ） 

崩壊熱密度 Ｇ値 

液量 

(ｍ３) 

崩壊熱密度 Ｇ値 

α 

（Ｗ／ｍ３） 

βγ 

（Ｗ／ｍ３） 

α βγ 
α 

（Ｗ／ｍ３） 

βγ 

（Ｗ／ｍ３） 

α βγ 

（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ 

／100ｅＶ） 

（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ 

／100ｅＶ） 

前処

理建

屋 

ハル洗浄槽 0.020 0.0 1.2×10１ 1.1×10２ 1.4 0.45 － － － － － 0.12 0.038 

水バッファ槽 0.0 6.2 1.4×10１ 1.4 0.45 － － － － － 0.36 0.69 

中間ポット 3.0 1.7×10２ 4.4×10２ 0.11 0.042 － － － － － 0.37 0.060 

中継槽 7.0 3.0 1.7×10２ 4.4×10２ 0.11 0.042 － － － － － 0.36 2.7 

リサイクル槽 2.0 3.0 1.7×10２ 4.4×10２ 0.11 0.042 － － － － － 0.36 0.47 

不溶解残渣回収槽 5.0 0.17 1.7×10－２ 3.3 0.86 0.24 － － － － － 3.6 2.4 

計量前中間貯槽 25 3.0 1.7×10２ 4.4×10２ 0.11 0.042 － － － － － 0.83 7.8 

計量・調整槽 25 3.0 1.2×10２ 3.5×10２ 0.11 0.042 － － － － － 0.63 7.8 

計量後中間貯槽 25 3.0 1.2×10２ 3.5×10２ 0.11 0.042 － － － － － 0.63 7.8 

計量補助槽 7.0 3.0 1.2×10２ 3.5×10２ 0.11 0.042 － － － － － 0.36 1.6 

については商業機密の観点から公開できません。

202



（つづき） 

建屋 機器名 

水相 有機相 
水素掃気用安全

圧縮空気流量 

（ｍ３／ｈ 

［ｎｏｒｍａｌ］） 

評価用 

空間 

容量 

(ｍ３) 

液量 

（ｍ３） 

ＮＯ３
―

濃度 

（ｍｏｌ 

／Ｌ） 

崩壊熱密度 Ｇ値 

液量 

(ｍ３) 

崩壊熱密度 Ｇ値 

α 

（Ｗ／ｍ３） 

βγ 

（Ｗ／ｍ３） 

α βγ 
α 

（Ｗ／ｍ３） 

βγ 

（Ｗ／ｍ３） 

α βγ 

（Ｍｏｌｅｃｕｌｅ

ｓ／100ｅＶ） 

（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ 

／100ｅＶ） 

分離 

建屋 

抽出塔 3.0 7.9×10１ 3.2×10２ 0.11 0.042 3.8×10１ 1.8×10１ 3.0 3.0 0.50 0.22 

第１洗浄塔 3.0 2.9×10１ 8.6×10１ 0.11 0.042 3.8×10１ 1.8×10１ 3.0 3.0 0.36 0.22 

第２洗浄塔 4.2 1.1×10１ 1.1 0.059 0.034 3.1×10１ 3.5×10－１ 3.0 3.0 0.36 0.22 

ＴＢＰ洗浄塔 2.8 4.1×10１ 3.2×10２ 0.11 0.044 － 2.2 － 7.0 0.68 0.058 

溶解液中間貯槽 25 3.0 1.2×10２ 3.5×10２ 0.11 0.042 － － － － － 0.59 11 

溶解液供給槽 6.0 3.0 1.2×10２ 3.5×10２ 0.11 0.042 － － － － － 0.36 2.3 

抽出廃液受槽 15 2.8 4.1×10１ 2.5×10２ 0.11 0.044 － － － － － 0.36 4.4 

抽出廃液中間貯槽 20 2.8 4.1×10１ 2.5×10２ 0.11 0.044 － － － － － 0.36 4.1 

抽出廃液供給槽 60 2.6 4.1×10１ 2.5×10２ 0.12 0.045 － － － － － 0.83 18 

プルトニウム分配塔 1.5 2.9×10２ 5.2×10－１ 0.22 0.065 3.5×10１ 1.7×10－１ 3.0 3.0 0.36 0.29 

ウラン洗浄塔 1.5 2.9×10２ 5.2×10－１ 0.22 0.065 8.1×10１ 1.4×10－１ 3.0 3.0 0.36 0.049 

プルトニウム洗浄器 0.5 3.8 4.6×10－１ 0.63 0.16 3.5 1.6×10－１ 3.0 3.0 0.36 1.1 

プルトニウム溶液受槽 3.0 1.7 2.4×10２ － 0.19 － － － － － － 0.36 0.15 

プルトニウム溶液中間貯槽 3.0 1.7 2.4×10２ － 0.19 － － － － － － 0.36 0.15 

第１一時貯留処理槽 3.0 7.9×10１ 3.2×10２ 0.11 0.042 3.8×10１ 1.8×10１ 3.0 3.0 0.50 0.15 

第２一時貯留処理槽 3.0 1.5 2.9×10２ 5.2×10－１ 0.22 0.065 － － － － － 0.36 0.15 

第３一時貯留処理槽 20 3.0 8.9×10１ 3.2×10２ 0.11 0.042 － － － － － 0.36 11 

第４一時貯留処理槽 20 2.8 4.9×10１ 3.2×10２ 0.11 0.044 － － － － － 0.36 11 

第５一時貯留処理槽 － － － － － － 3.0 4.3×10－１ 1.8×10１ 3.0 3.0 0.36 0.15 

第６一時貯留処理槽 2.8 2.0×10２ 1.3×10３ 0.11 0.044 2.6 7.1×10１ 3.0 3.0 1.1 1.0 

第７一時貯留処理槽 3.0 8.9×10１ 3.2×10２ 0.11 0.042 － － － － － 0.36 0.020 

第８一時貯留処理槽 1.5 2.9×10２ 5.2×10－１ 0.22 0.065 3.5×10１ 1.7×10－１ 3.0 3.0 0.36 0.070 

第９一時貯留処理槽 － － － － － － 10 4.3×10－１ 1.8×10１ 3.0 3.0 0.36 3.6 

第 10 一時貯留処理槽 0.15 1.2×10－２ 3.8×10－１ 0.89 0.30 1.4×10－２ 3.5×10－２ 3.0 3.0 0.36 3.6 

第１洗浄器 0.15 － 5.3×10－１ － 0.30 － 2.9×10－２ － 3.0 0.36 1.9 

高レベル廃液供給槽 20 2.6 1.7×10１ 1.1×10２ 0.12 0.046 － － － － － 3.8 4.5 

高レベル廃液濃縮缶 22 2.0 5.0×10２ 3.2×10３ 0.17 0.053 － － － － － 4.2 31 

については商業機密の観点から公開できません。
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（つづき） 

建屋 機器名 

水相 有機相 
水素掃気用安全

圧縮空気流量 

（ｍ３／ｈ 

［ｎｏｒｍａｌ］） 

評価用 

空間 

容量 

(ｍ３) 

液量 

（ｍ３） 

ＮＯ３
―

濃度 

（ｍｏｌ 

／Ｌ） 

崩壊熱密度 Ｇ値 

液量 

 (ｍ３) 

崩壊熱密度 Ｇ値 

α 

(Ｗ／ｍ３) 

βγ 

（Ｗ／ 

ｍ３） 

α βγ 
α 

（Ｗ／ｍ３） 

βγ 

（Ｗ／ 

ｍ３） 

α βγ 

（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ

／100ｅＶ） 

（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ 

／100ｅＶ） 

精製 

建屋 

プルトニウム溶液供給槽 1.7 2.4×10２ － 0.19 － － － － － － 0.36 0.26 

抽出塔 4.3 1.8×10２ － 0.060 － 3.9×10２ － 3.0 － 0.36 0.019 

核分裂生成物洗浄塔 1.0 9.0×10１ － 0.43 － 3.9×10２ － 3.0 － 0.36 0.019 

逆抽出塔 0.27 9.3×10２ － 0.77 － 4.2×10２ － 3.0 － 0.36 0.019 

ウラン洗浄塔 0.91 9.3×10２ － 0.46 － 4.4×10２ － 3.0 － 0.36 0.0016 

補助油水分離槽 0.91 9.3×10２ － 0.46 － － － － － － 0.040 0.0076 

ＴＢＰ洗浄器 0.91 9.3×10２ － 0.46 － 3.5 － 7.0 － 0.36 0.059 

プルトニウム溶液受槽 1.5 9.3×10２ － 0.20 － － － － － － 0.36 0.088 

油水分離槽 1.5 9.3×10２ － 0.20 － － － － － － 0.36 0.11 

プルトニウム濃縮缶供給槽 3.0 1.5 9.3×10２ － 0.20 － － － － － － 0.36 0.18 

プルトニウム溶液一時貯槽 3.0 1.5 9.3×10２ － 0.20 － － － － － － 0.36 0.19 

プルトニウム濃縮缶 7.0 8.6×10３ － 0.048 － － － － － － 0.36 0.24 

プルトニウム濃縮液受槽 7.0 8.6×10３ － 0.048 － － － － － － 0.50 0.13 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 1.5 7.0 8.6×10３ － 0.048 － － － － － － 0.72 0.10 

プルトニウム濃縮液計量槽 7.0 8.6×10３ － 0.048 － － － － － － 0.50 0.13 

リサイクル槽 7.0 8.6×10３ － 0.048 － － － － － － 0.50 0.13 

希釈槽 2.5 1.5 9.3×10２ － 0.20 － － － － － － 1.1 0.11 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 7.0 8.6×10３ － 0.048 － － － － － － 0.50 0.13 

第１一時貯留処理槽 1.5 4.3×10１ － 0.23 － 2.5×10２ － 3.0 － 0.36 0.12 

第２一時貯留処理槽 1.5 4.1×10２ － 0.23 － 3.7×10１ － 3.0 － 0.36 0.12 

第３一時貯留処理槽 3.0 1.5 4.1×10２ － 0.23 － － － － － － 0.36 0.18 

第４一時貯留処理槽 － － － － － － 3.7 － 3.0 － 0.36 0.13 

第７一時貯留処理槽 1.5 3.3×10２ － 0.23 － － － － － － 0.36 2.8 

については商業機密の観点から公開できません。
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（つづき） 

建屋 機器名 

水相 有機相 

水素掃気用安全

圧縮空気流量 

（ｍ３／ｈ 

［ｎｏｒｍａｌ］） 

評価用 

空間容

量 

(ｍ３) 

液量 

（ｍ３） 

ＮＯ３
―

濃度 

（ｍｏｌ 

／Ｌ） 

崩壊熱密度 Ｇ値 

液量 

(ｍ３) 

崩壊熱密度 Ｇ値 

α 

(Ｗ／ｍ３) 

βγ 

（Ｗ／ｍ３） 

α βγ 

α 

（Ｗ／ｍ３） 

βγ 

（Ｗ／ｍ３） 

α βγ 

（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ

／100ｅＶ） 

（Ｍｏｌｅｃｕｌｅ

ｓ 

／100ｅＶ） 

ウラン・

プルトニ

ウム混合

脱硝建屋

硝酸プルトニウム貯槽 1.0 7.0 8.6×10３ － 0.048 － － － － － － 0.66 0.33 

混合槽 1.0 4.3 5.3×10３ － 0.059 － － － － － － 0.66 0.33 

一時貯槽 1.0 7.0 8.6×10３ － 0.048 － － － － － － 0.66 0.33 

高レベル

廃液ガラ

ス固化建

屋

高レベル濃縮廃液貯槽 120 2.0 4.4×10２ 2.8×10３ 0.0085 0.0030 － － － － － 25 12 

高レベル濃縮廃液一時貯槽 25 2.0 5.0×10２ 3.2×10３ 0.0085 0.0030 － － － － － 5.7 7.6 

高レベル廃液混合槽 20 0.17 5.0×10２ 3.2×10３ 0.014 0.0050 － － － － － 7.7 7.9 

供給液槽 5.0 0.090 5.0×10２ 3.2×10３ 0.014 0.0050 － － － － － 2.1 3.3 

供給槽 2.0 2.0 5.0×10２ 3.2×10３ 0.014 0.0050 － － － － － 0.73 1.1 

不溶解残渣廃液一時貯槽 5.0 0.090 1.7×10－２ 3.3 0.86 0.24 － － － － － 3.5 3.8 

不溶解残渣廃液貯槽 70 1.0 7.5×10－３ 1.5 0.97 0.30 － － － － － 21 20 

高レベル廃液共用貯槽 

（高レベル濃縮廃液貯蔵時） 
120 1.0 4.4×10２ 2.8×10３ 0.0085 0.0030 － － － － － 25 7.3 

高レベル廃液共用貯槽 

（不溶解残渣廃液貯蔵時） 
70 1.0 7.5×10－３ 1.5 0.97 0.30 － － － － － 25 57 
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第２表 圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットからの圧縮空気の供給継続時間の評価条件 

必要貯槽体積 蓄積圧力 
圧縮空気貯槽／ 

圧縮空気ボンベ体積 
基数／本数 

分離建屋 16.5ｍ３ 0.69ＭＰａ 5.5ｍ３／基 ３基 

精製建屋 20ｍ３ 0.69ＭＰａ 
2.5ｍ３／基 

５ｍ３／基 

２基 

３基 

ウラン・

プルトニウム

混合脱硝建屋

0.14ｍ３ 14.7ＭＰａ 0.047ｍ３／本 ３本 

206



第３表 未然防止濃度到達までの時間 

建屋 機器名 
圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニ

ットがない場合の時間余裕（ｈ） 

圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニ

ットがある場合の時間余裕（ｈ） 

前処理建屋 

ハル洗浄槽 280 － 

水バッファ槽 86 － 

中間ポット 120 － 

中継槽 94 － 

リサイクル槽 60 － 

不溶解残渣回収槽 5700 － 

計量前中間貯槽 73 － 

計量・調整槽 97 － 

計量後中間貯槽 97 － 

計量補助槽 75 － 

207



（つづき） 

建屋 機器名 
圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニ
ットがない場合の時間余裕（ｈ） 

圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニ
ットがある場合の時間余裕（ｈ） 

分離建屋 

抽出塔 2.8 24 
第１洗浄塔 4.7 24 
第２洗浄塔 10 24 
ＴＢＰ洗浄塔 0.80 24 
溶解液中間貯槽 130 130 
溶解液供給槽 130 130 

抽出廃液受槽 170 170 

抽出廃液中間貯槽 110 110 

抽出廃液供給槽 160 160 

プルトニウム分配塔 8.1 24 
ウラン洗浄塔 7.1 24 
プルトニウム洗浄器 430 430 
プルトニウム溶液受槽 10 24 
プルトニウム溶液中間貯槽 10 24 

第１一時貯留処理槽 1.4 24 

第２一時貯留処理槽 7.2 24 

第３一時貯留処理槽 200 200 

第４一時貯留処理槽 240 240 

第５一時貯留処理槽 8.3 24 

第６一時貯留処理槽 6.8 24 

第７一時貯留処理槽 2.9 24 

第８一時貯留処理槽 1.7 25 

第９一時貯留処理槽 53 53 

第 10一時貯留処理槽 7800 7800 

第１洗浄器 3500 3500 

高レベル廃液供給槽 310 310 

高レベル廃液濃縮缶 48 48 
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（つづき） 

建屋 機器名 
圧縮空気貯槽又は圧縮空気
ユニットがない場合の時間

余裕（ｈ） 

圧縮空気貯槽又は圧縮空気
ユニットがある場合の時間

余裕（ｈ） 

精製建屋 

プルトニウム溶液供給槽 13 45 
抽出塔 0.80 43 
核分裂生成物洗浄塔 1.0 45 
逆抽出塔 0.50 32 
ウラン洗浄塔 0.20 45 
補助油水分離槽 1.9 45 
ＴＢＰ洗浄器 24 45 
プルトニウム溶液受槽 4.8 45 

油水分離槽 6.0 45 

プルトニウム濃縮缶供給槽 2.6 24 
プルトニウム溶液一時貯槽 2.7 24 
プルトニウム濃縮缶 26 45 
プルトニウム濃縮液受槽 2.8 32 
プルトニウム濃縮液一時貯槽 1.4 30 
プルトニウム濃縮液計量槽 2.8 32 
リサイクル槽 2.8 32 
希釈槽 2.2 56 
プルトニウム濃縮液中間貯槽 2.8 32 
第１一時貯留処理槽 3.0 28 
第２一時貯留処理槽 7.4 45 
第３一時貯留処理槽 5.6 33 
第４一時貯留処理槽 61 61 
第７一時貯留処理槽 27 27 
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（つづき） 

建屋 機器名 

圧縮空気貯槽又は圧縮空気

ユニットがない場合の時間

余裕（ｈ） 

圧縮空気貯槽又は圧縮空気

ユニットがある場合の時間

余裕（ｈ） 

ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋 

硝酸プルトニウム貯槽 7.1 24 

混合槽 9.6 33 

一時貯槽 7.1 24 

高レベル廃液ガラス固化建

屋 

高レベル濃縮廃液貯槽 84 － 

高レベル濃縮廃液一時貯槽 210 － 

高レベル廃液混合槽 160 － 

供給液槽 280 － 

供給槽 230 － 

不溶解残渣廃液一時貯槽 9100 － 

不溶解残渣廃液貯槽 6100 － 

高レベル廃液共用貯槽 ※ 

（高レベル濃縮廃液貯蔵時） 
48 － 

※ 不溶解残渣廃液貯蔵時は 17000ｈ。
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添付(2) 

沸騰による水素発生量の増加を考慮した 

機器内の水素濃度を未然防止濃度に維持するために必要な圧縮空気流量に対し， 

余裕を考慮した流量について 

沸騰による具体的な水素発生量の増加度合いは文献等で明確に記載されてい

ないことから、沸騰時水素発生速度は以下の係数を乗じることにより求める。 

・水素発生速度を 2 倍にする（ただし、液深効果でＧ値を 1/20 にしている機

器は 40倍）

未然防止濃度（水素濃度４vol％）を維持するための圧縮空気流量は，水素発

生速度／0.04 とし，更に 1.5 倍の余裕を考慮した。また，機器 1 基当たりの圧

縮空気流量が３×10－２ｍ３／h 未満の場合は，圧縮空気流量を３×10－２ｍ３／h

とした。 

機器毎及び建屋毎の圧縮空気流量を第 1 表～第５表に示す。 

このうち，圧縮空気流量が最大となる建屋は高レベル廃液ガラス固化建屋で

あって，圧縮空気流量は 78m３／hである。 
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第 1 表 必要圧縮空気流量（前処理建屋） 

機器名称 

非沸騰時 沸騰時 
水素発生 
速度 

（Ｎｍ３／ｈ） 

水素発生 
速度 

（Ｎｍ３／ｈ） 

４vol%維持 
掃気流量 

（Ｎｍ３／ｈ） 

４vol%維持 
掃気流量×1.5 
（Ｎｍ３／ｈ） 

ハル洗浄槽 A(外側) 1.08E-05 1.08E-05 0.02 0.03 

ハル洗浄槽 B(外側) 1.08E-05 1.08E-05 0.02 0.03 

水バッファ槽 6.22E-04 6.22E-04 0.02 0.03 

中継槽 A 2.11E-03 4.23E-03 0.11 0.16 

中継槽 B 2.11E-03 4.23E-03 0.11 0.16 

リサイクル槽 A 6.04E-04 1.21E-03 0.03 0.05 

リサイクル槽 B 6.04E-04 1.21E-03 0.03 0.05 

不溶解残渣回収槽 A 3.35E-05 3.35E-05 0.02 0.03 

不溶解残渣回収槽 B 3.35E-05 3.35E-05 0.02 0.03 

計量前中間貯槽 A 7.55E-03 1.51E-02 0.38 0.57 

計量前中間貯槽 B 7.55E-03 1.51E-02 0.38 0.57 

計量・調整槽 5.68E-03 1.14E-02 0.28 0.43 

計量後中間貯槽 5.68E-03 1.14E-02 0.28 0.43 

計量補助槽 1.59E-03 3.18E-03 0.08 0.12 

中間ポット A 3.93E-05 7.85E-05 0.02 0.03 

中間ポット B 3.93E-05 7.85E-05 0.02 0.03 

合計 3.43E-02 6.79E-02 1.81 2.72 
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第２表 必要圧縮空気流量（分離建屋） 

機器名称 

非沸騰時 沸騰時 
水素発生 
速度 

（Ｎｍ３／ｈ） 

水素発生 
速度 

（Ｎｍ３／ｈ） 

４vol%維持 
掃気流量 

（Ｎｍ３／ｈ） 

４vol%維持 
掃気流量×1.5 
（Ｎｍ３／ｈ） 

抽出塔 5.29E-03 5.29E-03 0.132 0.20 

第１洗浄塔 3.28E-03 3.28E-03 0.0820 0.12 

第２洗浄塔 1.53E-03 1.53E-03 0.0382 0.06 

ＴＢＰ洗浄塔 4.88E-03 4.88E-03 0.122 0.18 

プルトニウム分配塔 2.59E-03 2.59E-03 0.0647 0.10 

ウラン洗浄塔 5.38E-04 5.38E-04 0.0200 0.03 

プルトニウム洗浄器 2.03E-04 2.03E-04 0.0200 0.03 

プルトニウム溶液受槽 1.14E-03 1.14E-03 0.029 0.04 

プルトニウム溶液中間貯槽 1.14E-03 1.14E-03 0.029 0.04 

第１一時貯留処理槽 6.77E-03 1.35E-02 0.338 0.51 

第２一時貯留処理槽 1.56E-03 1.56E-03 0.039 0.06 

第３一時貯留処理槽 3.80E-03 7.61E-03 0.190 0.29 

第４一時貯留処理槽 3.19E-03 6.38E-03 0.159 0.24 

第５一時貯留処理槽 1.36E-03 1.36E-03 0.034 0.05 

第６一時貯留処理槽 1.03E-02 2.06E-02 0.515 0.77 

第７一時貯留処理槽 5.32E-04 1.06E-03 0.027 0.04 

第８一時貯留処理槽 2.93E-03 5.86E-03 0.147 0.22 

第９一時貯留処理槽 4.55E-03 4.55E-03 0.114 0.17 

第 10一時貯留処理槽 3.66E-05 3.66E-05 0.020 0.03 

第１洗浄器 4.31E-05 4.31E-05 0.020 0.03 

高レベル廃液供給槽Ａ 1.13E-03 2.25E-03 0.056 0.08 

高レベル廃液濃縮缶Ａ 4.57E-02 9.15E-02 2.287 3.43 

溶解液中間貯槽 5.68E-03 1.14E-02 0.284 0.43 

溶解液供給槽 1.36E-03 2.73E-03 0.068 0.10 

抽出廃液受槽 1.94E-03 3.87E-03 0.097 0.15 

抽出廃液中間貯槽 2.58E-03 5.16E-03 0.129 0.19 

抽出廃液供給槽 A 8.07E-03 1.61E-02 0.403 0.61 

抽出廃液供給槽 B 8.07E-03 1.61E-02 0.403 0.61 

合計 1.30E-01 2.32E-01 5.87 8.80 
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第３表 必要圧縮空気流量（精製建屋） 

機器名称 

非沸騰時 沸騰時 
水素発生 
速度 

（Ｎｍ３／ｈ） 

水素発生 
速度 

（Ｎｍ３／ｈ） 

４vol%維持 
掃気流量 

（Ｎｍ３／ｈ） 

４vol%維持 
掃気流量×1.5 
（Ｎｍ３／ｈ） 

プルトニウム溶液供給槽 1.48E-03 1.48E-03 0.04 0.06 

抽出塔 1.70E-03 1.70E-03 0.04 0.06 

核分裂生成物洗浄塔 1.33E-03 1.33E-03 0.03 0.05 

逆抽出塔 2.46E-03 2.46E-03 0.06 0.09 

ウラン洗浄塔 6.00E-04 6.00E-04 0.02 0.03 

補助油水分離槽 2.79E-04 2.79E-04 0.02 0.03 

ＴＢＰ洗浄器 1.89E-04 1.89E-04 0.02 0.03 

プルトニウム溶液受槽 1.38E-03 2.77E-03 0.07 0.10 

油水分離槽 1.38E-03 2.77E-03 0.07 0.10 

プルトニウム濃縮缶供給槽 4.62E-03 9.24E-03 0.23 0.35 

プルトニウム溶液一時貯槽 4.63E-03 9.27E-03 0.23 0.35 

プルトニウム濃縮缶 7.04E-04 7.04E-04 0.02 0.03 

プルトニウム濃縮液受槽 3.35E-03 6.69E-03 0.17 0.25 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 5.18E-03 1.04E-02 0.26 0.39 

プルトニウム濃縮液計量槽 3.35E-03 6.69E-03 0.17 0.25 

リサイクル槽 3.38E-03 6.76E-03 0.17 0.25 

希釈槽 3.81E-03 7.62E-03 0.19 0.29 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 3.38E-03 6.76E-03 0.17 0.25 

第１一時貯留処理槽 2.84E-03 5.69E-03 0.14 0.21 

第２一時貯留処理槽 1.24E-03 2.47E-03 0.06 0.09 

第３一時貯留処理槽 2.34E-03 4.68E-03 0.12 0.18 

第４一時貯留処理槽 1.67E-04 1.67E-04 0.02 0.03 

第７一時貯留処理槽 6.41E-03 6.41E-03 0.16 0.24 

合計 5.62E-02 9.71E-02 2.48 3.72 
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第４表 必要圧縮空気流量（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋） 

機器名称 

非沸騰時 沸騰時 
水素発生 
速度 

（Ｎｍ３／ｈ） 

水素発生 
速度 

（Ｎｍ３／ｈ） 

４vol%維持 
掃気流量 

（Ｎｍ３／ｈ） 

４vol%維持 
掃気流量×1.5 
（Ｎｍ３／ｈ） 

硝酸プルトニウム貯槽 3.45E-03 6.90E-03 0.17 0.26 

混合槽Ａ 2.61E-03 5.23E-03 0.13 0.20 

混合槽Ｂ 2.61E-03 5.23E-03 0.13 0.20 

一時貯槽 3.45E-03 6.90E-03 0.17 0.26 

合計 1.21E-02 2.43E-02 0.61 0.91 

第５表 必要圧縮空気流量（高レベル廃液ガラス固化建屋） 

機器名称 

非沸騰時 沸騰時 
水素発生 
速度 

（Ｎｍ３／ｈ） 

水素発生 
速度 

（Ｎｍ３／ｈ） 

４vol%維持 
掃気流量 

（Ｎｍ３／ｈ） 

４vol%維持 
掃気流量×1.5 
（Ｎｍ３／ｈ） 

第１高レベル濃縮廃液貯槽 1.21E-02 4.82E-01 12.06 18.09 

第２高レベル濃縮廃液貯槽 1.21E-02 4.82E-01 12.06 18.09 

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 2.83E-03 1.13E-01 2.83 4.24 

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽 2.83E-03 1.13E-01 2.83 4.24 

高レベル廃液混合槽Ａ 3.75E-03 1.50E-01 3.75 5.63 

高レベル廃液混合槽Ｂ 3.75E-03 1.50E-01 3.75 5.63 

供給液槽Ａ 9.39E-04 3.75E-02 0.94 1.41 

供給液槽Ｂ 9.39E-04 3.75E-02 0.94 1.41 

供給槽Ａ 3.75E-04 1.50E-02 0.38 0.56 

供給槽Ｂ 3.75E-04 1.50E-02 0.38 0.56 

第１不溶解残渣廃液一時貯槽 3.35E-05 3.35E-05 0.02 0.03 

第２不溶解残渣廃液一時貯槽 3.35E-05 3.35E-05 0.02 0.03 

第１不溶解残渣廃液貯槽 2.66E-04 2.66E-04 0.02 0.03 

第２不溶解残渣廃液貯槽 2.66E-04 2.66E-04 0.02 0.03 

高レベル廃液共用貯槽 
（高レベル濃縮廃液貯蔵時） 

1.21E-02 4.82E-01 
12.06 18.09 

合計 5.28E-02 2.08E+00 52.06 78.09 
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その他設備
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以下に，前処理建屋の水素爆発に対処するための自主対策設備の概要を示す。 

前処理建屋の水素爆発に対処するために使用する自主対策設備は以下のと

おりである。 

（１）前処理建屋排気系

前処理建屋排気系のうち，セル排気フィルタ ユニット，セル排風機，

溶解槽セル排気フィルタ ユニット，溶解槽セル排風機を活用することで，

前処理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の

主排気筒の排気口からの排出が行える。前処理建屋排気系の配置を第１～

３図に示す。また，前処理建屋排気系の概要を第４図に示す。 
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（建屋境界) 

汚染のおそれのある区域 

建屋排風機 

建屋排気フィルタ 

ユニット

逆止ダンパ 

給・排気ライン 

外気取入口 

フィルタの複数設置 

高性能粒子フィルタ 

粒子フィルタ 

プレフィルタ 

送・排風機 

注1） 中継槽セル等：放射性物質を開放状態で取り扱うことのないセル 

注2） 溶解槽セル等：放射性物質を開放状態で取り扱うことのあるセル 

凡例

セル排気フィルタ

ユニット

注 1) 
中継槽

セル等

セル排風機

 注 2) 
溶解槽

セル等

溶解槽セル A 排気 

フィルタユニット

溶解槽セル A 排風機 

 注 2) 
溶解槽

セル等

溶解槽セル B 排気 

フィルタユニット

溶解槽セル B 排風機 

建屋送風機 

建屋給気 

ユニット

主排気筒へ 

第４図 前処理建屋の水素爆発に対処するための自主対策設備概要図 

222



 

以下に，分離建屋の水素爆発に対処するための自主対策設備の概要を示す。 

 

分離建屋の水素爆発に対処するために使用する自主対策設備は以下のとお

りである。 

 

（１）分離建屋換気設備 

 分離建屋換気設備の建屋排気系のうち，グローブ ボックス・セル排気

フィルタ ユニット及びグローブ ボックス・セル排風機を活用することで，

分離建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主

排気筒の排気口からの排出が行える。分離建屋換気設備の配置を第１図に

示す。 

また，分離建屋換気設備の概要を第２図に示す。 
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第１図 配置図（自主対策設備）分離建屋 地上４階 

グローブ ボックス・セル排気フィルタ ユニット

グローブ ボックス・セル排風機 
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グローブボックス 
セル排気フィルタ
ユニット

建屋排風機 建屋排気フィルタ 
ユニット

建屋送風機 
建屋給気 
ユニット

汚染のおそれのある区域 

第２図 分離建屋の水素爆発に対処するための自主対策設備概要図 

 注) 
プルトニ
ウム溶液
中間貯槽
セル等

グローブ

ボックス

主排気筒へ 

グローブボックス 
セル排風機

（建屋境界) 
逆止ダンパ 

給・排気ライン 

外気取入口 

フィルタの複数設置 

建屋給気閉止ダンパ 

高性能粒子フィルタ 

粒子フィルタ 

プレフィルタ 

送・排風機 

注）プルトニウム溶液中間貯槽セル等：放射性物質を開放 
状態で取り扱うことのないセル 

凡例
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以下に，精製建屋の水素爆発に対処するための自主対策設備の概要を示す。 

 

精製建屋の水素爆発に対処するために使用する自主対策設備は以下のと

おりである。 

 

（１）精製建屋排気系 

精製建屋排気系のうち，セル排気フィルタ ユニット，グローブボック

ス・セル排風機を活用することで，精製建屋の汚染のおそれのある区域の

負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出が行える。

精製建屋排気系の配置を第１図および第２図に示す。また，精製建屋排気

系の概要を第３図に示す。 
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 第１図 精製建屋の水素爆発に対処するための自主対策設備配置図（地上２階） 

セル排気フィルタユニットＡ 

セル排気フィルタユニットＢ 
セル排気フィルタユニットＣ 

セル排気フィルタユニットＤ 

セル排気フィルタユニットＥ 

セル排気フィルタユニットＦ 

セル排気フィルタユニットＧ 
セル排気フィルタユニットＨ 

セル排気フィルタユニットＩ 

セル排気フィルタユニットＪ 

227



 
 

 

 第２図 精製建屋の水素爆発に対処するための自主対策設備配置図（地上４階） 

グローブボックス・セル排風機Ａ 

グローブボックス・セル排風機Ｂ 
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グローブボックス排気 
フィルタユニット 

グローブボックス 
セル排風機 

建屋排気フィルタ 
ユニット 

建屋送風機 
建屋給気 
ユニット 

逆止ダンパ 

給・排気ライン 

外気取入口 

フィルタの複数設置 

建屋給気閉止ダンパ 

高性能粒子フィルタ 

粒子フィルタ 

プレフィルタ 

送・排風機 

注）プルトニウム濃縮缶セル等：放射性物質を開放状態 
  で取り扱うことのないセル 

凡例 

建屋排風機 

汚染のおそれのある区域 

   注) 
プルトニ 
ウム濃縮 
缶セル等 
 
 

グローブ 

ボックス 

主排気筒へ 

（建屋境界) 

    
プルトニ 
ウム洗浄 
器セル等 
 

セル排気フィルタ 
ユニット 

第３図 精製建屋の水素爆発に対処するための自主対策設備概要図 
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以下に，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発に対処するための自

主対策設備の概要を示す。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発に対処するために使用する

自主対策設備は以下のとおりである。 

（１）ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の建屋排気系のうち，グロ

ーブ ボックス・セル排気フィルタ ユニット及びグローブ ボックス・

セル排風機を活用することで，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の汚染

のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口

からの排出が行える。ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の配置

を第１図に示す。 

また，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の概要を第２図に示す。 
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第１図 配置図（自主対策設備） ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地下２階 

については核不拡散の観点から公開できません。
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（建屋境界) 

汚染のおそれのある区域 

建屋排風機 

建屋排気フィルタ 

ユニット 

逆止ダンパ 

給・排気ライン 

外気取入口 

フィルタの複数設置 

高性能粒子フィルタ 

粒子フィルタ 

プレフィルタ 

送・排風機 

注） 硝酸プルトニウム貯槽セル等：放射性物質を開放状態 

で取り扱うことのないセル 

凡例 

グローブボックス 

セル排気フィルタ 

ユニット 

注) 
硝酸プル 
トニウム 
貯槽セル 
等 

グローブボックス 

セル排風機 

グローブ 

ボックス 

フード 

建屋送風機 

建屋給気 

ユニット 

主排気筒へ 

第２図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発に対処するための自主対策設備概要図 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 
（空気輸送廃気） 

脱硝グロ

ーブボッ

クス等 
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以下に，高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための自主対策

設備の概要を示す。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するために使用する自主

対策設備は以下のとおりである。 

（１）高レベル廃液ガラス固化建屋排気系

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系のうち，セル排気フィルタ ユニット，

セル排風機を活用することで，高レベル廃液ガラス固化建屋の汚染のおそ

れのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの

排出が行える。高レベル廃液ガラス固化建屋排気系の配置を第１図に示す。

また，高レベル廃液ガラス固化建屋排気系の概要を第２図に示す。 
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セル排気フィルタユニット

セル排風機

第１図 配置図（自主対策設備） 高レベル廃液ガラス固化建屋 地下１階
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凡例

送・排風機 フィルタの複数設置

プレフィルタ 外気取入口

粒子フィルタ 給・排気ライン

高性能粒子フィルタ

建屋送風機
建屋給気

ユニット

建屋排気フィルタ

ユニット

建屋排風機

貯蔵ピット収納管排気

フィルタユニット

貯蔵ピット収納管

排風機

第２図 高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対処するための自主対策設備概要図 

（建屋境界） 

汚染のおそれのある区域

  主排気気筒へ

フード排気フィルタユニット フード排風機

逆止ダンパ

固化セル隔離ダンパ

注1） 高レベル濃縮廃液貯槽セル等、アルカリ濃縮廃液貯槽 
セル等：放射性物質を開放状態で取り扱うことのない

セル

注2） 固体廃棄物除染セル、固化セル：放射性物質を開放状態

で取り扱うことのあるセル

フード

収納管

注 1) 
アルカリ濃縮

廃液貯槽ｾﾙ等

注 1) 
高レベル濃縮

廃液貯槽ｾﾙ等

注 2) 
固体廃棄物除

染セル

セル排気フィルタ

ユニット

セル排風機

注 2) 
固化セル

セル内

クーラ

固化セル換

気系排気フ

ィルタユニ

ット

洗浄塔

凝縮機 

ミストフィルタ

ル テ ニ ウ

ム吸着塔 固化セル換気系

排風機

固化セル換気系前置

フィルタユニット

固化セル圧力放出系

排気フィルタユニット

固化セル圧力放出系
前置フィルタユニット

主排気筒へ 

凝縮器 
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ＳＡバウンダリ系統図（参考）
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については商業機密上の観点から公開できません。
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